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本誌は4年前に少子化と子育て支援をテーマに取り上げているが、今回再び同様のテーマを特集する

ことになった。この間に日本の少子化・子育て環境をめぐる状況にどのような変化があったか、国際比

較の視点から4点ほど指摘し、本特集の問題提起としたい。

第1に、日本の合計特殊出生率（TFR）はその後2005年の1.26まで低下を続け、同年に日本全体の自

然増加がマイナス、総人口も減少に転じた。国際的には、韓国などアジアNIESでTFRが急低下し、日

本を下回る超少子化国に転化した。それとは対照的に、西ヨーロッパ諸国のTFRは2000年代に上昇傾

向にあり、フランスは2を超え、超少子化国イタリアもついに反転したとみられている（小島，2005；

Council of Europe，2006）。

第2に、超少子化国日本は2003年に少子化社会対策基本法と次世代育成支援対策推進法を成立させ

たことにより、その家族政策（少子化対策）は出生政策の色合いを一段と強めた。2003年の国連の調査

によると、先進国中14カ国が自国の出生率を低すぎるとみており、そのうち（日本を含めた）7カ国が

出生率向上政策をとっていると答えている（United Nations，2004）。家族政策が出生政策的目的を持つ

ようになると、家族政策の有効性の判断基準の一つはTFRということになる。しかし、家族政策の目

的が主として家族・子育て支援であるとすれば、その有効性評価の基準は「子育てのしやすさ」という

ことになる。この点で、内閣府が2005年に実施した国際比較調査の結果は興味深い。そこでは各国の

20～ 49歳の男女に「自分の国を子育てしやすいと思うか」と尋ねており、「そう思う」と答えた割合は

スウェーデン（98％）、米国（78％）、フランス（67％）日本（48％），韓国（19％）の順であった（内閣府，

2006.3）。日本、韓国は子育ての当事者による主観評価によっても、家族政策が効果を発揮していない

国と評価されたことになる。

第3に、家族政策の努力水準を比較してみると（内閣府，2005；2006.12）、まず日本は（南欧諸国、米

国などと並んで）、子ども・家族の社会的支援のための財政規模が先進国中著しく小さい。また「仕事

と子育ての両立支援」については，制度的には先進国中かなり整ってきてはいるものの、出産時の離職

率が著しく高いなど制度の実効性が乏しい。「子育て経済支援」についても、先進国中南欧、米国と並ん

で最低水準にあるが、子育て費用に教育費を含めるとすると、日本、韓国と西欧諸国の差は一層拡大す

るであろう。このように日本の家族政策の水準を総合的に評価すると、先進国中きわめて低水準にラン

クされることは明らかであり、そのことが日本の超少子化状況あるいは子育て状況の主観評価の低さに

つながっている可能性はある。

第4に、家族政策とは別に、子育てにかかわる経済的、社会的、文化的状況全般について、日本と他

の先進国との違いをいくつか考えてみたい（樋口，2006；内閣府，2005）。ひとつは労働市場の違いであ

る。日本ではかねてより長時間労働が「両立｣を困難にし、雇用の硬直性が子育ての機会費用を高める

と指摘され続けてきた。この点では、日本と同様に家族政策は弱いものの雇用の流動性・柔軟性が高い

米国、パート労働の処遇改善による「1.5人就業モデル」をとるオランダが、高水準のTFRを維持してい
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ることは、日本にとって参考になる。保育については、民間保育市場の発達した米国、保育ママの供給

が豊富なフランスとの違いは大きいが、これについては、保育の担い手としての外国人労働・移民の存

在についても視野に入れる必要がある。

日本における男性の家事・育児分担の少なさは家族・労働政策の問題であると同時に価値観の問題

でもある。（北欧諸国の）育児休業制におけるパパクォーター制・父親休暇、労働時間の短縮（例えばフ

ランスの35時間労働制）、労働時間の柔軟性の拡大などは政策の問題であるが、これらの政策が日本で

なかなか進まないのは固定的性別役割分業観と男女共同参画型価値観が拮抗していることの現れと見

ることもできよう（阿藤，2005）。

このような問題提起に対して、各国の執筆者から貴重な研究成果が寄せられた。結果的に、各国の事

情の相違もあり、執筆者から寄せられた論文に長短があるが、本特集では、我が国への示唆をくみ取る

ためにはより多くの資料と考察が含まれることが有意義と考え、各執筆者の判断を優先して各国の現状

をとりまとめることにした。

本特集が、以上のような少子化と子育てをめぐる全般的状況を踏まえつつ、各国別の家族政策の変

遷と特徴を明らかにするとともに、施策の水準とその効果の両面について評価を行なうことが期待され

る。その上で、各国の家族政策が日本の政策展開にとり参考となる点が示唆されれば一層有意義であろう。

参考文献
1. 小島宏 2005「少子化対策の潜在的効果の検討を中心とする序論」『人口問題研究』61-2，pp.1-22
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3. 内閣府 2006.12『平成18年版少子化社会白書』
4. 内閣府 2005『平成17年版少子化社会白書』
5. 樋口美雄 2006『少子化と日本の経済社会』日本評論社
6. 阿藤誠 2005「家族観の変化と超少子化」毎日新聞社人口問題調査会編『超少子化時代の家族意識』pp.11-42

7. United Nations 2004. World Population Policies.

8. Council of Europe 2006. The Recent Demographic Developments in Europe 2005.

（阿藤　誠　早稲田大学特任教授）
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はじめに

「少子化」とは、置換え水準出生率を下回る出

生率が長期間続く状態をいう。日本では1974年

に当時の置換え水準出生率2.11を下回る合計（特

殊）出生率（total fertility rate, TFR）2.05を記録し

て以来、ほぼ30年にわたってTFRは漸減傾向を

続けている。低出生率の状況は、経済水準の高

い先進諸国の多くで共通の現象であり、例えば

OECD加盟30カ国のうち、2005年にTFRが2を

超えている国はわずかに5カ国 1）である。一方、

TFRが1.5以上2未満の国は12カ国 2）（うち、フ

ランスは2006年に2.00（暫定値）まで回復）、1.5

未満の国は日本を含め13カ国 3）となっている。

高い出生率と死亡率による「多産多死」の状態

から、低出生率、低死亡率の「少産少死」構造へ

移行する人口転換は、18世紀後半から近代化に

伴って次々と欧米先進諸国で開始され、1930年代

までにはほぼその過程を終えた。欧米以外では19

世紀後半～ 20世紀初頭から日本が最初に人口転

換を開始し、1950年代末葉には少産少死の状況に

到達した。しかし、先進諸国では1960年代後半

から再び出生力の低下が始まり、TFRは置換え水

準を下回るにいたった。この時期の変化は、多産

多死から少産少死への人口転換と比して「第二の

人口転換」とも呼ばれ（van de Kaa 1987）、全体と

して「親になることの延期」を特徴とした行動変

化が生じていた（Lesthaeghe and Moors 2000）。近

代的避妊法の普及、女性の社会経済的地位の上

昇とジェンダー役割の変化、結婚行動や社会全般

の価値観の変化などがその転換要因として挙げら

れる（阿藤 1997）。TFRの低下は1980年代前半ま

で続いた。しかし、その後は国によって出生動向

に差が見られ、現在では、人口置換え水準出生率

■ 要 約
先進諸国のTFRは、1980年代半ばまでに1.5～2.0未満の水準に低下した。これは晩婚化、晩産化が原因であった。そ

の後TFRは30歳代での出生率回復が大きく起こった国で反転上昇し、回復が小幅であった国では低下を続けた。コー
ホートTFRも、緩少子化国では2に近い水準だが、超少子化国では若年世代ほど低い。多くの先進諸国で平均理想子ど
も数は2人以上なので、晩産化とそれに伴う高年齢での産みそびれが出生率低下を引き起こしているとみられる。
先進諸国で置換え水準以下の低出生率が一般化した理由には、女性の社会経済的地位や子育て費の上昇、価値観の
変化が挙げられる。近年の出生率動向の国による差異は、これらの変化に対する社会の適応速度の違いの結果と考えら
れる。出生は多くの要因が関与する複雑な現象であるが、様々な国の経験を体系的に整理することで多様な知見が得ら
れており、今後われわれの取るべき道についても多くの示唆を与えている。

■ キーワード
少子化、晩産化、出生率

先進諸国の出生率をめぐる国際的動向

守泉 理恵
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（約2.1）近傍のTFRを維持する国と、TFRが置換

え水準には満たないまでも1.5以上を示す国、そ

してTFRが1.5を割った国に分かれる様相を呈し

ている。

本稿では、出生指標の国際比較、出生率低下の

人口学的・社会経済学的要因の整理を通して、戦

後の先進諸国の出生率低下をめぐる国際的動向に

ついて論ずる。

I　合計（特殊）出生率の推移

図1には、本特集号で扱うアメリカ、イギリス、

ドイツ、スウェーデン、フランス、韓国を中心に、

日本とその他のいくつかの先進国のTFRの推移を

示した。日本では、ベビーブーム（1947～ 49年）

の直後から急激な出生率の低下が起こり、すで

に1957年にはTFR2.04の水準まで達していたが、

その他の先進諸国では1960年代半ばまでTFR2.0

を超える出生率で横ばいに推移していた。その

後、1960年代後半～ 70年代始め（南欧諸国では

70年代半ば）にTFRが一斉に低下を始め、1980

年代に入る頃には多くの国で2.0の水準を割り込

み、1.5～ 2.0未満の値を取るようになった。し

かし、アメリカだけは、1950年代にベビーブーム

のピークを迎えたあとTFRがいち早く低下を開始

し、1970年代半ばに底を打った後、逆に回復に転

じている。また、韓国は1970年時点でTFRが4.53

と非常に高い水準にあったが、その後急激な低下

を経験し、出生率の水準は1985年に先進諸国並

みの1.67へ達した。

1980年代前半には、各国の出生率がTFR1.5～

2.0未満の水準に収れんしたかに見えたが、80年

代半ば以降、国ごとに異なる出生率動向を示す

ようになり、おおむね2つのグループへと分かれ

ていった。ひとつは、1.5以上2.0未満の出生率を

維持するか、あるいはむしろ出生率の反転上昇を

見せた国々である。図1ではスウェーデン、ノル

ウェー、フランス、オランダ、イギリスがこれに

該当する。このグループに属する国々は、出生率

低下の程度が緩やかであることから、緩少子化国

と呼ばれることがある。

もうひとつのグループは、1980年代半ば以降、

TFR1.5のラインを割り込み、一層の出生率低下

へと進んだ国々で、日本もここに含まれる。図1

で取り上げた国では、ドイツ（1983年）、イタリ

ア（1984年）、スペイン（1988年）、日本（1993年）、

韓国（1998年）の順にTFRが1.5を割り込んだ。

2005年時点でも、依然としてこれらの国々では1.5

を下回る出生率が続いている。これらの国々は、

緩少子化国と区別して超少子化国と呼ばれること

がある 4）。本稿では、TFR1.5を基準とした分類で、

緩少子化国、超少子化国という名称を用いること

とする。

なお、アメリカは1970年代半ばにTFRが反転

したあと、1989年には2.01となり2を超えた。そ

の後も、ほぼ2.0を超える出生率を示し、経済大

国でありながら置換え水準と同程度の高出生率を

維持する独自の動きを示している。アメリカの場

合、エスニック･マイノリティの高い出生率（とく

に婚外出生率）が全国値の高さに寄与していると

されることが多いが、それだけでは十分説明でき

ないとする指摘もある（Chandola et al. 2002；釜野 

2004）。Pool and Sceats（2003）は、アメリカ、ニュー

ジーランド、イギリスなど英語圏諸国の比較的高

い出生率に対して、エスニック・マイノリティによ

る寄与は限定的であり、カップルを重視する伝統

と、それによる若年期の結婚・出産を支持する価

値観が影響しているのではないかと論じている。

II　出生率低下の人口学的要因

前節で見た戦後のTFRの低下や反転の動きの

多くは、主にタイミング効果によるものである。

タイミング効果とは、女性が生涯のどの時期に出
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産するかによってピリオドでみた出生率が変動す

る効果のことをいう。出産の延期、つまり晩産化

が起こると若年層の出生率が低下して、TFRが一

時的に低く表れる。しかし、高年齢で延期した出

産の取り戻しが起きれば、TFRの低下は止まり、

反転して上昇傾向を見せる。1960年代後半～ 70

年代前半に出生率低下が起こる前は、どの国も

置換え水準出生率と同程度かそれ以上のTFRを

持っていたのであり、この低下がタイミング効果

のみから生じているのであれば、いずれTFRの水

準は回復し、出生率低下は「一時的現象」という

ことになる。

タイミング効果だけでは説明できない出生率変

動の部分はカンタム効果によるものである｡これ

は女性が生涯に持つ子ども数、すなわち完結出生

児数が変動することによる効果を指す。あるコー

ホートの完結出生児数が減少した場合、年齢別

出生率は低くなるから、ピリオドのTFRも低下す

る。しかし、その後、取り戻し行動は起きないの

でTFRは回復せず、低い水準がそのまま維持され

ることになる。

1. タイミング効果

1960年代後半以降、各国で始まったTFRの低下

は、当初、晩産化の開始がその主な原因であった。

図2は第1子平均出産年齢の推移を描いたものだ

が、1970年代以降、どの国でも一斉に上昇を開始

したことがわかる。女性たちの間で出産をより高

年齢へと延期する行動が普及し、その結果若年層

での出生が減少して、TFRが低下したのである。

このことを年齢別出生率の推移で確認しよう。

図3-1と図3-2は、主要先進10カ国について、年齢

階層ごとの出生率の年次推移を示したものである。

20歳代の出生率は、60年代後半～ 70年代初頭

に（イタリアは70年代半ばから、韓国は80年代

から）低下を始めており、この時期に晩産化が開

始されたことがわかる。アメリカだけは、60年代

を通じてすでに年齢別出生率の低下が始まってお

り、70年代にはその過程が落ち着き、以後は横ば

いに推移している。

80年代以降は、20～ 24歳で出生率の低下が

続く一方、25～ 29歳については、のちの緩少子

化国と超少子化国で動きに違いが見られる。ス

ウェーデン、フランス、ノルウェーでは、25～ 29歳

の出生率低下がそれほど進まないうちに止まり、

微増に転じた。オランダでは、25～ 29歳の出生

率の減少傾向は続いたが、そのペースは緩やかに

なった。イギリスはこの年齢層の出生率低下が続

いたが、2003年については上昇に転じている。

超少子化国となっていく日本、イタリア、韓国

では、25～ 29歳の出生率低下が止まらず、緩少

子化国と比べ、かなり低い水準にまで達した。ド

イツは、すでに60年代後半からいち早く20歳代

の出生率の急落を経験したが、その水準が横ば

いで続いたあと、25～ 29歳の出生率は90年代に

入ってさらに微減する傾向を見せている。

一方、30歳代の出生率は、80年代以降、どの

国でも反転して増加傾向を示している。スウェー

デン、フランス、オランダ、ノルウェーといった緩

少子化国では、その回復カーブは力強い。超少子

化国では回復は緩やかで、韓国については35～

39歳の回復はわずかしか起こっていない。アメリ

カだけは、30歳代の出生率はすでに70年代半ばか

ら上昇に転じ、その傾向が現在も続いている。

40歳代の出生率は、どの国も当初から水準が低

いが、ほとんど反転は見られない。この年齢層で

は、女性の妊娠・出産に関する生理的能力（妊孕

力）が低下するため、現在の水準より出生率を上

昇させるのは難しいと考えられる。

以上によれば、いずれの国でも晩産化により20

歳代の出生率が下がりTFRの低下が起こったが、

緩少子化国では、20歳代後半の出生率が下げ止

まり、30歳代での出産（取り戻し行動）が増えた

ため、TFRの反転が起きたのだとわかる。超少子
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化国では、20歳代の出生率低下が続いたことと、

30歳代の出生率上昇が小幅であることが、TFR水

準の続落を招いている。

2. カンタム効果

カンタム効果、すなわち生涯の出生力による出

生率変動をとらえるために、コーホートの年齢別

出生率の変化を検討しよう。図4-1と図4-2は、5

歳階級別の年齢別出生率のデータを1960～ 2004

年まで時系列でとり、5年ごとに1つ上の年齢階

層データをつなげて作成したコーホート別の年齢

別出生率を描いたものである。これをみると、ア

メリカを除き、若い世代に移るにつれ25歳未満の

出生率は低くなっているのがわかる。しかし、図

4-1にある緩少子化国では、25～ 29歳の出生率は

それほど低下せず、30歳代、特に30～ 34歳の出

生率が若年世代ほど高くなっている。その結果、

1951～ 55年生まれのコーホート以降は、年齢別

出生率の高さは変わらずに、若い世代ほどその分

布の山が右にずれた格好となっている。つまり、

コーホートで見ると出生率のピークとなる年齢が

遅くなっただけで、生涯を通じた平均出生数は大

きく減ってはいないということである。

一方、超少子化国では、緩少子化国と異なり、

若い世代ほど25～ 29歳の出生率が低い。ドイツ

では25～ 29歳の出生率低下が小幅にとどまって

いるが、もともとその水準が低かったため、図

4-2の中で最も若い世代である1981～ 85年生ま

れでも他の超少子化国と比べてそれほど高い水準

ではない。さらに、30歳代の出生率は世代別に見

てそれほど変わっていない。30～ 34歳のデータ

が得られる1971～ 75年生まれの女性までについ

ては、若い世代ほど20歳代での低下が取り戻さ

れないまま、出生過程の後半年齢へと移っている

ことがわかる。

図5は、1930～ 1965年までの出生コーホート

別にみた合計出生率（コーホートの完結出生児数

を表す）の推移を描いたものである。1950年生ま

れ頃までのコーホートでは、どの国でもコーホー

ト合計出生率の低下がみられるが、アメリカ、フ

ランス、スウェーデン、ノルウェーでは、その後

のコーホートでほぼ2を超える水準の完結出生児

数を維持している。緩少子化国のうちオランダと

イギリスでは2を下回ったが、その低下の程度は

ゆるやかであり、およそ1.8～ 1.9の水準を維持し

ている。この両国は、図4-1にあるように1970年

代出生コーホートで30歳代における大きな出生

率の上昇がみられており、コーホート合計出生率

の水準も今後の世代でもう少し回復するかもしれ

ない。緩少子化国での置換え水準を下回る出生率

低下は、タイミング効果による影響が大きいため

一時的なものとなる可能性はある。

超少子化国についてみると、ドイツがいち早く

1940年出生コーホートで2を割り、続いてイタリ

ア、日本、韓国の順に2を下回ったあとも、これ

らの国々では若い世代ほど低下が続いている。超

少子化国では、晩産化によるタイミング効果だけ

でなく、カンタム効果に起因する低出生率の状況

も少なからず起きているとみられる。現在のよう

な2を切る低いコーホート合計出生率の水準が維

持されれば、少子化は今後も長期間にわたり続く

ことになる。

TFRの置換え水準までの回復については、高

年齢で出産の先延ばしに見合う完全な取り戻し

は起こっていないため、難しいとする研究が多い

（例えば、Lesthaeghe and Willems 1999; Frejka and 

Calot 2001; d’Addio and d’Ercole 2005）。Lesthaeghe 

and Willems（1999）は、多産多死状態からの出生

力転換は夫婦の出生力低下、つまり主にカンタ

ム効果（完結出生児数の減少）によるTFR低下で

あったが、第2の人口転換ではまず晩産化による

TFR低下（タイミング効果）で置換え水準出生率

を割り込み、その後晩産化が止まっても高年齢

での取り戻しが十分ではないので、再びカンタ
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図3-1　主要先進諸国の年齢別出生率の推移：1960～ 2004年

資料： Council of Europe（2006），NCHS（2006; 2007b），
厚生労働省『人口動態統計』各年版，韓国統計庁
『人口動態年報』；『人口センサス』（年齢別女子
人口，年齢別出生数データから算出）．
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図3-2　主要先進諸国の年齢別出生率の推移：1960～ 2004年

資料：  Council of Europe（2006），NCHS（2006; 2007b），
厚生労働省『人口動態統計』各年版，韓国統計庁
『人口動態年報』；『人口センサス』（年齢別女子
人口，年齢別出生数データから算出）．
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ム効果が主因の低出生率状態（置換え水準以下の

TFR）に至ると述べた。

また、d’Addio and d’Ercole（2005）は、晩産化

が引き起こす問題として、高年齢での妊孕力低

下によって出産延期の取り戻しが難しくなり、結

果的に女性が生涯に産む子ども数が減るリスクが

高くなることと、高年齢での妊娠・出産には母子

の健康問題が発生しやすくなることを指摘してい

る。第一子平均出産年齢の上昇について分析した

Frejka and Sardon（2006）でも、遅い出産開始は高

順位の子どもを産む期間の縮小を意味するため、

低出生の可能性を高めると述べている。高年齢で

の不妊のリスクと不妊治療の進展は、晩産化があ

る程度定着している中で、今後の出生動向を見る

上で重要な要素となるだろう。

III　子ども数に関する意識

コーホート合計出生率の低下は、出産先延ば

しが「産みそびれ」となった結果かもしれないし、

図6　男女別にみた、主要先進諸国における理想子ども数の推移：1980～ 2006年

注： 15～ 49歳の平均値．日本，韓国については，最新は2005年の有配偶女性についてのデータ．
資料： World Value Survey各年版（1980～ 2000年），Testa（2006），国立社会保障・人口問題研究所（2007b），韓国保健

社会研究院『全国結婚および出産動向調査』（2005年）．
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出生意欲の減退に起因するものであるかもしれな

い。「産みそびれ」が原因であれば、なぜ早い時

期の出産を選択できない人が増えたのか、その理

由を探り障害を取り除くことで出生率の回復を期

待することができる。しかし、コーホート合計出

生率の低下が、ほしい子ども数の減少という価値

観の大きな変化から生じているとすれば、変革は

容易ではない（そもそも変革すべきなのかという

問題もある）。この場合、少子化は「永続的現象」

ともいえる状況になるだろう。そこで、子ども数

に関する意識の国際比較データを見ておこう。

図6は、1980～ 2006年における主要先進諸国

の理想子ども数の推移を示したものである。左か

ら、アメリカ、ニュージーランドはTFRが2を超

えている国、イギリス～ノルウェーが緩少子化国、

西ドイツから右手が超少子化国である。まず指摘

できるのは、男女とも、理想子ども数が2を切っ

ている国はないということである。理想子ども数

は、子ども数に関する意識として調査される指標

（理想・希望・予定子ども数など）の中では一般

的に最も高い値を示す。よって、理想子ども数は

各個人がほしいと思う子ども数の上限を表してい

ると考えてよいだろう。その平均値が2人を割っ

ていないということは、子ども数に関する意識の

大きな減退は見られないということになる。

ただし、とくに超少子化国における女性で、

近年ほど理想子ども数が低めに出る傾向が見ら

れる。理想子ども数の動向についてGoldstein et 

al.（2003）は、2001年 のEurobarometer Surveyに

おいてドイツ語圏（ドイツ、オーストリア）で2人

を下回る平均理想子ども数が見られたことを取り

上げ、小家族文化の中で育ってきた世代では理想

子ども数が低くなるのではないかと論じた。そし

て、他の多くのヨーロッパ諸国でも、若い年齢層

ほど理想子ども数が低い傾向がみられるため、も

しこの年齢間の差異が加齢による効果ではなく世

代ごとの選好の結果であれば、他の諸国でも今

後、理想子ども数の低下が起こる可能性があると

した。しかし、2006年の同じ調査では、オースト

リアは引き続き2人を割る平均値を示したものの、

ドイツは再び2人を超える値となった。一方、新

たにルクセンブルクが2人を切った（Testa 2006）。

このように、現在、理想子ども数は2未満となる

ことが一般化するのかどうか判断の難しい過渡期

図7　理想子ども数と予定子ども数の平均値：女性（25～ 39歳），2006年

注： 予定子ども数は，現存子ども数＋追加予定子ども数で算出．日本は2005年の有配偶女性について．
資料： Testa（2006），国立社会保障・人口問題研究所（2007b）．
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にあると考えられ、今後の動向が注目される。

仮に現時点では理想子ども数の意欲減退はほ

とんどの国で見られないとすると、「産みそびれ」

によるコーホート合計出生率の低下という問題が

大きいと考えられる。図7は、理想子ども数と予

定子ども数の差に関する国際比較を描いたものだ

が、緩少子化国に比べて超少子化国では理想と予

定の差が大きく、予定子ども数は日本を除いて2

人を割っている。

この理想と予定の差を引き起こしている原因

については、ひとつは晩産化とそれに伴う不妊

のリスクといった人口学的な要因が指摘できる

（Bongaarts 2001）。さらに、社会経済的要因につ

いては、現在、緩少子化国と超少子化国に分かれ

た状態にあるのはなぜかについて分析した先行研

究で、多くのことが指摘されている。次節でこの

点を整理・概観する。

IV　出生率低下の社会経済的、文化的要因

先進諸国の出生動向の差異について、これが目

立つようになった1990年代の変化も含めて論じ

た最近の国際比較研究には、Lesthaeghe and Moors

（2000）、Frejka and Calot（2001）、Bongaarts（2002）、

Castles（2003）、阿藤・赤地（2003）、Billari and Kohler

（2004）、d’Addio and d’Ercole（2005）などがある。

晩産化を引き起こした要因には、女性の高学歴

化、雇用労働力化の進展とそれに伴う社会経済的

地位の上昇、子育ての直接・間接費の上昇といっ

た社会経済的要因と、これらと相互影響して進ん

できた女性の家族役割やジェンダー役割に関する

伝統的な価値観や社会規範の変化という文化的要

因が挙げられる。性別役割分業や伝統的家族観に

基づいた社会制度、経済制度が構築されてきた中

で、上述のような戦後の新しい変化は、どこの国

でも当初は人々の結婚・出生行動に対して、晩婚

化、晩産化などの共通した変化をもたらした。し

かし、1980年代後半以降、少子化の状況に国によ

る差が生じたのは、それぞれの社会がこれら不可

逆的な社会経済的・文化的変化をどの程度スムー

ズに受け入れられたかで差があらわれた結果と考

えられる。

Billari and Kohler（2004）は、1975～ 99年の間

に、主要先進諸国において出生率とその伝統的な

規定要因である結婚、離婚、婚外出生、女性労働

との関係が変化したと論じた。国レベルでのクロ

スセクション分析で、かつては婚姻の普及、安定

的な長期のパートナーシップ、低い女性労働力率

を示す国で高い出生率が表れていたが、そうした

関係の多くは符号の向きが変わったり相関がなく

なったりしたというのである。同じ視点での「逆

転現象」についてはCastles（2003）も指摘してい

るが、こうした変化の背景としては、女性の高学

歴化、労働市場構造と家族に関する価値観の変

化、および社会政策の効果が挙げられている。

とくにクロスカントリー分析における女性労

働と出生率の関係については、逆相関から正相

関への転換ないし逆相関の弱まりを見出し、そ

の理由について分析した研究は多い（Brewster 

and Rindfuss 2000; Ahn and Mira 2002; Castles 

2003; Rindfuss et al. 2003; Adserá 2004; Kögel 2004; 

Engelhardt et al. 2004）。それらによれば、上述の

要因の複合的効果として逆転現象が説明される。

つまり、女性労働と出生率については、女性の高

学歴化や雇用就業の増加が進む一方で、家庭や

職場では性別役割分業の考え方と生活スタイル

が依然として支配的だったこと、また、働きなが

ら子どもを育てる社会的サポートも乏しかったこ

となどが、仕事と家庭（家事・育児）の両立を難

しいものとし、結果として結婚・出産の先送り行

動を引き起こして両者の逆相関となって表れてい

た。しかし、その後、仕事と家庭の両立支援の充

実（育児休業制度や保育サービスの拡充など）や、

柔軟な労働時間の運用、性別役割分業にとらわれ
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ない考え方の浸透などの変化が実現した国では、

相関関係が逆転し、高出生率と高い女性労働力率

を示すようになったというのである。そうした価

値観の変革や社会的な子育て支援の政策展開が遅

れた国では、多くの女性にとって仕事と家庭の両

立の道が見出せず、パートナーシップ形成の遅れ

や晩産化が進み、出生率も女性労働力率も低くと

どまっているとされる。

ライフコースパターンに対する社会経済的変化

の影響の大きさや、変化への適応の速さの違いを

決定するそのほかの環境要因としては、各国にお

ける歴史的な社会制度の発展のしかたの違いや、

家族に関する文化の違いも大きいとみられる。

Mayer（2001）は、欧米諸国を4つの社会類型̶社

会民主主義福祉国家（北欧型）、保守主義福祉国

家（西ドイツなど）、南欧家族主義福祉国家（イタ

リアなど）、自由主義市場国家（アメリカなど）̶

に分類し、離家、教育制度、労働市場の流動性や

失業、職業生活からの引退、賃金プロファイル、

女性の労働、出生力、家族の安定性などの違いを

描き出した。経済のグローバル化など世界的には

共通の変化があったにもかかわらず、そのインパ

クトは各国の異なる政治経済制度を介した結果、

結婚・出生行動を含むライフコースに違いをもた

らしたとしている。また、Reher（1998）は「家族

連帯」（family ties）の強弱により、とくに結婚・出

生イベントが開始する成人早期のライフコースパ

ターンに違いが生じると論じた。伝統的家族シス

テムを持つ国と、個人主義の伝統がある国で出生

率の水準が異なることはChasnais（1996）も指摘

している。伝統的家族システムを持つとされる国

は、現在、低出生率を示す国が多く、ヨーロッパ

では南欧諸国が挙げられる。ここでは、低い離婚

率、同棲率、婚外出生率、女性労働力率、ならび

に遅い離家が特徴とされるが、超低出生率に悩む

日本や韓国も似た傾向を示すことは重要な点であ

る。家族システムや家族連帯の強さが、現代の社

会経済構造変化の中で、かえって低出生率へ導く

方向で作用しているという議論は興味深い分析視

点である。

まとめ

本稿は、戦後の先進諸国の出生率動向につい

て、人口学的要因の国際比較を通じて経時的に概

観し、その変化の背景となった社会経済・文化・

政策要因に関する議論を整理した。

1960年代後半以降、主要先進諸国でTFRの低

下が次々と始まり、80年代半ばまでに、置換え

水準出生率を下回る1.5～ 2.0未満の水準まで落

ち込んだ。これは、主に結婚・出産タイミングの

変化（晩婚化、晩産化）によるTFRの低下が原因

であったが、80年代半ば以降、晩産化の取り戻

し行動が大きく起こりTFRが反転上昇した国（緩

少子化国）と、高年齢での出生率反転が小幅に

とどまり、1.5、あるいはさらに低い1.3も下回る

ような低出生率を示す国（超少子化国）に分かれ

た。コーホート合計出生率では、緩少子化国では

2に近い水準を保っているが、超少子化国では若

いコーホートほど値が低下している。しかし、ほ

とんどの先進諸国では、理想子ども数は平均値で

2人を下回っていないことから、晩産化とそれに

伴う高年齢での産みそびれがコーホート合計出生

率の低下を引き起こしているとみられる。

戦後、経済のサービス化や高学歴化が進む過

程で、とくに女性をめぐる社会経済的地位の変化

が起こった。しかし結婚・出産・子育てに対する

価値観や、それらの行動にかかわる社会システム

は、女性の社会進出とは調和しないものであった

ため、晩婚化、晩産化といった行動変化が開始さ

れた。家庭と仕事の両立困難、子どもの養育コス

トの上昇、ジェンダー役割観などに関する伝統的

価値観の残存と、それによる女性への家事育児分

担の偏在や子育てにおける母親役割の重視など



先進諸国の出生率をめぐる国際的動向

– 19 –

が、新しい女性の就業選好、家族形成選好と齟齬

をきたしたのである。この状況が続いている国で

は、理想子ども数はそれほど低くはないにもかか

わらず、多くの「産みそびれ」を招くことにより

出生率の回復が妨げられている。

晩婚化、晩産化を促す社会変化に対して、比較

的うまく対応して出生率低下を緩やかにとどめ、

回復させることに成功した緩少子化国に対し、南

欧、ドイツ、日本、韓国などは、まだ社会的適応

が充分に進まない過渡期であるため低出生率が続

いているのかもしれない。今後、子育ての社会的

支援などの社会的・政策的対応が進み、新たな適

応的価値観が大勢を占めるような社会規範の変化

が続けば、理想子ども数にみられるような出生意

欲を実現することによって、出生率回復の余地は

あると考えられる。

近年の低出生率の議論では、とくに仕事と家庭

の両立がひとつのポイントとして語られることが

多い。論拠となるクロスカントリーでみた女性労

働と出生率の相関関係については、先進諸国すべ

てで正相関が見られるというわけではないが、高

出生率と女性の高労働力率を実現している国があ

るということは、今後の社会のあり方について議

論する際のひとつの有力なモデルになることは確

かである。本稿でも見てきた通り、出生は社会経

済的要因のみならず、文化的要因や価値観も含

む多数の要因が関与した複雑な現象である。しか

し、様々な国の経験をもとに、それらを体系的に

整理することによって多くのことが明らかにされ

てきており、今後のわれわれの取るべき道につい

ても多くの示唆を与えている。
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（データ出所は，アメリカはNCHS（2007a），ニュー
ジーランド，アイスランドは政府統計局公表値，メ
キシコ，トルコはDemographic Yearbook 2004）．

2） オーストラリア1.77（2004年），カナダ1.53，イギリ
ス1.78，ベルギー 1.64（2004年），デンマーク1.78，
フィンランド1.80，フランス1.94，オランダ1.69，
ノルウェー 1.83，スウェーデン1.76，アイルランド
1.95（2004年），ルクセンブルク1.69（データ出所は，
ヨーロッパ諸国はEUROSTATサイト掲載値（ベル
ギーとアイルランドはDemographic Yearbook 2004），
オーストラリア，カナダは政府統計局公表値）．

3） オーストリア1.40，ドイツ1.33，イタリア1.31，スペ
イン1.35，スイス1.41，チェコ1.28，ハンガリー 1.31，
ギリシャ 1.33，ポーランド1.25，ポルトガル1.40，ス
ロヴァキア1.26，日本1.26，韓国1.08（データ出所は，
ヨーロッパ諸国はEUROSTATサイト掲載値，日本
は厚生労働省，韓国は政府統計庁の公表値）．

4） 「超低出生率」という言い方は，英語の lowest-low 

fertilityに対応しているが，Kohler et al.（2002）では
これをTFR1.3以下と定義している．しかし，本稿
では超低出生率を1.5未満と定義し，その状態にあ
る国を超少子化国として扱った．
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はじめに

ドイツ 1）では、有子家庭への経済支援に重点を

置いたこれまでの家族政策に加えて、保育制度の

拡充や地域・世代間の連帯などによる包括的な子

育て環境の整備が行われつつある。社会民主党

（SPD）とキリスト教民主・社会同盟（CDU／CSU）

の大連立による第二次シュレーダー政権（2002～

05，Gerhard Schröder）では、連邦家族高齢者女

性青少年省（以下家族省と略す）シュミット前大

臣（Renate Schmidt）のもとで、家庭と職業の両立

支援に重点を置く諸政策を推進した。現メルケル

政権（2005.11.～ , Angela Merkel）でもこの政策路

線は発展的に継承されており、ライエン家族大臣

（Ursula von der Leyen）は、子育てを専ら母親が家

庭で担うべきであるとする子育て観からの転換を

図るべく、強力なリーダーシップを発揮して注目

を集めている 2）。

家庭と職業の両立支援は、コール政権（Helmut 

Kohl, 1982～ 98）においてもドイツ統一（1990）後

の重要な政策課題の一つに位置づけられていた

が、保育制度の整備が遅れるなど、フルタイムで

職業を継続する母親像は想定されていなかったと

いえる。90年代を通じてドイツの出生率は極めて

低いレベルを推移し、次第に「縮みゆく社会」3）

の深刻な未来像が現実感をもって描き出されるよ

うになった。そうした中で、大連立政権は出生率

の上昇を視野に入れ、地域や企業を巻き込んだ総

合的な子育て支援策を推進するに至った。まさに

現代のドイツでは「家族政策のパラダイム転換」4）

が起こっているといえる。本稿では急速に展開し

つつあるドイツの家族政策に着目し、東西間の相

違に留意しながら、統一後の社会変化の中でこう

した政策転換の意味を考察することとしたい。

■ 要 約
ドイツ政府による「第7次家族報告書」（連邦家族高齢者青少年女性省、2006）には、これまでの手厚い児童手当の支
給を中心とする育児支援から、家庭と職業の両立支援を中心とする包括的な家族政策への転換が示されている。新しい
家族政策は、再配分政策（有子家庭の経済的負担への支援）、インフラ政策（保育制度等の整備）、時間政策（両親が子
どもとともに過ごす時間の確保）の3つの柱を軸とするものであり、地域や企業における子育て支援への取組みがそれ
を補強している。家族形態の多様化や家族機能の変化に対応して、政府の強力な主導のもと、性別役割分業に基づく家
族観からの脱却が図られようとしている。

■ キーワード
再配分政策、インフラ政策、時間政策

ドイツの新しい家族政策

魚住 明代

特集：子育て支援策をめぐる諸外国の現状
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I　少子化をめぐる状況

1． 出生率の動向

ドイツの出生率は、日本と同様極めて低いレベ

ルを推移している。まず、その動向を見ていくこ

ととしたい。ドイツにおける2004年の合計特殊

出生率は1.36であり、前年（1.34）よりわずかに

上昇したが依然として人口の置き換え水準を大

幅に下回る低いレベルにある。西ドイツ地域では

1.37（前年は1.36）、東ドイツ地域では1.31（前年

は1.26）である。西ドイツ地域では第二次出生減

退（1966～ 73年にかけて出生率が著しく低下し

た）後は、長期にわたり低い水準が続いている。

一方、東ドイツ地域ではベルリンの壁崩壊後、政

治経済体制の変化と保育制度をはじめとする家族

政策の後退等の影響を受けて急激に出生率が低下

し、1993／94年には最低の0.78を記録した。その

後はゆるやかな上昇傾向にある（図1）。

ドイツは、ヨーロッパ諸国の中でも子どもを持

たない女性の割合が高い。連邦統計局（2005）に

よれば、1935年生れの女性の6.7％、1967年生れ

の28.6％が子どもを持っていない。東西の相違を

みると、37～ 40歳の西ドイツ地域女性では30％、

東ドイツ地域女性では14％であり、東ドイツ地域

でも無子割合が増加する傾向にある。西ドイツ地

域では生活の安定を優先した上で子どもを持つ傾

向があるのに対し、東ドイツ地域では、結婚や職

業上の安定と子どもをもつことは対立しないとい

う相違があるようである 5）。意識調査 6）から男女

間の相違をみると、20～ 29歳の年齢層で将来子

どもを持ちたくないと回答した割合は女性より男

性の方が高い（男性26.3％、女性14.6％）。男性が

家族の経済的な支柱であることに加えて、子育て

や家事労働の分担を期待されるなど、男性にも役

割規範が存在し、家族形成を躊躇させる一因に

なっていると考えられる。

2． 婚外子の割合

子どもの出生を機に両親が法的な婚姻関係を

結ぶかどうかについて、東西間には明らかな相違

がみられる。東ドイツ地域では非婚のパートナー

シップ（非婚協棲）と婚外子割合が西ドイツ地域

におけるよりも高く、統一後もその割合はさらに

上昇し続けている（図2）。2004年の全出生児数

注： *1990年以降はベルリンを除く
資料出所： 連邦統計局
出典： Grünheid, 2006, s.40

図１ 合計特殊出生率の動き　1960-2004
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に占める婚外子数の割合は全ドイツでは28％で

あり、東ドイツ地域で57.8％、西ドイツ地域では

22％であった。西ドイツ地域でも婚外子の割合は

上昇傾向にあるが、スウェーデン（56％ 2003）や

フランス（44.3％ 2002）と比較すると低いレベル

にとどまっている。

ドイツでは1997年の婚外子の処遇に関する法

改正（Kindschaftsrecht, 1998.7.施行）により、財産

相続権や離別した親との面接権をはじめとする差

別規定が撤廃された。逆にそれまでは社会的な

差別の存在が結婚へと導く一因になっていたとも

いえる（旧東ドイツでは、1950年に婚外子への差

別規定が解消されたが、統一後は旧西ドイツの制

度に統括された）。婚外子の割合は、1995年には

全ドイツで16％であったのに対し、1998年には

20％に上昇している。多様な家族像 7）を認める法

的基盤が作られたことは、婚外子割合にも少なか

らず影響を与えるものと考えられる。

3． 女性の就業

ドイツ青少年研究所によれば（Familysurvey 

2006）、15～ 65歳の女性のうちフルタイム就業

の割合（育児休暇取得中を含む）はドイツ全体

で63.4％、西ドイツ地域62.1％、東ドイツ地域

69.6％である。パートタイム就業の割合は全ドイ

ツで37.9％、西ドイツ地域40.9％、東ドイツ地域

22.7％である。パートタイムを選択した理由は、

「個人的な理由もしくは家族に対する義務」と答

えた割合が西ドイツ地域では83.4％、東ドイツ地

理想の両立モデル
西ドイツ
地域

東ドイツ
地域

フルタイム、子どもなし 8.5 6.1

フルタイム、1子 5.5 19.1

フルタイム、2子以上 7 23.8

パートタイム、子どもなし 2.1 0.6

パートタイム、1子 13.1 9.7

パートタイム、2子以上 32.3 30.5

子どもが小さいうちは
働かない

25.6 8.6

子どもを持つなら働かない 5.8 1.7

表1　家庭と仕事の両立についての理想：
20～ 44歳の女性

資料出所： Population Policy Acceptance Study, 2003

出典： Dorbritz / Fiedler, BIB, 2007, p.22

図2　各年の出生児数に占める婚外子数の割合

注： *1990年以降はベルリンは除く
資料出所： 連邦統計局
出典： Grünheid, 2006, s.42
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域は35.9％である。「フルタイムの職が見つから

ない」と回答したのは、西ドイツ地域5.9％に対し

て、東ドイツ地域は53.4％である。有子女性の就

業割合（2004）についてみると、子どもが3歳未

満の場合、東では38.1％、西では29.0％、子ども

が3歳以上6歳未満の場合、東では66.1％、西で

は54.4％であった 8）。家庭責任と働き方に関する

女性の意識の相違は、現在も東西間に明らかに存

在している。

意識調査（表1）によれば、東ドイツ地域ではフ

ルタイムで子どもを持ちながら働くのを理想とす

る割合が多い（42.9％）のに対し、西ドイツ地域で

は、子どもが小さいうちは働かない（25.6％）こと

を理想とする傾向が強い。東ドイツ地域では仕事

と子育ての両立が自明とされているのに対し、西

ドイツ地域では子どもの存在が働き方の制限に繋

がっており、保育施設の不足および母親役割規範

の内面化がその背景にあることがうかがえる。

II　旧東西ドイツから統一ドイツへ

旧西ドイツでは、第二次世界大戦下におけ

る人口政策の教訓から、国家は私的領域に積

極的に介入せず、社会的公正のため経済上の

不平等を是正するにすぎないとする助成原則

（Subsidiaritätsprinzip）を基本理念とした。そのた

め家族政策においては、有子家庭への経済支援

（家族負担の調整）に重点が置かれてきた。80年

代においても両立のための制度的な支援が乏し

く、母親が主に家庭責任を担う存在とみなされる

など、女性の高学歴化や労働力化などの変化の

一方で、父権主義的な家族観がまだ支配的であっ

た。他方旧東ドイツでは、男女平等を建前として

生産労働を最重視する社会主義体制のもとで、女

性のフルタイム就労が奨励された。また1970年

代の急激な少子化への対策として、結婚資金貸与

制度や保育制度の整備、ひとり親家庭支援等の出

生促進政策が採られた。統一後の生活時間調査に

よれば、女性の二重負担が解消されていたわけで

はなかったが、少なくとも女性の経済的な自立と

子育ての両立は実現されていた。こうした東西間

の差異はあったが、統一後は基本的に旧西ドイツ

の制度が全ドイツに適用されたため 9）、東ドイツ

地域の女性労働者の保護および保育制度は、社会

経済体制の変化による深刻な影響を受けることに

なった。

1990年代の家族支援策は、家族の世代間契約

への寄与を従来よりも強く打ちだしたといわれる

（Hardach, 2006, s.425）。低出生率が継続する中で

「人的資源」育成の意義が強く認識され、児童手

当が段階的に引き上げられた 10）。統一後に補強さ

れた主な施策は、育児休暇と育児手当である。育

児休暇は1992年に3年間へと延長され（1986年の

導入時は母親のみ1年間）、両親時間（Elternzeit）

と改称された。政府は両親が交代で取得できる点

を強調し、「お父さんの時間」キャンペーンによっ

て父親の育児休暇の一部取得を奨励したが、所得

保障がなく、父親の取得は2％に満たなかった。

また西ドイツ地域では、この長期育児休暇制度の

後に、母親の職業中断が起こっている。両親時間

の取得中は解雇から守られたが、多くの母親が復

帰後に両立が困難であるか解雇されるかして仕事

を継続できなかった。この制度は、3歳までは母

親が子どものそばに居ることを制度的に保障して

「三歳児神話」を下支えする役割を演じ、フェミニ

ストからは家庭内の性役割分業の固定化を促し両

立をより困難にしたという厳しい批判を受けた 11）。

女性の就業が拡大する一方で、子育てに関しては

旧来の価値観が支配的であったため、その齟齬を

どのように解決していくのかが、新しい家族政策

に問われることになった。



海外社会保障研究　Autumn 2007　No. 160

– 26 –

III　新しい家族政策̶子育て支援̶

第二次シュレーダー政権以降の新しい家族政策

の内容と導入に至る背景については、本誌155号

に掲載された須田論文（2006）で詳細に論じられ

ている。本章では、｢第7次家族報告書｣（2006、

連邦家族省）に示された「持続可能な家族政策」

を構成する3つの政策：再配分政策（有子家庭の

経済的負担への支援）、インフラ政策（保育施設

の整備）、時間政策（両親が子どもとともに過ごせ

る時間の確保）を軸に政策の内容をまとめること

としたい。

1． 再配分政策：有子家庭の経済的負担への

支援

有子家庭への経済支援として旧西ドイツで第三

子への児童手当（Kindergeld）の支給が開始された

のは1955年であり長い歴史がある。児童手当は

1975年以降すべての子どもへと拡大され、現在は

第1子から第3子までは月額154ユーロ、第4子以

降は179ユーロが18歳まで支給される（子どもが

教育や職業訓練を受けていれば27歳まで支給さ

れる）。

1986年の育児休暇制度の導入とともに支給が

始まった育児手当（Erziehungsgeld）は、子どもが

満2歳になるまで就業の有無に拘らず子を養育す

るすべての親に月額300ユーロを支給したが、こ

れは2007年より両親手当（Elterngeld）へと改めら

れた。25～ 45歳の女性の約8割が就業し、子ど

もを持とうとするカップルのほとんどが共働きで

ある実情から、片方の親が育児に専念するとそ

の期間の家計収入は激減することになる。「第7

次家族報告書」はこの「ジェットコースター効果

（Achterbahn-Effekt）」に対して経済的な補填が不

可欠であることを指摘した。2007年1月1日以降、

子どもを養育する親の税抜き所得総額の67％を

両親手当として保障している。月額最高支給額は

1,800ユーロ、最低補償額もしくは非就業の親へ

の支給額は一律300ユーロである。

2． 時間政策

時間政策は、職業の基盤を作り、パートナー

を見つけ、家族を形成するという、人生で最も忙

しい「ラッシュアワー」を過ごさねばならない若

い世代への配慮が必要だという考えに基づいて

いる。両親が子どもと過ごせる時間を確保するた

めに育児休暇期間中の手当は重要な意味をもつ。

両親手当は14カ月間、両親が分けて受給できる

が、片方の親が受給できるのは最長12カ月であ

る（ひとり親世帯では14カ月間）。例えば母親が

12カ月間受給すれば、残りの2カ月間を父親が受

給することで合計14カ月となる。これは「パパの

月（Vätermonat）」とも呼ばれ、父親の育児休暇取

得を促進するべく北欧で導入された「パパクォー

ター」のドイツ版である。2006年までは育児手当

が支給されるのみで、休暇中の所得保障がなかっ

たため、育児休暇の取得が家庭内で相対的に賃金

の低い母親に集中し、父親の取得率は2％に満た

なかった。父親の育児休暇取得に関する調査研究

によれば、期間中の所得保障がない、職場に代替

要員が不在である、職場の理解が得られないなど

の問題が取得の障害となっていた。スウェーデン

では約8割の父親が取得していることから、ドイ

ツでも「父親が取得しなければ失われてしまう2

カ月間の権利」が制度化されたことで取得率上昇

と職場環境の変化に期待が寄せられている。また

最初の子どもが誕生して2年以内に次子を出産し

職場復帰が困難となった場合には、現受給額と最

低支給（300ユーロ）の差額の半額が最低支給額

に加算される。なお両親休暇の期間中は週30時

間までのパートタイム労働が認められている。さ

らに、両親休暇明けから発生する保育費用の負担

を軽減するため、2006年より支出費用の一部が

所得控除の対象とされた。これにより年最高4000
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ユーロ（保育費用の3分の2）の所得控除が受けら

れることになった。

3． インフラ政策：保育施設の整備

（1） 保育施設の整備

政府は1991年の青少年支援法改正により3歳以

上の就学前の幼児に保育施設に通う権利を保障

し、各州に保育施設の整備を義務付けた。さらに

保育設置促進法 12）の施行（2005）により、両親が

共働き、ひとり親、職業訓練中もしくは教育期間

中の3歳未満児のために、保育の質に配慮した柔

軟な保育を整備することが州および地方自治体の

責務とされた。年間15億ユーロ 13）を投入して保

育施設、保育ママ／保育パパ制度を拡充し、2010

年までに新たに23万人分の保育を確保すること

が目標である。その際、保育者の教育水準の向上

や、多様な保育手段の提供による親の選択肢の

拡大が課題となっている。2002年に保育施設で

働く保育者の数はおよそ38万人で、1998年と比

べて顕著な増加がみられない。その背景には人件

費の問題がある。幼児教育の資格を有する保育

者の割合は全体の3分の2程度である。この割合

は上昇しつつあるが、大学で福祉教育学を修めた

（Sozialpädagog/innen）保育者割合は2.6％に過ぎ

ず、高度な専門教育を受けた保育者の養成が課題

となっている。2003年の保育施設整備に関する支

出総額は約134億ユーロ、うち公的支出約105億

ユーロ、親の負担総額約24億ユーロ、支援団体

による支出約5億ユーロであった 14）。

（2） 東西の保育事情

統一後の東ドイツ地域では、財政基盤が失わ

れて多くの保育所が閉鎖されたとはいえ、就学前

教育に対する施策が十分なされて来なかった西ド

イツ地域と比較すると、現在でも東ドイツ地域の

方が量的には整備が進んでいる。図3（1～ 3）は

統一後の東西ドイツ地域および都市部で、各年齢

層の子どもの数に対して、保育施設の利用が可能

な割合を各年末日の数値をもとに示している。都

市部では全体の平均よりも保育制度の整備が進ん

でいるが、都市部を除いた東ドイツ地域と西ドイ

ツ地域の比較では、東の方が整備されているこ

とが伺える。0～ 3歳児数に対する利用可能な保

育提供数の割合は、西ドイツ地域で2.4％、東ド

イツ地域で37％であり、2005年の保育設置促進

法の施行により今後拡大していくことが予測され

図3-1　0～ 3歳児数に対して提供されている保育数の割合

出典： Deutsches Jugendinstitut, Zahlenspiegel 2005, p.48をもとに作成
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る。3歳から就学までの保育施設は、青少年支援

法の要請により、1996年までに100％保障するこ

とが州政府に要請され、西ドイツ地域でもかなり

高い割合の保育数が提供されている（図3－2）。

学童保育については、西ドイツ地域では全日制

学校が普及していないことから、東ドイツ地域で

67.6％、西ドイツ地域では6％にとどまっている。

新しい家族政策においては、保育制度と並んで

全日制学校の拡大も課題となっている。ドイツの

学校における授業時間は、基本的には初等教育

からギムナジウムまで半日制である。東ドイツ地

域では全日制が一般的であるが、西ドイツ地域で

は、遅くとも午後1時頃には授業が終了する。児

童は午前中の中休みに摂るための軽食を持参する

場合があるが、昼食は基本的に自宅で摂ることに

なっており、それが母親の就労を制限する1つの

要因となっている。旧西ドイツ（西ドイツ地域）

の教育理念によれば、午前中は集団教育を受け、

午後は家庭で個性に応じた教育やしつけを行うこ

とが理想だが、午後の時間の使い方は家庭環境に

大きく左右されている。親の経済階層、国籍、母

親の就労状況、家族構成など、家庭環境の差異が

出典： Deutsches Jugendinstitut, Zahlenspiegel 2005, p.48をもとに作成

図3-2　3歳以上の未就学児数に対して提供されている保育施設数の割合
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図3-3　学童数に対して提供されている学童保育数の割合
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子どもの学習能力に反映するという問題はかねてよ

り指摘されてきたが、いわゆる「PISAショック」15）

はこの問題を焙りだし、学校制度の改革、特に全

日制学校 16）導入の必要性を改めて指し示した。

4． 包括的な家族支援：「多世代の家」と「家

族のための地域同盟」

第二次シュレーダー政権以降、ドイツ政府は

「家族に優しい社会」の構築を目ざして地域にお

ける世代を超えた包括的な子育て支援のモデル事

業を推進してきている。そうした中で、地域にお

ける取り組みとして代表的な事業が、「多世代の

家」と「家族のための地域同盟」である。

（1） 多世代の家（Mehrgenerationenhäuser）

アクションプログラム̶多世代の家̶は、少子

高齢化という人口学的な要請のなかで考案された

新しい生活モデルであり、連邦政府の主導のもと

に設置が推進されている。核家族のもとでは困難

な世代間交流を地域で行うための場所であり、その

機能とは、家族省によれば、例えば以下のようであ

る（BMFSFUJ, Mehrgenerationhauser, 2006/10/17）。

・ 親たちが子育て支援を受けられる

・ 子どもたちが親以外の人たちから学び、愛情

を注がれ、関心を払われる経験をする

・ 高齢者が過去の経験で培った知識や技術を

生かし、生きがいを見つける

・ 若者が家族の枠組みを超えたところに確かな

絆を感じられる

・ 有職者もこの共同体の中で手助けを求めるこ

とが出来る

・ ボランティアと有職者がともに同じ課題に取

り組むことで互いに学びあえる

こうした共同体の中における人間関係が、子ど

もたちの早期教育や高齢者ボランティア、失業者

の就業復帰への支援などに複合的にプラスの影響

を与えることが目標とされている。例えば、ある

多世代の家の居間では団欒の間として住人や地域

の人々の集う場となり、カフェ／ビストロでは低

料金での健康に配慮した食事が提供される。生後

6カ月以降の子どもが保育を受けられる。有資格

者によるカウンセリングの提供がなされる。「シ

ニアアカデミー」ではPCコースの講習が行われ

る、等々。このような開放された多世代空間にお

ける交流は、最終的に「公的支援から相互支援へ

の自立」を目的としている。現在全国に200の多

世代の家が作られており（2007. 6）、各施設には4

万ユーロが連邦政府から補助されており、2010年

までに政府は439箇所の設置を目標としている。

（2） 家族のための地域同盟（Lokale Bündnisse 

für Familie）

家族のための地域同盟は、前シュミット家族大

臣がドイツ産業・商工会とともに始めた家族のた

めの地域同盟イニシアティブから発展したもので

ある（原，2007）。地方行政、企業、商工会議所、

労働組合、ボランティア、福祉組織、教会（教区

民）、イニシアティブなど、地域における幅広い

協力体制のもとで官民が連携し、地域独自の行

動計画に基づいて家庭と仕事の両立に取り組み、

「家族に優しい地域」の形成を目的としている。家

族のための地域同盟は、家族に関する多様な支

援を無料提供する地域のサービスセンターとして

の役割も果たしている。連邦家族省はこうした地

域ぐるみの次世代育成が、弱者支援にとどまら

ず、地域や企業にとって人的資源育成のための積

極的な戦略であることを認識しており（BMFSFJ, 

2002）、「家族に優しい企業」として1,000企業の

加盟を呼びかけている。「家族に優しい」とは、仕

事と家庭の両立のための諸制度があることはもと

より、家族形成が両親の人生の経歴に与えるスト

レスや歪みを企業側の努力によって是正すること

である。政府は「家族に優しい経営セミナー」を

開催して、企業の規模にかかわりなく広範な連帯
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を呼びかけている。

IV　家族政策の転換と今後の課題

ドイツ統一後の「第5次家族報告書」（1994）は、

子育てにかかわる社会的な諸問題を批判的に総括

し、「子ども嫌いの文化」といわれてきたドイツ社

会の子育て環境を批判的に分析した。有子家庭が

置かれている経済的事情だけでなく、子育て支援

システムの脆弱さ、核家族の中での子どもの孤立

や社会化の問題など、次世代育成のための社会機

能が問題視された。統一後の家族政策において、

有子家庭の経済的不利益の是正および家庭と仕事

の両立支援は重要な政策課題として位置づけられ

たが、家族の変容や人生の選択肢の多様化の中

で、政策が十分に機能しない背景をドイツ社会の

構造上の問題として取り上げている。同報告書は

「家族に対する社会的諸関係の構造的な無配慮」17）

を指摘し、「子ども嫌いの社会」「家族に優しくない

社会」に対する包括的な取り組みが必要であるこ

とを示唆した。1990年代後半より連邦政府は複数

のモデルプロジェクトを立ち上げ、女性失業者へ

の再教育と保育支援プログラムとの連携、家族に

優しい企業の競合、モザイク時間（労働時間の組

み合せ）、地域同盟イニシアティブなどさまざま

な取り組みの可能性を探っている。

そうした中で、これまでタブー視されてきた少

子化問題が争点とされたのが2002年の連邦議会

選挙であった。両立支援を推進する新しい家族政

策は、子どもから母親を引き剥がすという批判が

なされたが、党派を超えて次のような問題意識が

共有されていたことが、「家族政策におけるパラ

ダイム転換」を可能にしたといえるであろう。第

一に、少子高齢化と外国からの転入の減少 18）を背

景として、女性労働力の確保と就業継続のための

施策が必要であること、第二に子どもの社会化と

いう家族機能が失われるなかで集団保育／教育の

意義が見直され、加えて就学前教育・全日制学校

に学力水準向上の期待が高まったこと、第三に各

家庭の家族機能の格差を補完するために地域社会

による連帯と支援が不可欠であること等である。

「第7次家族報告書」（2006）は、こうした諸問

題への政府の複合的な取り組みの姿勢を明確にし

た。両親手当、保育施設、地域同盟、多世代の家

などの導入は、家庭と職業の両立問題に向けた施

策であるだけでなく、子どもの社会化・学力問題、

高齢者の地域参加、企業による両立支援と雇用促

進、子育て世代への時間的支援などを同時に解決

の方向に導く可能性を示しており、そのような意

味において「持続可能な家族政策」である。

ドイツにおけるこうした取り組みが今後どのよ

うな効果をもたらすのかをまだ見定めることは出

来ないが、家族にかかわるテーマがこれまでにな

い頻度でメディアに登場し、家族省大臣がキャリ

アと子育ての両立、家族に優しい社会への転換

を訴える姿からは、ドイツの家族を取り巻く雰囲

気が着実に変化しつつあることが感じられる。性

役割分業に基づく家族観は日本においても根強い

が、ドイツの家族政策の転換は、示唆に富んでい

る。経済的な支援に加えて両立支援を強力に推

進し始めたドイツの例から、①育児休暇の所得補

償、②「パパクォーター」の導入、③政府主導に

よる地域での子育て支援の組織化等は、今後日本

において検討していく余地があろう。

ところで新しい家族政策への新規15億ユー

ロの予算計上の一方で、建築子ども手当て

（Baukindergeld）や公務員家族手当は打ち切られ

た。付加価値税（消費税）も16％から19％へ引上

げられ、有子家庭への相対的な経済負担の増加に

つながっている。さらにパートタイム法改正によ

り、月収400ユーロ以下のパートタイムに対して

も雇用主に社会保険料納入が義務付けられたこと

で新規パート雇用が減少している。

新しい家族政策は、経済支援・インフラ整備・
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時間政策の複合的な組み合わせにより、子育てを

家庭だけでなく地域や企業にも委ねられる環境づ

くりをした点で高く評価される。だが他方でこう

した諸問題は陰に追いやられており、今後検討し

なければならない課題として残っている。
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Spiegel）などを初めとする多くのメディアが挙って
大臣と新しい家族政策に関する特集記事を掲載して
いる．大臣が医師のキャリアをもつ７人の子どもの
母親であることが関心を集めるとともに，新しい家
族政策への転換が旧来の家族観と対立し，活発な議
論を喚起した．

3） F.-X.Kaufmann，Schrumpfende Gesellschaft, 2005

4） BMFSFI, Siebter Familienbericht, XXIV

5） 旧東ドイツでは，早期の結婚や出産を奨励する施策
以外にも，ひとり親家庭への生活全般にわたる支援
や，非婚カップルへの社会的認知などの面において
旧西ドイツの事情とは異なっていた．

6） 20～ 39歳の男女4000人を対象とした連邦人口
研究所による意識調査PPAS（Population Policy 

Acceptance Survey, 2003）．
7） 1950年代に片働きの結婚家庭に有利な税制である
婚姻分割制度（Ehegattensplitting）が導入されて現在
に至っている。パートナー関係の変化や婚外子の増
加をはじめとする家族形態の多様化は、この制度の
妥当性についての議論を起こしている。

8） BMFSFJ, Monitor Familienforschung, Ausgabe 4-8, Jg. 

2006, s, 8.

9） 統一条約における家族と女性に関する例外的な規定
については，魚住（1999）で論じている．

10） 第1子への児童手当は家族の所得にかかわりなく，
1991年より月額70マルク上昇し，児童控除は一子
につき342マルクへと引き上げられた．1996年の改
革では，直接的間接的な家族支援が行われ，18歳未
満の子どもを持つ家庭は，児童手当と児童控除の
いずれかを選択できるようになり，児童手当への親
の所得制限はなくなった．その内訳は，第1子と第
2子が200マルク，第3子は300マルク，4子以降は
350マルクである．第1子と第2子への児童手当は，
1997年に220マルク，1999年には250マルク，2000

年には270マルクと引き上げられた（第3子以降へ
の手当ては留め置かれた）．また児童控除は，1996

年に一人の子どもにつき月額576マルクへと引き上
げられた．

11） Alice Schwarzer, Der Spiegel, 2006, Nr.22,s.94

12） Gesetz zum Ausbau der Kindertagesbetreuung，2005年
1月1日の施行から10カ月以内に21500人分の新し
い保育施設をつくることを目標とした．

13） ハルツ第Ⅳ法により，長期失業者等に対して州や自
治体が支出する必要がなくなった費用の一部を割り
当てることとなった（須田，2006）．

14） 連邦家族省HP，BMFSFJ, www.bmfsfj.de/Publikation

en/zahlenspiegel2005

15） PISA（Program for International Student Assessment）
とはOECD参加国が15歳児を対象として行う学習
到達度を測るための調査である．2000年以降3年ご
とに行われ，読解力，数学的リテラシー，科学的リ
テラシーを主要分野とする．2003年は，OECD30カ
国と加盟国以外の11カ国が参加し，ドイツはいずれ
の分野でも20位前後であったことから，メディアが
「PISAショック」と報じ，深刻な教育問題として論
じられている．

16） 全日制学校の定義（Kulturministerkonferenz）によれ
ば，週のうち3日間に7時間の授業時間（例えば8時
～ 15時）であり，それ以外の日は午前中授業を行う
というものである．

17） Struktuelle Rücksichtslosigkeit der gesellschaftlichen 

Verhältnisse gegenüber den Familie，BMFS,1994.

18） Birg（2005,s.33）によれば，1991～ 2002年にドイツ
へ入国した移民の数はヨーロッパ諸国の中で突出し
ていた．人口の自然減少が始まって以来（旧西ドイツ
1972年，旧東ドイツ1969年），旧西ドイツでは国外
からの転入が人口減少を埋め合わせてきたが，2000

年の外国人法（Ausländergesetz）改正後は転入する人
口が減少し，将来的に労働力確保が課題である．

参考文献
Beck-Gernsheim,Elisabeth.  2006.  DieKinderfrage 

heute,  Über Frauenleben,  Kinder-wunsch und 

Geburtenrückgang, Verlag.C.H.Beck, München

Berger, A.,Peter, /  Kahlert,  Heike.(Hg.) 2006. Der 

demographische Wandel, Campus Verlag Frankfurt/ 

New York

ベルトラム，ハンス（辻朋季訳），「ヨーロッパ諸国の比
較を通して見る，持続的かつ効果的な家族政策」：
本沢巳代子，ベルント・フォン・マイデル編『少子
高齢化社会と家族のための総合政策』所収，信山社，
2007（近刊）

Birg, Herwig, 2005. Die ausgefallene Generation, Verlag 

C.H.Beck

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 



海外社会保障研究　Autumn 2007　No. 160

– 32 –

Jugend, 2002. Familien-und Kinderfreundlichkeit: 

Prüfverfahren-Beteiligung-Verwaltungshandeln Ein 

Praxisbuch für Kommunen, Verlag Kohlhammer 2006. 

Siebter Familienbericht: Familie zwischen Flexibilität 

und Verlässlichkeit

Bundesministerium für Familie und Senioren, 1994. Fünfter 

Familienbericht: Familien und Familienpolitik im 

geeinten Deutschland –Zukunft des Humanvermögens

Deutsches Jugendinstitut/ Universität Dortmunt. 2005. 

Zahlenspiegel 2005-Kindertagesbetreuung im Spiegel 

der Statistik, Deutsches Jugendinstitut e.V.

Deutsches Jugendinstitut, 2006. Familiysurvey, 2006

Dorbritz, Jurgen/ Fiedler, Christian, 2007. Familien 

im  S pannungs f e ld  von  K inder be t reuung  und 

Frauenerwerbstätigkeit, BiB-Mitteilungen 01/2007, 

ss.21~26(Hg.) Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 

beim Statistischen Bundesamt

G r ü n h e i d e ,  E v e l y n .  2 0 0 6 .  D i e  d e m og ra p h i s ch e 

Lagen in Deutschland 2005  in:  Bundesinsti tut 

f ü r  B e v ö l k e r u n g s f o r s c h u n g  u n d  b e i m 

Stat is t ischen Bundesamt (hg.) ,  Zeitschri f t  für 

Bevölkerungswissenschaft 1/2006, ss.3-104

原俊彦「ドイツの少子化と家族政策の転換」2007.6.10.

第59回日本人口学会報告
Hardach, Gerd. 2006. Der Generationenvertrag, Lebenslauf 

und Lebenseinkommen in Deutschland in zwei 

Jahrhunderten, Duncker & Humblot Berlin

Kaufmann, Franz-Xaver. 2005. Schrumpfende Gesellschaft, 

Vom Bevölkerungsrückgang und seinen Folgen , 

Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main

須田俊孝 2006「ドイツの家族政策の動向̶第二次シュ
レーダー政権と大連立政権の家族政策―」『海外社
会保障研究』Summer 2006，Nr.155，pp.31～ 44

魚住明代 1999「統一ドイツにおける家族政策̶家庭と
職業の両立政策を中心に̶」『家族社会学研究第10

号（2）』日本家族社会学会編，pp.19～ 30

（うおずみ・あきよ　城西国際大学教授）



– 33 –

はじめに

フランスは、合計特殊出生率が2006年に2.0を

超えたことが報道され、少子化対策が成功した国

として、日本では注目を集めている 1）。

フランスは、以前から「家族政策」を持ち、そ

のなかで、さまざまな子育て支援を行っている。

本稿では、フランスの人口・家族・労働の現状を

概観し、子育て支援の個別制度を紹介する。ど

こまでを子育て支援の制度として取り上げるのか

については、議論があろうが、ここでは、就労と

の両立制度としてのさまざまな休業・休暇、保育

サービス、家族給付、税制を、日本の制度と比較

しながら検証する。最後に、フランスの子育て支

援の背景にある家族政策の考え方を考察し、日本

の子育て支援への提言を行う。

I　フランスの人口・家族・労働の現状

フランスの人口は、2007年1月現在、約6340万

人である（表1参照）。2006年の出生数は約83万

人となり、1981年以降最高水準となった（前年比

2万3100人増）。死亡の減少が、自然増に影響し

ている（前年比7100人減）。合計特殊出生率は、

2.0を超え、EUのなかでは、出生率の高い国の1

つとなっている（1990年以降の出生率の推移は図

1参照）。全体の人口構成は、図2のようになって

いる。

初婚年齢は、女性29.1歳、男性31.1歳となって

いる。初婚年齢は、だんだんと高くなっている。

■ 要 約
フランスの子育て支援は、家族政策に位置づけられる。政府は、多様な国民のニーズを家族会議を通してすくい上げ、
必要な政策はただちに実行している。行政機関相互の連携および行政機関と議会との連携がうまくいっている。
政策を貫く基本的考え方は、「選択の自由」である。そして、どのような選択をしても、その選択に伴う経済的な支出

を補填する家族給付や税制の優遇措置が設けられている。選択の自由を実質的に確保するために、経済的な保障がなさ
れている。
フランスの子育て支援の特色は、多様性である。出産・育児に関連するさまざまな休業や休暇が、法律に規定されて
いる。保育サービスも、集団的な保育所のみならず、保育ママによる家庭的保育と多様である。さまざまな保育サービ
スをつなぎ合わせていけば、何とかなる制度になっている。家族給付も、多様な家族のニーズに応えて、さまざまなも
のがある。子どもを持って女性が働くことが当たり前のこととなり、子育て支援において、仕事と家庭の両立および男
性の育児参加が重要な課題となっている。

■ キーワード
家族政策、家族会議、選択の自由、多様性、仕事と家庭の両立

フランスの子育て支援
― 家族政策と選択の自由 ―

神尾 真知子

特集：子育て支援策をめぐる諸外国の現状
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2006年（暫定値）の婚姻数は、約27万件であり、

婚姻数は減少している。これはPACS（民事連帯

契約）2）の影響である。PACSは、2005年に、6万

500件結ばれ、1999年のPACS実施以来26万3000

件のPACSが締結されている。同様に、PACSの

解消も、2005年には8700件あり、1999年以来3

万3600件のPACSが解消された。婚外子は、出生

数全体の47.4％を占めている（2005年本国、1980

年は11.4％）。2005年に、フランス人と外国人また

は外国人どうしの婚姻は、全体の18％であった。

平均寿命は、男性77.1歳、女性84.0歳となって

いる。65歳以上の人口は1030万人で、全人口の

16.2％を占めている。

移民増は、2006年、推計9万3600人であった。

2005年に比較すると、2000人増加している。移

民の動向は、人口増の4分の1に貢献している 3）。

ところで、フランスの出生率の高さは、移民女

性が貢献しているという指摘があるが、実際はど

うなのだろうか。2005年の出生数全体77万4355

人の子どものうち、母親が外国人であったのは、

表1　人口の状況の一般的推移

注 1： (p)は暫定値である．
 2： フランス本国および海外県の数字である．
出所： statistique de l'état civil et « enquête Villes», Insee.

（1000人）

年 7月1日 
現在の人口 婚姻 生まれた

子ども 死亡 自然増 推計移民増 調整

1985 5 6461.2 275.8 796.5 560.5 +236.0 +42 0 
1990 5 8029.4 294.9 793.9 534.5 +259.4 +77 -52 
1995 5 9315.1 262.0 759.7 540.4 +219.3 +42 -54 
1999 6 0158.5 293.7 776.5 547.4 +229.2 +61 +89 
2000 6 0538.0 305.4 808.2 540.7 +267.5 +71 +87 
2001 6 0963.8 295.9 804.1 541.2 +262.9 +87 +86 
2002 6 1399.3 286.3 793.6 545.4 +248.3 +97 +87 
2003 6 1831.8 282.9 793.9 562.6 +231.3 +102 +87 
2004 6 2251.8 278.6 800.2 519.6 +280.6 +105 0 
2005 6 2637.6 283.2 807.8 538.2 +269.6 +92 0 

2006(p) 6 2998.8 274.4 830.9 531.1 +299.8 +94 0 

2007(p) 6 3392.1 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

図1　出生率の推移

注： 仏 INSEE調べ．05，06年は速報値 .

出所： 日本経済新聞2007年1月18日掲載．
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9万4310人であった。すなわち、フランスで出生

した子どもの母親の12.2％が外国人であった（表

2。なお、フランス人になった外国人女性を含む

と15％）。図3に見るように、フランス人女性の

出生率1.80に対して、外国人女性は3.29であり、

確かに高い出生率となっている（2004年）。しか

し、外国人女性は、人口全体のなかでは少数であ

るので、出生率に0.1の子どもをもたらしたにす

ぎない（フランス人女性の出生率1.8に外国人女

性の出生率3.29を加えた出生率の平均は1.9）。し

たがって、移民のいかんにかかわりなく、フラン

スの出生率は、ヨーロッパで最も高い国の1つで

あると指摘されている 4）。

フランスの家族は多様化している。25歳未満

の青少年は、1826万2000人であるが、そのう

ち、両親と生活している「伝統的家庭」の子ども

表2　親の国籍による子どもの出生数（本国，2005年）

出所：Insee (www.insee.fr)

（人）
子どもの数

総計
うち母親が
外国人

婚姻していない親から生まれた子ども
　母親がフランス人 340 849

　母親が外国人 25 945 25 945

婚姻している親から生まれた子ども
　両親ともフランス人 311 842

　父親外国人・母親フランス人 27 354

　父親フランス人・母親外国人 25 912 25 912

両親とも外国人 42 453 42 453

総　計 774 355 94 310

図2　性別・年齢別の人口構成（2007年1月1日現在）

出所： statistique de l'état civil et « enquête Villes», Insee.
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が1200万4000人、親が再婚した「再構成家庭」の

子どもが158万3000人、「単親家庭」の子どもが

274万7000人、親元から離れている子どもが192

万8000人である（1999年、図4）。再構成家族の

うち、異父（母）きょうだいがいる子どもは106万

8000人であり、そのうち現在のカップルの子ども

51万3000人、前の結びつきで生まれた子ども51

万5000人である。異父（母）きょうだいがいない

子どもは51万5000人となっている。図5による

と、18歳くらいから、フランスの若者は、親元を

離れ始めることがわかる 5）。

フランスの世帯数は、5915万であり、そのうち、

65歳未満の世帯が4838万7000、65歳以上の世帯

が1073万5000である（2005年）。前者の世帯の

うち、単身世帯が455万1000、単親世帯が427万

1000世帯（うち母子世帯365万4000世帯）、カッ

図4　25歳未満の青少年の家庭生活（1999年）

出所： enquête «étude de l'histoire familiale» 1999, recensements de la population 1999, Insee.
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（100万人）

両親と生活

親と義理の親
と生活

異父（母）の
きょうだいと生活

0.5

0.6

0.5

図3　1980年以降のフランス人女性と外国人女性の合計特殊出生率の推移（本国）

出所： [Françoise Legros, La fécondité des étrangères en France : une stabilisation entre 1990 

et 1999, Insee Première, n°898, mai 2003] et Insee (exploitation de l'état civil et de 

recensements de 2004 et 2005). 

 (F: Héran et G. Pison, Population & Sociétés, n°432, Ined, mars 2007)
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プル世帯が3773万9000である。カップル世帯の

うち、子ども１人の世帯は748万500、子ども2人

の世帯は1214万9000、子どもが3人以上の世帯は

720万3000となっている。

フランスの女性の労働力率（15歳から64歳）

は、男性74.5％に対して、63.8％となっている。

日本の女性の労働力率は約40％であるので、高

い労働力率を示している。図6に見るように、

図5　家族構成と年齢による25歳未満の青少年の家庭生活（1999年）

出所： enquête «étude de l’histoire familiale» 1999, Insee.
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図6　年齢区分ごとの男女の労働力率の推移（15歳から64歳）

注： 2002年までは毎年3月の労働力率である．ただし1990年および1999年1月の調
査は除く．2003年からは毎年の平均的労働力率である（シリーズの変更）．

出所： Insee, enquêtes sur l’emploi, in mise à jour 2006 de Regards sur la parité.
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24歳から49歳の女性の労働力率の伸びが著し

い。その世代で、81.1％となっている（1975年は

58.6％）。今やフランスの女性の年齢階級別労働

力率のカーブは、台形になっている。女性の労働

力率は、3歳未満の子ども1人の場合80.2％、子

ども2人の場合59.8％、子ども3人の場合37.1％と

なっている（2005年）。子どもが2人くらいまでな

ら、育児は就労継続の障害とはなっていない。

しかし、フランスでは、男性の家事参加は進ん

でいない（1998年から1999年の調査）。表3に見

るように、子どもや大人の世話および家事にかけ

る時間は、平日で女性43分に対して、男性18分

となっており、男女間で大きな開きがある。土曜

日や日曜日においても、同様である。

II　子育て支援制度の概要

1. 就労との両立制度̶出産･養子休業および

家族に関する休暇 6）

フランスは、子どもの出産・養子休業および家族

に関連するさまざまな休暇を、国が定めている7）。

（1）出産休業（congé de maternité）、養子休業（congé 

d’adoption）、（2）父 親 休 暇（congé de paternité）、

（3）育児親休業（congé parental d’éducation）、（4）

病児看護休暇（congé pour enfant malade）、（5）親

つきそい休暇（congé de présence parentale）は、労

働法典（CODE DE TRAVAIL）の「第1巻労働関

係の協定」の「第2款労働契約」の「第 II章労働

契約に固有の規制」の「第V節母性及び子どもの

養育の保護」に規定されている。（6）看取り休暇

（congé de solidarité familial）、（7）家族援助休暇

（congé de soutien familial）、（8）家族の出来事休暇

（congés pour événements familiaux）は、同じく労

働法典の「第2巻労働規制」の「第 II款休憩及び休

暇」の「第V章無給の休暇」の「第VI節看取り休

暇」「第VII節家族援助休暇」、および「第VI章家

族の出来事休暇」にそれぞれ規定されている。こ

のように、労働法典のどこに規定されているか

で、その休業・休暇の位置づけがわかる。

表3　男女労働者の日中の活動の平均時間

注 1： 個人的時間とは，身の回りのこと，休息，睡眠のための時間である．
 2： 本調査は，2人とも労働者のカップルが対象である．
出所： Insee, enquête emploi du temps 1998-1999.

月曜日から金曜日 土曜日および日曜日
女性 男性 女性 男性

個人的時間 11時間1分 10時間49分 13時間 12時間49分
自由時間 2時間48分 3時間21分 4時間51分 6時間51分
義務的時間 10時間11分 9時間50分 6時間9分 4時間20分
うち職業活動 （6時間25分） （7時間53分） （1時間11分） （1時間5分）

　　子どもや大人の世話 （43分） （18分） （38分） （22分）

　　家事時間 （3時間3分） （1時間18分） （4時間20分） （2時間53分）
うち料理 《1時間5分》 《19分》 《1時間29分》 《29分》

掃除 《46分》 《7分》 《1時間3分》 《18分》

洗濯 《27分》 《3分》 《42分》 《4分》

家計 《4分》 《4分》 《3分》 《5分》

買物 《30分》 《17分》 《40分》 《34分》

大工･園芸 《5分》 《37分》 《14分》 《1時間3分》

種々の手入れ 《5分》 《12分》 《9分》 《20分》

総　計 24時間 24時間 24時間 24時間
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（1） 出産休業、養子休業

①妊娠状態・産後の保護及および差別禁止（労働

法典L.122-25条、L.122-25-1-1条、L.122-25-2条、

L.123-1条）

妊娠女性や産後の女性に対する法的保護が、労

働法典に規定されている。妊娠状態を理由とす

る、採用拒否、試用期間中の労働契約の解約、異

動の発令を使用者が行うことは、禁止されてい

る。使用者が、妊娠状態の情報を収集することは

禁止されており、また、応募女性または女性労働

者は、妊娠女性保護規定の適用を要求する場合を

除き、その妊娠状態を申告する義務はない。裁判

において、使用者は、その決定を正当化するすべ

ての要素を裁判官に提出しなければならない。疑

いが残るときは、妊娠女性に有利になる。

深夜業で働く妊娠女性または産後の女性は、妊

娠中または産後休業中、請求により昼のポストに

配置される。使用者は、女性労働者が妊娠中、出

産休業中、または出産休業後4週間は、労働契約

を解約することができない。

さらに、2006年3月23日法によって、妊娠が差別

理由として加わった。採用拒否、異動の発令、労

働契約の解約・更新拒否において妊娠を理由とす

ること、また、すべての措置、特に、報酬、教育訓

練、配置、格付け、分類、職業上の昇進、異動に

おいて妊娠を考慮することは、何人もできない。

日本では、労働基準法19条で、使用者は、産

前産後休業中及びその後30日間の女性労働者を

解雇することが禁止されている。また、均等法で

は、妊娠･出産を退職理由とすること、妊娠・出産・

産前産後休業をしたことを理由とする解雇の禁止

に加えて、2007年4月からは、産前休業を請求し

たことなども禁止理由とされ、解雇のみならず、

降格などの不利益取扱いも禁止された。しかし、

均等法の行政解釈は、妊娠･出産を理由とする差

別を、性差別ではないとしている（平10・6･11、

女発第168号）8）。

②出産休業（労働法典L.122-25-2-1条、L.122-26

条、L.122-26-1条）

フランスの出産休業は、表4に見るように、普

通出産でも、子どもが何人目かで日数が異なる。1

人目と2人目の場合は総計16週であり、日本の総

計14週と余り異ならない日数であるが、子どもが

3人目以上になると26週と手厚い日数になる。ま

た、普通出産か、多胎出産かで日数が異なる。3

つ子以上であると総計46週の出産休業を取得で

き、1年近く取得できる。このように、出産休業に

は、3人目あるいは多胎出産を優遇する考え方が

表れており、出産奨励的な制度設計になっている。

また、日本と異なる点は、出産休業日数に柔軟

性があるということである。日本の場合は、産前

休業の6週間が任意の休業であるので、日数を自

分で設定できる。産後休業は、強制休業であるが、

6週間を過ぎると、本人の請求および医師の判断

により職場復帰できる。このような柔軟性はある

が（労働基準法65条）、それに限られているのに

対し、フランスの柔軟性には多様性がある。

2007年3月5日法によって、さらにフランスの

出産休業の柔軟性は増加した（2（6）で述べる「乳

幼児計画」を参照）。すなわち、1人目を出産する

女性は、自らの請求および妊娠に携わる医療関係

者の同意を条件に、産前休業を最大3週間短縮す

ることができ、その分の期間、産後休業は繰り下

表4　出産休業の期間

出所： Social 2006, EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, 

2006, 738頁の図を基にした．

家族の状況 産前休業 産後休業 総　計
普通出産の場合
1人目・2人目の出産
3人目の出産

6週間
8週間

10週間
18週間

16週間
26週間

多胎出産の場合
双子の出産
3つ子以上の出産

12週間
24週間

22週間
22週間

34週間
46週間

母親が妊娠・出産に
伴う病気である場合

＋2週間 ＋4週間
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げられる。産後休業の延長は、母親が子どもとよ

り多くの時間をすごすことを可能にする。

双子の出産の場合、産前休業を最大4週間増や

すことができ、その分の期間、産後休業は短縮さ

れる。3人目の出産の場合、自らの請求および妊

娠に携わる医療関係者の同意を条件に、産前休業

を最大3週間短縮することができ、その分の期間、

産後休業を繰り下げられる。また、産前休業を最

大2週間増やすこともでき、その分の期間、産後

休業を短縮することができる。

妊娠または出産に伴う病気の場合は、産前休業

2週間、産後休業4週間を追加することができる。

母親が死亡した場合には、父親が、産後最大

10週間の休業を取ることができる。3人目の出産

の場合、双子の出産の場合は、各々 18週間、22

週間取得できる。このような父親のための出産休

業は、日本では法制度化されていない。

なお、労働協約などによって、上述した出産休

業の法定休業期間に上乗せした期間の出産休業を

認めている場合がある。

また、出産･養子休業中の代替労働者の採用に

関して、一定の要件を満たした、労働者50人未

満の企業に対して、国が使用者を援助することを

定めている。そのためには、国と使用者間で協定

を結ぶことが必要となるが、国を代理して、県知

事（県の労働・雇用･職業教育局）が使用者と協定

を締結する。2007年で、代替労働者1人につき、

400ユーロ（6万8084円）が支給される 9）。

③出産休業の現状

2004年に、保健・青少年・スポーツ省管轄の評

価・統計調査研究局（direction de la recherche des 

études de l’évaluation et des statistiques）が実施した

「出産に関する調査」から、フランスの出産休業の

現状を紹介しよう 10）。女性たちは、法定出産休業

期間である16週間の場合は、一般的に38日、26

週間の場合は、21日の追加的な休業を取得してい

た。10人中7人は、追加的な休業として、妊娠・

出産に伴う病気休業を利用していた。女性たちの

29％は、労働協約に定められた特別休暇に付け加

えて、出産の際に、年次有給休暇の一部をさらに

取得していた。表5は、出産時に女性が取得した

休業・休暇のタイプである。1人または2人の子

どものいる場合、最も多いタイプ上位3つをあげ

ると、「出産休業と病気休業」32％、「出産休業・

表5　出産時に女性労働者が取得した休業のタイプと期間（2004年）

出所：Dress, enquête« Congé autour de la naissance », 2004

子どもの数 休業・休暇のタイプ 割合（％） 平均期間（日）

1人または
2人

出産休業のみ
出産休業と病気休業のみ
出産休業・病気休業・年次有給休暇
出産休業・病気休業・特別休暇
出産休業と年次有給休暇のみ
その他
総計

12

32

21

19

4

12

100

107

139

163

174

130

185

3人以上

出産休業のみ
出産休業と病気休業のみ
出産休業・病気休業・年次有給休暇
出産休業・病気休業・特別休暇
出産休業と年次有給休暇のみ
その他
総計

16

31

24

12

7

9

100

163

189

218

204

208

244
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病気休業・年次有給休暇」21％、「出産休業・病

気休業・特別休業」19％であった。3人以上の子

どものいる場合は、「出産休業と病気休業」31％、

「出産休業・病気休業・年次有給休暇」24％、「出

産休業のみ」16％である。

出産に伴って取得した休業週を見ると、工場労

働者は、他の職業よりも早く職場復帰している。

また、期間の定めのある契約などの雇用の不安定

な労働者は、同様に、早期に職場復帰している。

逆に、雇用の安定している期間の定めのない契約

の女性、特に公的部門の女性、幹部職・高度知的

職業および中間的職業の女性は、長期の休業を取

得している傾向がある。

しかし、出産休業の職業活動への影響は、幹部

職および中間的職業の女性に顕著に見られ、33％

の女性が休業前に労働を再編しなければならな

かったし、37％の女性は、超過労働に直面しなけ

ればならなかった。

84％の女性は、もっと長期の出産休業を望んで

おり、70％の女性は、第1子出産のときに、1年

間休業したかったと答えている。3人に1人の女

性は、自分たちは、職業活動の枠内で、男性より

も一層の恩恵を環境整備から受けるべきであると

考えている。

④出産に関する現物給付、現金給付（社会保障法

典L.331-2条、L.331-3条～ L.331-7条）。

日本では、通常の出産は、保険診療の対象では

なく、全額自己負担となり、出産費用の補填とし

て出産一時金（35万円）が、被保険者または扶養

する配偶者のいる被保険者に支給される。フラン

スは、出産保険（assurance maternité）がカバーし、

保険診療の対象となる。通常の医療が、20％から

30％の自己負担があるのに対して、出産について

は、自己負担がないという点で、特権的に扱われ

ている 11）。現物給付は、出産保険の被保険者のみ

ならず、被保険者の配偶者および自分または配偶

者の扶養する子どもにも支給される。

出産休業中は、労働契約が停止するので、女

性労働者には、労務提供義務は発生しないが、従

業員としての身分は維持できる。使用者は賃金

を支払う法的義務はない。そこで、出産保険（疾

病保険初級金庫所管）から出産休業の所得保障

（l’indemnité journalière de repos）がなされる。こ

れは、被保険者である母親に対してのみ給付され

る（ただし、母親が死亡した場合に父親が出産休

業を取得した場合には支給される）。受給日額は、

疾病保険の基礎日額に相当する（2007年で、最高

71.80ユーロ＝1万2221円 12））。なお、出産保険か

らの給付を受けるためには、最低総計8週間の出

産休業を取得することが必要条件となる。また、

前述したような出産休業の取得日数の配分の柔軟

化に対応して、出産手当金が支給される。

日本では、自営業や農業などの女性が出産に

よって休業した場合、国民健康保険おいては、出

産手当金は任意給付となっており、支給されて

いないのが現状である。フランスでは、農業の女

性が、出産し、就労を中断する場合、代わりに働

く人に実際にかかる費用（賃金労働者の採用）の

90％をカバーする特別の代替手当（une allocation 

de remplacement）が、最大98日間支給される。こ

の手当の上限は、1日76.90ユーロ（1万3089円）

であり、予定している就労の中断の日の20日前ま

でに、農業社会福祉共済組合（la Mutualité Social 

Agricol, MSA）に申請しなければならない。

女性が職人、商人、自由職業である場合は、

出産による活動の低下を部分的に補填するため

に、出産による休養の一括手当（une allocation 

forfaitaire de repos maternel）を受給できる。妊娠

7カ月目および出産後の2回に分けて2279.11ユー

ロ（38万7927円）が支給される。さらに、当該女

性が継続する30日間就労を中断する場合は、30

日に対して1139.56ユーロ（19万3965円）の一括

日々補償（une indemnité journalière forfaitaire）が

支給される。さらに、15日、30日、60日の就労
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中断が続くと、各々 1709.26ユーロ（29万933円）、

2279.11ユーロ（38万7927円）、3418.67ユーロ（58

万1892円）が支給される 13）。このように、雇用労

働者以外に対しても、出産休業に伴う所得保障が

行われていることが、フランスの特色である。

出産保険の財源は、労使の拠出する保険料であ

り、出産保険は、疾病、出産、障害、死亡全体を

カバーする疾病保険の一部であり、疾病保険の保

険料の使用者負担は賃金の13.10％、労働者負担

は賃金の0.75％の計13.85％である。

なお、3で述べるように、フランスでは、出産

保険からの現金給付とは別に、家族給付として、

出産に伴う費用補償として出産手当が、支給され

る（所得要件あり。表13参照）。

⑤養子休業（労働法典L.122-26条、L.122-28-10条）

養子とする子ども 14）の引き取りのために外国や

海外県に行く労働者は、無給の最大6週間の休暇

の権利がある。

養子を引き取る場合、最低10週間の養子休業

を取得できる。2人以上の養子を引き取る場合は、

22週間の養子休業となる。養子によって、子ども

が3人以上になる場合は、養子休業は、18週間で

ある。

養子の場合も、出産と同じように休業期間中の

所得保障が出産保険から支給される。

（2） 父親休暇（労働法典L.122-25-4条）と現金

給付（社会保障法典L.331-8条）

父親休暇は、2001年12月21日法によって、新

設された父親のための休暇である。普通出産の場

合、継続する11日間、多胎出産の場合、継続す

る18日間の父親休暇を取得できる。父親休暇中

の所得保障として、出産保険から、出産休業と同

じ給付がなされる。

（3） 育児親休業（労働法典L.122-28-1条～

L.128-28-7条）と就業自由選択補足手当（社

会保障法典L.531-4条）

日本の育児休業に相当するのが、フランスで

は、育児親休業である。労働法典または労働協約・

協定の定める出産休業または養子休業を終了後、

最低1年間の勤続年数のある労働者が取得するこ

とができる。育児親休業には、労働契約を停止

し、終日休む育児休業タイプと当該事業所に適用

される労働時間を少なくとも5分の1削減する短

時間勤務タイプの2つが規定されている。日本は、

前者の育児休業は、育児・介護休業法に定められ

ているが、短時間勤務制度は、事業主の取るべき

措置の1つの制度として規定されているにすぎな

い。したがって、その企業で、制度化されていなけ

れば、短時間勤務制度を利用することはできない。

育児親休業または短時間勤務期間は、子どもの

3歳の誕生日に終了する。3歳未満の子どもの養

子の場合は、子どもの引き取りから3年間で終了

する。育児親休業または短時間勤務は、最長1年

間で、2回更新することができる。

子どもに重大な疾病、事故、障碍がある場合は、

育児親休業または短時間勤務は、定められた期間

よりも最長1年間延長することができる。

育児親休業または短時間勤務終了後、労働者

は、原職または少なくとも同等の賃金の同種の仕

事に復帰する。職場復帰した労働者は、特に技術

や労働の方法の変化があった場合は、職業教育を

受ける権利を有する。

育児親休業期間は、受給要件に合えば、就業自

由選択補足手当（表13参照）を受給できる。日本

では、育児休業取得者、すなわち雇用労働者のみ

が、育児休業給付を雇用保険から受給できる制度

になっているが、フランスは、必ずしも育児親休

業を取得していなくても、就業自由選択補足手当

を受給できる。それは、受給要件が、過去の老齢

保険拠出金の拠出期間となっているからである。
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例えば、第2子出産の場合、過去4年間に老齢拠

出金を8四半期（2年間）拠出していることが受給

要件となっているので、4年間に合計2年間老齢

保険拠出金を拠出する働き方をしていれば、最近

働いていなくても、受給することができる。日本

のように、雇用保険の被保険者であることを受給

要件としていないこと、そして家族手当金庫とい

う独立した機関により支給されることが、このこ

とを可能にしている。

（4） 病児看護休暇（労働法典L.122-28-8条）

労働者は、16歳未満の子どもが、診断書で証

明される疾病または事故の場合に、無給の休暇を

取得する権利がある。休暇は1年につき最大3日

である。子どもが1歳未満または16歳未満の子ど

もを3人以上扶養する場合は、最大5日である。

（5） 親つきそい休暇（労働法典L.122-28-9

条）と親つきそい日々手当（社会保障法典

L.544-1条）

家族給付の受給要件を満たす子どもが、重大な

疾病、事故、障碍で付き添いを必要とする場合、

労働者は、3年間に最大310日の親つきそい休暇

を取得できるが、分割することはできない。

親つきそい休暇中の所得保障として、家族給

付から親つきそい日々手当（表13参照）が支給さ

れる。カップルで生活している場合は、1日39.85

ユーロ（6783円）である。

（6） 看 取 り 休 暇（ 労 働 法 典L.225-15条 ～

L.225-19条）

この休暇は、必ずしも子どもが対象ではない

が、尊属、卑属、同居人が緩和ケアを受けている

場合、労働者は、終末期の人の看取り休暇を取得

する権利がある。看取り休暇は、最長3カ月で、

1回だけ更新できる。使用者の合意が得られれば、

短時間勤務にすることができる。所得保障は規定

されていない。

（7）家族援助休暇（労働法典L.225-20条～

225-27条）15）

勤続2年以上の労働者は、配偶者、事実婚配偶

者、PACSのパートナー、尊属、卑属、扶養する

子ども、4親等の傍系親族などが、障碍または特

別に重大な自立喪失である場合、労働者は、無給

の家族援助休暇を取得することができる。期間は

3カ月で更新することができるが、キャリア全体

として1年を超えることはできない。

（8）家族の出来事休暇（労働法典L.226-1条）

労働者は、家族の出来事に関して、次のよう

な特別の欠勤が認められ、これらの欠勤日は、賃

金が減額されない。年次有給休暇と同じ扱いに

なる。労働者自身の結婚4日、子どもの誕生また

は養子の引き取り3日（同じ子どもについて、出

産休業・養子休業を同時に取ることはできない）、

配偶者（PACSパートナーを含む）または子どもの

死亡2日、子どもの結婚1日、父母・義理の父母・

きょうだいの死亡1日となっている。日本では、

このような休暇は法定されず、各企業の就業規則

で定めている場合がある。

（9） 育児等による不就労と社会保障（社会保障

法 典L.161-9条 ～ L.161-9-2条、L.351-4条

～ L.351-6条。D351-1-7条、L.351-12条、

R.351-30条、L.381-1条）16）

就業自由選択補足手当の受給者または育児親休

業の取得者は、手当受給期間または休業期間は、

元の制度の疾病保険および出産保険の現物給付の

権利を維持する。労働を再開した場合、12カ月間

は、疾病、出産、障碍、死亡の各保険の現物給付

および現金給付の権利を復活する。

育児等で就労していない人（カップルまたは単

身の父親および母親）に対しては、家族手当金庫
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が保険料を負担することによって、最低賃金を基

礎とする年金権が保障される（在宅親老齢保険。
l’assurance vieillesse des parents au foyer、AVPF）。

そのためには、次の3つの要件をいずれも満たす

必要がある。

① 3歳未満の子ども1人、3人以上の子ども、

80％（障碍等級）以上の障碍児（者）のいず

れかを扶養しているか、または扶養する配偶

者がいること。

② 基礎手当（旧乳幼児手当）、就業自由選択補

足手当（旧育児親手当）、親つきそい日々手

当、家族補足手当、障碍者手当、障碍児受入

れ手当のいずれかを受給していること。

③ 単親または障碍者を扶養する家族を除き、一

定以下の所得であること。

家族手当金庫から全国老齢保険金庫へ社会保

障の内部移転がなされる。2004年には、一般制度

の被保険者のうち約200万人が、在宅親老齢保険

制度の恩恵を受けたが、そのうち92％は女性だっ

た 17）。

さらに、女性被保険者に対しては、育てた子ども

1人につき1年四半期で最大8四半期（2年間）の保険

期間の加算（une majoration de leur durée d’assurance）

がなされるが、子育てする男性被保険者には加算さ

れない18）。

男性労働者に対しては、育児親休業期間を保険

期間とみなす措置が取られている。女性労働者に

ついても、前述の2年間の加算期間よりも有利な

場合は、同様の適用が受けられる。

また、生育している3人以上の子ども（養子・

里子も含む）を持つ場合は、男女被保険者双方

に対して、年金額が10％加算される（majorations 

pour enfants）。この加算には税金は課されず、年

金額および両親ともに加算されるという点で、不

公平な制度であると指摘されている 19）。

2. 保育サービス

フランスの保育サービスの全体像を示すと、図

7に示すように、施設保育と在宅保育に分かれ、

さまざまなタイプの保育サービスの提供がなされ

ている。日本と比較していくつかの特色がある。

第1に、保育サービスの形態が多様である。保育

図7　主な保育サービス体系（年齢別）

出所： フランス家族省，在米フランス大使館資料，藤井良治・塩野谷祐一編「先進国の社会保障　フランス」
等より内閣府少子化対策推進室で作成（『平成17年度版少子化社会白書』内閣府，2005年，83頁）

0歳 2歳 3歳 就学前

Les Halte-Gardrie
（一時託児所）

Jardin d’enfants
（幼稚園）

Crèche
（保育所）

施設型， 親管理型等

Assistante maternelle
（認定保育ママ， 県政府に登録）

Nourrice
（無認定保育ママ）

Crèche familiale
（家庭型保育所）

Ecole maternelle
（保育学校）施設

在宅

保
育
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所も、乳幼児教育の専門家による保育所だけでな

く、親がかわる親保育所がある。また、保育ママ

を中心とする在宅の個人的な家庭保育が盛んであ

る。国は、保育ママ制度を20）、保育サービスの重

要な柱として位置づけている。第2に、親のニーズ

があるにもかかわらず、集団保育所などの施設保

育の整備状況が不十分であり、地域間格差がある。

後述する2007年の「乳幼児計画」は、まさにそれ

に応えるものである。第3に、保育所の運営主体

として、地方自治体だけでなく、親や民間団体 21）

が大きな役割を果たしている。第4に、3歳からの

就学前教育として国民教育省所管の保育学校 22）が

あり、学童保育もついていることが多いので、事

実上保育所としての役割を果たしている。3歳以

降の保育は保育学校によってほぼ解決されており、

フランスでの保育問題は3歳未満の保育である。

乳幼児受入れの使命は、3つあり、第1に、子ど

もの健康、安全、充足感、発達に配慮すること、

第2に、障碍を持つ子どもや慢性の病気を持つ子

どもの社会的統合をめざすこと、第3に、職業生活

と家庭生活の両立を可能にするように親を援助す

ることと規定されている（公衆衛生法典R.2324-17

条）。日本の保育所は、児童福祉の観点で、「保育

に欠ける」子どもを保育することを使命としている

（児童福祉法39条）。フランスの場合は、児童福祉

の観点だけでなく、障碍児・病児の社会的統合や

親への援助も使命として明記している。

公衆法典R.2324-17条によると、保育サービス

はいくつかに区分できる。第1に、「恒常的受入

れ」（l’accueil régulier）と「一時的受入れ」（l’accueil 

occasionnel）である。前者は、年単位で、子ども

の恒常的な受入れ時間帯を決める。場合によって

は、短時間の恒常的受入れもある。後者は、年単

位の登録をしないか、または不確かであり、定ま

らない時間帯で利用される。第2に、「集団的受入

れ」（l’accueil collectif）と「家庭的受入れ」（l’accueil 

familial）である。前者は、子どもを集団的に受入

れ、乳幼児教育の専門家によって管理される。後

者は、母子保護センター（後述）に公認された保育

ママ（後述）または施設（家庭保育所）に雇用され

た保育ママの自宅で行われる。第3に、「多機能受

入れ」（un multi-accueil）である。これは、恒常的受

入れと一時的受入れ、または家族的受入れと集団

的受入れというように、1つの施設で多機能の受入

れを行う。

運営主体から区分すると、市町村運営、民間団

体運営、従業員のために行う企業運営、民間企業

運営がある。2003年4月の家族会議は、民間企業

が乳幼児受入れサービスを創設し、運営すること

を認めた。そこで、全国家族手当金庫は、民間企

業に対しても、資金援助を行っている 23）。

本稿では、保育サービスを、「集団的受入れ」

と「家庭的受入れ」に分けて、説明する 24）。

（1）集団的受入れ

①集団保育所（les crèches collectives、公衆衛生

法典R.2324-25条）25）

親が働いている間、3歳未満の子どもを日中恒

常的に受入れ、子どもの心身の発達に必要な世話

がなされる。フルタイムで預かるか、または、短

時間で預かる。原則として、恒常的な就労をして

いる家族を対象としている。多機能受入れをして

いる場合は、一時的な受入れが可能である。入所

は、措置により、保育所長、行政代表、医療代表

からなる委員会が判断する。集団保育所は、3つ

のタイプに分かれる。

A. 地域の伝統的な保育所（les crèches 

traditionnelles de quartier）

子どもの住所近くに設けられる保育所で、

定員は最大60名である。日中8時間から12時

間開き、夜、日曜日、祝日は閉鎖する。81％

が地方自治体によって設置され（市町村が

72％、県が9％）、18％が民間団体によるもの

である。地域保育所は、集団保育所の85％を
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占めている。定員60名の集団保育所の設置

基準は、表6のとおりである。

B. 従業員のための伝統的な保育所（les crèches 

traditionnelles de personnel）

親の就業場所に設けられた保育所で、企業

や行政機関の就業時間に合わせることができ

る（例えば病院）。定員は最大60名である。

2003年の家族会議に提出された報告書

（Rapport du groupe de travail, FAMILLES ET 

ENTREPRISES, 26頁）によると、224の企業

内保育所があり、1万5000人以上の子どもを

受け入れている。その数は、保育所に受け入

れられている子どもの7％に相当する。4の（2）

に述べるように、企業内保育所の設置等に対

する優遇税制が導入され、活発化している26）。

C. 親の運営する保育所（les crèches à gestion 

parentale）

3歳未満の子どもを、乳幼児の教育専門家

と協力して、親が交代で世話をする。定員は

最大20名であるが、例外的に、25名まで拡

大できる。

②一時託児所（les haltes-garderie）

短時間かつ一時的な受入れ施設である。予約

が、一般的に必要である。6歳未満の子どもを預

かり、自由な時間を養育者に与えることを目的と

する。就労か否かを問わず、短時間の活動をする

家族を対象とする。また、3歳未満の子どもにつ

いては、ほかの子どもとの出会いと共通の活動時

間を提供することを目的とし、保育学校への入学

準備をする。伝統的な一時託児所は、定員は最大

60名であるが、親が管理する一時託児所の定員

は、最大20名である（例外的に25名）。定員20名

の一時託児所の設置基準は、表7のとおりである。

伝統的な一時託児所は、10のうち、5が市町村

によって運営され、4が民間団体によって運営さ

れている。

③幼稚園（les jardins d’enfants）

幼稚園は、日中3歳から6歳の子どもを恒常的に

受け入れる。保育学校の代わりの役目を持ってお

り、運動や遊びを通して、子どもの心身の能力の

発展を図る。場合によっては、2歳の子どもを受け

入れることができる。定員は最大80名である。

④多機能施設（les établissements multi-accueil）

多機能施設は、6歳未満の子どもに、同じ制度

表6　定員60名の集団保育所の設置基準

出所： MAIRIE DE PARIS, Comment créer un 

établissement d’accueil des jeunes enfants, 出版年
不詳，39頁– 40頁．

区分A ：受入れユニット 360m2

A1 年長組（20名の子ども） 120m2

遊戯室2×31m2 62m2

睡眠室2×24m2 48m2

トイレ2×5m2 10m2

A2 年中組（20名の子ども） 120m2

遊戯室2×31m2 62m2

睡眠室2×24m2 48m2

トイレ2×5m2 10m2

A3 年少組（20名の子ども） 120m2

遊戯室2×31m2 62m2

睡眠室2×24m2 48m2

トイレ2×5m2 10m2

区分B：業務の部屋 90m2

B1 調理室・食料庫 30m2

B2 授乳室 5m2

B3 リネン室 11m2

B4 洗濯場 11m2

B5 ロッカー・職員トイレ 18m2

B6 職員休息室 15m2

区分C：受入れ・管理の部屋 25m2

C1 管理・応接室 13m2

C2 多目的室 12m2

区分D：子どもの部屋 65m2

D1 広間（おむつ交換設備を含む） 50m2

D2 水遊びの部屋 15m2

区分E：屋外の設備 400m2

E1 庭
E2 生活単位専用のテラスと庭
区分F：機能的な部屋–収納 67m2

F1 乳母車置き場 20m2

F2 小物（オムツなど）の収納 20m2

F3 手入れ用品の収納 10m2

F4 おもちゃの収納 5m2

F5 ゴミ箱 5m2

F6 障碍者のための給排水設備 4m2

F7 掃除用具置き場 3m2

総計　　607m2
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の中で多様な受入れ方法を提供する。同じ場所

で、集団的保育所および／または家庭的保育所の

定員と、一時託児所・幼稚園の定員を同時に提

供し、よりよい定員の確保を保証し、親の要望に

合ったよりよい選択を可能にする。単一機能施設

に比較すると、運営の柔軟さによって、フルタイ

ム、短時間、一日の受入れ、半日の受入れなど多

様な希望に沿うことができる。

伝統的な運営をする多機能施設の定員は最大

60名であり、親が運営する多機能施設の定員は最

大20名である（例外的に25名）。集団的受け入れ

と家庭的受入れを同時に保証する多機能施設の場

合は、定員は最大100名となる。開館時間は、平

均的に1日10時間から12時間である。

（2） 家庭的受入れ

以下に述べる家庭的受入れという保育方法を選

択した場合は、3で述べる保育方法自由選択補足

手当によって、保育費用の補填がなされる。

①保育ママ（les assistantes maternelles）による

保育（社会福祉・家族法典L.421-3条）

保育ママは、報酬を受け取って、子どもを永続

的にではなく、日常的に、その自宅で、子どもを

受け入れる。費用が安いこと、女性の雇用創出に

つながること、親の都合に合わせやすいことから、

発展した。

公認保育ママになるためには、居住する県の県

議会議長の認可が必要である（パリ市では、県議

会議長の代わりに、パリ市家族・乳幼児局が担当

している）。子どもの身体的・知的・情緒的発展

を保障し、健康診断にパスし、物理的快適さと子

どもの安全が確保できる住居を所有していること

が、保育ママになる条件である。保育ママになる

には、専門的な職業資格はいらないが、子どもの

受入れ前に60時間、2年後に60時間の計120時間

の職業教育を受けることが義務づけられている。

2005年6月27日法によって、保育ママを増やし、

その職業的魅力を高めるために、職業教育時間が

60時間から120時間に延長された。

県議会議長は、認可すると、保育ママの居住す

る市役所に通知する。市役所によって、保育ママ

のリストが作成され、保育ママを探している家族

に公開される。

保育ママに深く関係するのが、県所管の母子保

護センター（protection maternelle et infantile, PMI）

である。上記の保育ママの公認の申請の窓口であ

り、職業教育を実施し、保育ママの監督も行う。

保育ママによる保育には、2つの方法がある。1

つは、市町村または民間団体の運営する家庭保育

所に雇用される保育ママに預ける方法である。も

表7　定員20名の一時託児所の設置基準

出所： MAIRIE DE PARIS, Comment créer un établissement 

d’accueil des jeunes enfants, 出版年不詳，41頁．

区分A：受入れユニット 75m2

A1

A2

A3

A4

A5

年少組の部屋 15m2

睡眠室 10m2

運動室 30m2

瞑想室 15m2

年長組のトイレ（年少組・年中組の
ためにおむつ交換を含む） 5m2

区分B：業務の部屋 30m2

B1

B2

B3

B4

授乳室 5m2

職員のロッカー・トイレ 5m2

職員室 10m2

暖取り室 12m2

区分C：管理・受入れの部屋 20m2

C1

C2

親の入口・応接室 10m2

管理室 10m2

区分E：屋外の設備 100m2から150m2

E1 庭
区分F：機能的な部屋－収納 35m2

F1

F2

F3

F4

F5

F6

乳母車置き場 10m2

洗濯場 5m2

収納室 5m2

おもちゃの収納 5m2

ゴミ箱、掃除用具置き場 6m2

障碍者のために給排水設備 4m2

 総計　162m2
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う1つは、直接親と保育ママとの間で労働契約を

結んで保育ママに預ける方法である。

A. 家庭保育所に雇用される労働者である保育

ママ

この方法は、独立の保育ママに子どもを預

けることにも、集団保育所に登録することに

も躊躇する人に適する保育方法である。2つ

の保育方法を結び付ける。子どもは保育ママ

の家に預かってもらえるが、保育ママは、家

庭保育所に雇用されているので、親は直接保

育ママと金銭上の関係はない 27）。

公認保育ママは、一般的に3歳未満の子ど

もを1人から3人、通常は日中自宅に預かる。

週のうち、1回か2回、保育ママとそこに預

けられている子どもは、家庭保育所に行き、

そこで、乳幼児教育指導員から幼児教育を受

ける。

家庭保育所は、保育ママが休んだときや年

次有給休暇を取得する場合は、代わりの保育

ママを見つけてくれる 28）。

家庭保育所の85％以上は、市町村が運営

している。

B. 親が雇用する保育ママ

対象は、6歳未満の子どもである。親が直

接、保育ママを雇い、労働契約を結び、報酬

を支払う。親は、労働法典の規制を受け、か

つ、保育ママに関する全国労働協約（2005年

1月1日から施行）の適用も受ける。したがっ

て、親は、保育ママに関する全国労働協約に

沿った内容の労働契約を結ぶことが義務づけ

られている。パリ市の作成した「保育ママと

の労働契約締結のための親向けのガイドブッ

ク」（Guide à l’usage des parents pour rédiger le 

contrat de travail avec l’assistante maternelle、

2006年11月6日作成）によると、以下のこと

が記載されている。試用期間は週4日以上の

ときには最大2カ月、週3日以下のときは最

大3カ月とする。受入れ期間は、年単位、週

単位、日単位があり、受入れ時間は、週単位

の場合は、原則最低45時間、日単位の場合

は、子どもの利益のために、原則1日最高10

時間を超えないこととなっている。報酬は、

月給とし、名目基礎時給は、最低賃金の最低

8分の1を下回ってはならない。2007年7月

1日現在、名目基礎時給は、2.37ユーロ（403

円）であり、後述する家族給付を受給するた

めには、名目最低時給である8.44ユーロの5

倍である42.20ユーロ（7151円）を超えてはな

らない。土曜日を含んだ30日または5週間の

年次有給休暇、家族の出来事休暇、無給の個

人的都合休暇、無給の病児看護休暇を取得

できる。保育ママは、保険会社と契約するこ

とが義務づけられている。預かった子どもが

与えた損害の補償および預かっている時間中

の子どもの事故に対する補償がなされる。親

は、保育ママの雇用によって、社会保障への

加入が義務づけられ、PAJEMPOIという機関

に申請しなければならない。

②自宅保育による保育

自宅保育は、依頼する親と保育者との間で労働

契約を締結し、親の家に行って、子どもの世話を

する保育方法である。保育ママは、保育ママの家

で保育するのに対して、自宅保育は、親の自宅で

保育する違いがある。自宅保育者に対しても、保

育ママと同様に、雇用する親は、保育者に報酬を

支払う。2007年1月1日現在、実質基礎時給は6.50

ユーロ（1106円）、協定実質最低賃金（本国）は8.44

ユーロ（1437円）である。自宅保育者の雇用によっ

て、社会保障への加入が義務づけられている。

（3） 保育学校（l’écoles maternelle）

保育学校は、初等教育体系に位置づけられてい

る。3歳以降の保育において、重要な役割を果た

している。学校生活に慣れさせること、社会性を
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習得させることなどを目標としている。入学は義

務づけられていないが、3歳以上の子どもの就学

が保障されており、ほとんどの子どもが入学して

いる。無償であり、保育時間は朝8時30分から夕

方4時30分までであるが、保育学校の中に託児所

が併設されているなど、課外の託児を引き受ける

場合が多い。

（4） 全国的な保育サービスと保育の現状

①全国的な保育サービスの現状

2005年現在、約9000の集団的受入れ施設、お

よび約900の家庭的受入れサービスが提供されて

いる。これによって、6歳未満の子どもに対して、

約31万7000人の定員があり、集団的施設（集団

保育所、一時託児所、幼稚園、多機能施設）は、

25万5000人の子どもを受け入れ、家庭的保育所

は、6万2000人の子どもを受け入れている。

家庭保育所を除くと、2005年の特色は、多機

能施設の伸長である（1年で1万9000人の定員の

増加）。図8に見るように、他の保育サービスと

比較すると、多機能受入れの伸びは著しい。それ

に対して、単一機能受入れ施設は、減少している

（2005年に1万人の定員が減少）。

3歳未満の子どもの数から見ると、受入れ能力

は、県によって異なっている。イル・ド・フランスの3

つの県の受入れ能力は、集団的受入れだけで20％

を超えている。しかし、半分の県は、集団的制度

および家庭保育所制度によって提供される定員を

併せても、受入れ能力は、10％を下回っている29）。

集団型の保育の運営費用は、表8に見るように、

最も子ども1人についての原価日額が高いのは、集

団保育所の55ユーロ（9362円）であり、最も安いの

は、親保育所の37ユーロ（6298円）である。保育

の運営費用を負担しているのは、親、家族手当金

庫、地方自治体であるが、地方自治体は、集団保

育所、家庭保育所、一時託児所で最も多く負担し

ており、親は、親保育所で最も多く負担している。

保育ママは、1990年代に急速に増加したが、

2000年から2005年にかけては、その伸びは、控

えめになった（図9参照）。親に直接雇用され、稼

動する公認保育ママの数は、1990年7万人、2000

年23万2000人、2005年26万4000人となってい

る。2000年から2005年に稼動する保育ママの数

の、このようなゆるやかな伸長は、保育ママが世

図8　保育施設数の推移（2001年から2005年）

注 1： 施設数が少ないので幼稚園はこの図には掲載されていない．
 2： フランス本国の数値である．
出所：Enquêtes PMI, DREES.
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話をすることを認可された子どもの平均的な数

（2.6人）および利用者の平均的数が安定している

ことによっている。しかし、保育ママの稼動率は、

1990年は54％であったのに対して、2005年には

70％となっており、上昇している。

保育ママは、私的部門の女性労働者よりも高齢

である（平均39歳半に対して45歳半）。カップル

で暮らしていることが多く、既に就学している子

どもを持っていることが多い。

保育ママの半分は、週45時間以上働き、3分の

2は決まった時間働いていると答えている。月収

は、フルで働いて、平均700ユーロ（11万9147円）

から815ユーロ（13万8721円）である 30）。

②全国的な6歳未満の子どもの保育の現状

図10に見るように、4カ月から2歳半までの子

どもの養育方法は、一方の親が不就労である親

50％、公認保育ママ17％、両方とも就労している

親11％、保育所（家庭保育所を含む）11％、祖父

母6％、無認可保育ママ 31）3.5％、自宅保育1％と

なっている。3歳未満の子どもの保育では、保育マ

マが重要な役割を果たしている。この点が、日本

と大きく異なる点である。しかし、3歳になると、

保育学校が始まるので、78％は保育学校に通うよ

うになり、保育の問題はかなり解決する（図11）。

他の統計によると（図12-1、図12-2、2002年）、

3歳未満の子どもの主たる保育方法は、全体では、

親70％、公認保育ママ13.5％、保育所9％、非公

図9　保育ママの公認数と稼働率の推移

注： フランス本国
出所： IRCEM, PMI et DREES.
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表8　集団的保育の運営費用

注： 家族手当金庫の分担は，「子ども契約」の外でなされる．もし「子ども契約」の中でなされると
きは，地方自治体の分担する費用は，50％から70％まで家族手当金庫が負担する．親保育所に
ついては，賃金の一部分を放棄している親の時間の分担は考慮していない．

出所： Guide pour la création de lieux d’accueil de jeunes enfants, Ministère délégué à la Famille et à l’Enfance, 

Observatoire de la CNAF, 2001

集団保育所 一時託児所 家庭保育所 親保育所
子ども1人についての原価日額（ユーロ） 55 45 37 51

家族の負担 28％ 29％ 37％ 28％
家族手当金庫の負担 30％ 28％ 24％ 16％
地方自治体の負担 36％ 41％ 14％ 47％
その他 6％ 2％ 25％ 9％
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式の保育方法4％となっているが、両親とも働い

ている場合は、保育ママ33％、親28％、保育所

20％、非公式の保育方法9％となっている。共働

きの場合、保育ママの存在は大変大きい。

（5） パリ市の保育サービスと保育の現状

 （2005年）32）

パリ市の保育サービスは、集団保育所の定員が

充実し（全国10％に対してパリ市22％）、個人的

受入れの定員が少ない（全国49％に対してパリ市

19％）という特色を有している。したがって、保

育ママの家での保育の定員は少なく、また全額の

就業自由選択補足手当（旧育児親手当）を受給し

て両親のうちの1人に保育される子どもも少ない。

その代わり、自宅保育者によって保育される子ど

もの割合は、比較的高い。3歳未満の就学は、パ

リでは少ない（全国で12％であるのに対して、パ

リ市は幼稚園を含んで1％から2％）。

パリ市は、1986年以降、パリ家族手当金庫と

保育所契約（contrat crèche）を締結した。その後、

図10　4カ月から2歳半までの子どもの主たる
養育方法（2002年）

出所： Dress, enquête Mode d'accueil et de garde des 

jeunes enfants, juin 2002, in N. Blanpain, Accueil 

des juenes enfants et coûts des modes de garde en 

2002, Études et résultats, n°422, août, Drees.
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図11　3歳から6歳の子どもの主たる養育方法（2002年）

注： 月曜日から金曜日（水曜日を除く）の8時から18

時の養育方法である．
出所： Dress, enquête Mode d’accueil et de garde des 

jeunes enfants, 2002, in M. Ruault et A. Daniel, 

Les modes d’accueil des enfants de moins de 6ans, 

Études et Résultats, n°235, avril 2003, Drees.

有料の他の保育方法
9％ その他

1％

公認保育ママ公認保育ママ
33％33％

公認保育ママ
33％

非公式の保育方法
9％

親
28％保育所

20％

図12-2　両親とも働いている3歳未満の子どもの平日
8時から19時の主たる保育方法

出所： Dress, Enquête de garde d’accueil et des jeunes 

enfants, 2002.

図12-1　3歳未満の子どもの平日
8時から19時の主たる保育方法

出所： Dress, Enquête de garde d’accueil et des jeunes 

enfants, 2002.
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子ども契約（contrat enfance）を、1992年、1997年、

2002年と締結し（いずれも5年計画）、現在3次の

子ども計画の実施中である。2002年1月に4500

の定員を新たに設けることを目標とした。表9に

見るように、パリ市の3歳未満の子どものうち、

64.67％が、保育サービスを受けている。保育時

間をずらしたり、延長したりする定員は、民間

団体および病院部門で1156の定員がある。市町

村立保育所の保育時間（7時30分から18時30分）

を、8時から19時にする親の要望は強いが、実現

していない。

パリ市の保育所および託児所の親の利用料金

は、表10のような計算で導き出す。

2004年のパリ市の保育運営費用は、2億2700万

ユーロ（386億3767万円）であり（表11）、投資費

用は、3600万ユーロ（61億2756万円）であり、前

者は市の運営費用全体の5.6％に相当し、後者は

市の投資費用全体の1.7％に相当する。保育の運

営費用は、2000年から20％増加している。運営

費用は、人件費である（78％から80％）。

パリ市は、2004年に、子ども分野で活動する

民間団体に、運営費用として2240万ユーロ（38

億1270万円）、投資費用として550万ユーロ（9億

3615万円）の補助金を支給した。施設への補助金

表10　パリ市の保育所・託児所の利用料金

注： 所得総額から算出する月額所得の上限は，4750ユーロである（2003年10月1日現在）
出所： REGLEMENT INTERIUR DES CRECHES COLLECTIVES, JARDINS MATERNELS ET 

JARDINS D’ ENFANTSのANNEXE．

【係数】 【月額利用料金計算ための月利用日数の計算】
扶養する子ども1人：0.006 週利用日数×4

扶養する子ども2人：0.005 《月利用日数の計算例》
扶養する子ども3人：0.004 週5日預ける場合：20日
扶養する子ども4人以上：0.003 週4日預ける場合：16日
《月利用料金の計算例》
所得総額が3万ユーロで、子ども1人いる家族が、週5日預ける場合
30000ユーロ÷12＝2500ユーロ
2500ユーロ×0.006＝15ユーロ
15ユーロ×20日＝300ユーロ（月額利用料）

表9　パリ市の保育サービスの推移

出所： パリ市

（人）
2001年1月現在の
保育サービス率

（2001年に利用できた
要素から計算）

2001年1月現在の
保育サービス率
（後の現状の
要素から計算）

2005年1月現在の
保育サービス率

（利用できるまたは推測
される要素から計算）

推移
2005年／2001年

現状

3歳未満の子ども 72 430 74 415 75 977 +2.1％

自宅保育と保育ママ 14 213 14 213 12 872 -9.4％
保育学校 2 415 2 415 1 591 -34％
集団的受け入れ 32 057 31 943 34 671 +8.5％
保育を受けている3歳
未満の子どもの総数

48 685 48 571 49 134 +1.2％

保育サービス率 67.22％ 65.27％ 64.67％
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表11　パリ市の乳幼児関連支出（2004年項目64）

出所： 行政会計（Chambre régionale de comptes d’Ile-de-France, RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES VILLE DE 

PARIS «La gestion de la petîte enfance», le 26 DEC. 2006，8頁）．

2000 2001 2002 2003 2004

 運用 （1000ユーロ）

A 項目64の全支出 195 735 203 276 219 119 225 494 239 996

B 日常運営収益 -9 601 -9 185 -10 603 -12 391 -13 391

C 二重記載総計 186 134 194 091 208 516 213 103 226 605

D 民間団体に支払われた運営補助金（6574条） 20 881 21 905 22 837 22 388 22 419

E 民間団体に支給された設備補助金（6572条） 1 348 808 2 093 1 396 3 841

F
二重記載および民間団体への補助金を除い
た支出総計

163 905 171 378 183 586 189 319 200 345

G=(H+I) 項目64の収入 98 298 107 425 86 561 126 776 124 773

H 家族の負担 39 695 47 218 35 001 36 436 36 081

I 家族手当金庫からの補助金（74条） 58 603 60 207 51 560 90 340 88 692

J=(F-G) 市の実質支出 65 607 63 953 97 025 62 543 75 572

K=(J/F) 市の負担率 40.03％ 39.32％ 52.85％ 33.04％ 37.72％

表12　乳幼児計画の概要（2007年–2012年）

計画における目標とする措置
1 受入れ定員を増やすように推進する．2007年から5年間，1年につき1万2000の定員増．保育ママを60万人増．
2 受入れ定員の増加を妨げることを取り除き，乳幼児関連職業の採用を容易にする．
保育所の枠組みと運営を規制するデクレを改正する．

3 実験的にミクロ保育所を許可する．画期的な保育方式を実験するために，2000年8月1日のデクレを改正する
（2007年2月22日のデクレによって改正済み）．

4 保育所を創設し，運営する中小企業を援助する．家族手当金庫との《子ども契約》について交渉することを，保育
所の経営者に委任することを中小企業に許可する．

5 すべての地域で同じサービスを提供するためのガイドブックを職員および母子保護センターにおいて普及する．
2007年度の初めまでにガイドブックを発行するために，乳幼児受入れの責任者全員とともにガイドブックを作
成する．

6 保育ママおよびホームヘルパーという職業を刷新する法律を実施する．2007年の初めまでに適用を指示するも
のとガイドブックを作成する

7 乳幼児に関連する職業の履修コースを開発する．すべての地域で《乳幼児基本政策》を策定し，大学当局とと
もに，新しい履修コースを無料で提供する．

8 存在する保育のすべての可能性について家族によりよい情報を提供する．2006年11月から，インターネットサ
イトで，リアルタイムの情報を提供する．

9 出産休業の方式を柔軟化する．2007年から，社会的パートナーと協議して，妊娠により，医者の同意に基づいて，
出産の前の休業を部分的に繰り上げたり，出産後繰り下げたりする（2007年3月5日法によって改正済み）．

作成　神尾真知子
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は、2000年と比較して、2004年は、185％となっ

ている。

2005年に、パリ市は、子どもを受け入れている

231施設を持っている142の民間団体に補助金を

支給した。パリ市は、補助金を支給している民間

団体と協定を締結している（2000年4月12日法に

よって、2万3000ユーロを超える補助金の場合に

は協定が義務づけられている）。さらに、パリ市

の運営費用の補助金の割当は、家族手当金庫と民

間団体との協定によって、方向づけられている。

家族手当金庫からパリ市への運営費用として

の補助金は、8800万ユーロ（1497億8480万円）で

あった。家族手当金庫からの補助金が増えている

ので、2004年にはパリ市の負担率は下がっている

（2000年40.03％、2004年37.72％）。

（6）乳幼児計画（2007年から2012年）

フランスでは、2007年から、5カ年の「乳幼児計

画」（Plan Petite Enfance）を実施している。この計

画が策定された背景には、3歳未満の子どものいる

親たちの保育に対する要望や願いに、十分応えて

いないという現状に対する政府の認識がある。計

画は、多様で質の高い保育の提供を阻んでいる障

害を取り除き、乳幼児のいるすべての家族に保育

方法を提供することを目的としている33）。表12に

見るように、計画においては、9つの目標とする

措置が掲げられている。そのうち、現時点で既に

実施済みの措置もある。注目すべきことは、これ

まで要望が高かったにもかかわらず十分供給でき

ていなかった保育所の定員を1年につき1万2000

増やすことを目標としたことである。また、保育

の提供を容易にするために、部分的な規制の緩和

も目標としている。

3. 所得保障̶家族給付

（1）家族給付と家族手当金庫

フランスの社会保障制度は、社会保険、労働災

害補償、家族給付（prestations familiales）の3つの

柱からなる。家族給付は、日本の児童手当および

児童扶養手当と比較すると、社会保障制度におい

て存在感があり、また社会への影響も大きい。フ

ランスには、家族政策（La politique familiale）と

いわれる政策があり、家族給付はその中心的な存

在となっている。

図13　全国家族手当金庫をめぐる責任の流れ

出所： 全国家族手当金庫ホームページ（http://www.cnaf.fr/）

全国家族手当
金庫監査会議

目標・管理協定実績報告書

議　会

全国家族手当金庫

家族手当金庫

社会保障
財政法

目標・管理
協定

数年にわたる
管理契約

年次
報告

政　府
監査会議の
意見
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家族給付は、19世紀末のカトリックの民間経営

者から始まった「家族賃金」が、経営者が連帯す

る「家族手当補償金庫」となり、20世紀前半には

公的な制度となったものである 34）。

現在、家族給付は、フランス独特の制度である

家族手当金庫（les caisses d’allocations familiales）35）

によって支給されている。家族手当金庫は、子ど

もがもたらす負担の部分的補償という家族と他の

社会構成員（独身や子どものいないカップル）間

の「水平的連帯」、および低所得の家族の状況を

改善する「垂直的連帯」を行っている 36）。

家族給付の財源は、事業主負担（給与支給総額

の5.4％）と一般社会拠出金（労働者の給与等の

7.5％）である。

家族手当金庫と国との責任関係については、図

13のようになっている。

（2）家族給付の目的

フランスの家族給付は、多様な手当が設けられ

ており、住宅政策、所得政策、貧困および不安に

対する戦いのための政策、障碍者への援助政策、

雇用政策という政策目的が交錯している 37）。例え

ば、保育ママを雇用した場合に支給される家族給

付は、子育て支援と同時に、雇用創出という雇用

政策も目的としている。

家族給付を規定しているのは、社会保障法典第

5巻「家族給付及びそれに準ずる給付」（L.511-1条

からL.584-1条、R.512-1条からR.581-1条、D.511-1

条からD.583-1条）である。

（3）家族給付の受給要件

家族給付を受給するためには、フランス国籍を

有している必要はなく、永住資格があればよい 38）。

外国人は正規滞在資格が必要である。子どもは、

フランス国内に住んでいることが原則である。フ

ランスで働くEUおよび欧州経済圏出身の労働者

の子どもについては、一部手当を除き、フランス

国外に住んでいても受給できる。

家族給付の対象となる「扶養」（à charge）とは、

実際かつ永続的に経済的に扶養（衣食住）し、情

緒的・教育的責任を自ら引き受けていることであ

る。子どもと家族給付の受給者間には、親子関

係は必要とされていない。婚内子、婚外子（認知

の有無を問わない）、養子、里子は対象となるし、

きょうだいでも、甥姪でも可能である。この意味

で、フランスの家族給付の対象とする「家族」と

は、法的親子関係にとらわれない、「1人の子ども

と1人の大人」を想定している 39）。

子どもが6歳までは、無条件で家族給付の対象

となる。6歳から16歳までは、義務教育を受けて

いること、16歳から20歳までは、生徒・学生で

あること、徒弟であること、職業活動をしていな

いこと、働いていてもSMIC（最低賃金）の55％、

すなわち月収746.39ユーロを超えないことのいず

れかであることが支給条件となる。20歳から21

歳までは、上記条件を満たす子どもに、家族補足

手当および住宅援助手当が21歳の誕生日まで支

給される。

受給者（bénéfi ciaires）のうち、給付の権利（droit 

aux prestations）を持っている人をallocataire（受給

権者）といい、1人の子どもに1人の人がその資格

を有する。カップルの場合は、当事者の合意で受

給権者を決める。受給権者には、1978年1月1日

以降、職業活動期間は要件ではなくなったので、

主婦も、カップルで合意すれば受給権者になるこ

とができる 40）。

離婚の場合は、扶養義務は両親にあるが、一

緒に住んでいる親の方が受給権者になる。子ども

が、交互に両親の家に住んでいる場合（en cas de 

résidence alternée）は、これまで家族給付は、カッ

プルが決めた方あるいは判決が決めた方に支給

されていた。しかし、2007年4月13日のデクレ 41）

によって、親が受給権者の決定に合意できなかっ

たときまたは給付を分け合うことに合意したとき
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は、両親の間で家族給付を分け合うことができる

ようになった。

表13は、2006年の家族給付の概要であるが、

2005年の所得の申告を家族手当金庫にすると、

2006年7月1日から2007年6月30日までの家族給

付の権利が確定する。所得には、賃金、失業・社

会保障、年金などが含まれる。現在、所得要件

のある家族給付は、乳幼児受入れ手当のうちの出

産・養子手当および基礎手当、家族補足手当、新

学期手当、住宅援助手当、単親手当である。

図14は、社会保障法典L.511-1条の定める9種

類の家族給付（①乳幼児受入れ手当、②家族手

当、③家族補足手当、④住宅手当、⑤特別教育手

当、⑥家族援助手当、⑦新学期手当、⑧単親手当、

⑨育児親手当）を、子どもの年齢を軸に示したも

のである。妊娠7カ月目から21歳まで、さまざま

なニーズに対応した給付がなされている。かつて

は、第3子から支給される手当が多かったが、現

在は、家族手当および家族補足手当を除き、第1

子から支給される手当となっている。家族給付の

中で、特色的なのは、家族手当であり、受給権者

の所得に関係なく、2人目以降の子どもの扶養に

伴う負担を所得補償する。

（4）家族給付の支給状況

2006年12月31日の時点での家族給付の支給状

況は、以下のとおりである（表14参照）42）。

家族手当金庫は、家族給付を、1071万5560人

の受給権者に支給した。適用される子どもの数

は、1334万5912人、適用対象者は2824万4776人

となっている（以上いずれも本国および海外県の

数字である）。受給権者は、前年と比較して、0.5％

の減少となっているが、住宅援助手当および参

入最低所得（RMI）の受給権者減少の影響である

（家族手当金庫の受給者の半分以上に、住宅援助

手当が支給されている）。

乳幼児に関する給付の少なくとも1つを受給し

ている人の90％が、乳幼児受入れ手当制度の枠内

にある。残りの10％が、3歳から6歳の子どもを

持っているが、2004年1月以降出産も養子縁組も

しなかった家族であり、改正前の手当の支給を受

けている（表14で旧と表記している手当である）。

2004年以降のフランスの出生率の上昇は、乳幼

児受入れ手当の受給権者数を増加させている（3

年で5.3％の増加）。2006年12月31日現在で、225

万5000世帯が対象となっており、5世帯に1世帯

の割合となっている。2006年に生まれた子どもの

うち、73万8700人が家族給付の対象となってお

り、その年に生まれた子どもの約90％にあたる。

子どもが1人いる3万8900人の親が就業自由選

択補足手当を受給し、総計58万7258人が受給し

た。3人目以上の子どもの15万9000人が、家族

手当金庫の受給権のある家族において生まれた。

2006年7月から施行された3人以上の子どものい

る人に支給される就業自由選択オプショナル手当

は、700人が受給した。

保育方法自由選択補足手当のうち、保育ママ雇

用補足手当受給者は、46万2119人、自宅保育補

足手当受給者は、3万3846人であった。3歳から

6歳の末子のいる旧保育ママ雇用家族援助手当受

給者は、22万423人、旧自宅保育手当受給者は、

2万3104人であった。出生率の上昇は、家族給付

の受給者の数に影響を与え、2005年よりも2万人

の受給者増をもたらしている（0.4％増）。

家族補足手当の受給者数の減少は、3人以上の

子どものいる家族の減少の影響である。

（5）地方自治体の家族給付̶パリ市

地方自治体は、前述した家族給付のほかに、独

自の家族給付を支給している。例えば、パリ市は、

表15に見るように、在宅乳幼児手当、多胎子手当、

単親家族住宅援助の3種類の手当を支給している。
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，
子
ど
も
社
会
扶

助
機
関
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
承

認
書
お
よ
び
国
際
養
子
機
関
認

証
の
長
期
滞
在
ビ
ザ
の
あ
る
書

類
が
必
要

就
業
自
由
選
択
補
足
手

当 L
e 

co
m

pl
ém

en
t d

e 
lib

re
 c

ho
ix

 d
’ a

ct
iv

ité
, 

PA
JE

-C
L

C
A

 o
u 

C
L

C
A

子
ど
も
を
育
て
る
た
め

に
全
面
的
ま
た
は
部
分

的
に
職
業
活
動
を
停
止

ま
た
は
削
減
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
喪
失
し
た
所

得
の
補
償

○
20

04
年

1
月

1
日
以
降
に
出
産
し
た
か
ま

た
は
養
子
に
し
た

3
歳
未
満
の
扶
養
す
る
子

ど
も
が
，
少
な
く
と
も

1
人
い
る
こ
と

○
就
労
の
全
面
停
止
ま
た
は
部
分
的
停
止
を

し
て
い
る
こ
と

○
老
齢
拠
出
金
を

8
四
半
期（
計

24
カ
月
）

以
上
拠
出
し
て
い
る
こ
と（
継
続
ま
た
は
断

続
）

–
第

1
子
：
過
去

2
年
間
，
第

2
子
：
過

去
4
年
間
，
第

3
子
：
過
去

5
年
間

○
前
述
の
期
間
に
は
，
以
下
の
期
間
を
含
む

病
気
休
職
，
補
償
さ
れ
た
出
産
休
業
，
有
償

の
職
業
教
育
，
補
償
さ
れ
た
失
業
期
間（
第

1
子
に
つ
い
て
は
除
く
），
育
児
親
手
当（
旧
）お

よ
び
就
業
自
由
選
択
補
足
手
当
の
受
給
期
間

所
得
要
件
な
し

○
全
面
的
就
業
活
動
停
止
：
月

35
3.

67
，
基

礎
手
当
受
給
し
て
い
な
い
場
合
は
月

52
1.

85
○
部
分
的
就
業
活
動
停
止
：
半
分
以
下
の

労
働
時
間
は
月

22
8.

63
，
基
礎
手
当
を
受
給

し
て
い
な
い
場
合
は
月

39
6.

82
，5

0％
か
ら

80
％
の
労
働
時
間
は
月

13
1.

88
，
基
礎
手
当

を
受
給
し
て
い
な
い
場
合
は
月

30
0.

08
○
扶
養
す
る
子
ど
も

1
人
：
出
産
，
出
産
休

業
，
父
親
休
暇
，
養
子
休
業
，
病
気
休
暇
終

了
か
ら

6
カ
月
間

○
扶
養
す
る

2
人
以
上
の
子
ど
も
：
受
給
要

件
が
続
く
限
り
，
末
子
が

3
歳
の
誕
生
日
に

な
る
前
月
ま
で
の
期
間
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手
当
の
名
称

目
　
的

受
給
要
件

所
得
要
件

支
　
給

そ
の
他

保
育
方
法
自
由
選
択
補

足
手
当

L
e 

co
m

pl
ém

en
t d

e 
lib

re
 c

ho
ix

 d
u 

m
od

e 
de

 g
ar

de
, P

A
JE

-C
M

G
 

ou
 C

O
L

C
A

公
認
保
育
マ
マ
ま
た
は

自
宅
保
育
者
の
雇
用
に

よ
っ
て
生
じ
た
負
担
の

補
償

○
職
業
活
動
に
よ
る
収
入
が
，1
人
の
と
き

は
最
低
月

36
7.

87
，
カ
ッ
プ
ル
の
と
き
は
最

低
73

5.
74
あ
る
こ
と

○
保
育
マ
マ
は
，
母
子
保
護
セ
ン
タ
ー
に

よ
っ
て
公
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
．
保
育
す
る

子
ど
も
に
つ
い
て
そ
の
日
給
が

20
06
年

1
月

1
日
現
在
で

40
.1

5
を
超
え
な
い
こ
と

○
保
育
マ
マ
や
自
宅
保
育
者
を
雇
用
す
る
，

資
格
の
あ
る
民
間
団
体
ま
た
は
企
業
に
依
頼

す
る
場
合
も
，
こ
の
手
当
を
受
給
で
き
る

子
ど
も
は
少
な
く
と
も

1
カ
月
に

16
時
間
保

育
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

所
得
要
件
な
し

○
雇
用
し
た
労
働
者
の
報
酬
の
一
部
，
公
認

保
育
マ
マ
雇
用
の
社
会
保
険
料
に
対
し
て

10
0％
，
自
宅
保
育
雇
用
に
対
し
て
は

50
％
，

た
だ
し
，3
歳
未
満
の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
月

38
8
が
上
限
，3
歳
か
ら

6
歳
未
満
の
子
ど
も

に
つ
い
て
は

19
4
が
上
限

○
所
得
，
子
ど
も
の
数
，
年
齢
に
応
じ
て
，
保

育
者
の
賃
金
の
部
分
的
負
担
額
が
決
ま
る

○
最
低
，
費
用
の

15
％
は
，
自
己
負
担

○
所
得
上
限
区
分
：

A
（
子
ど
も

1
人

14
87

0
未
満
，2
人

17
12

0
未
満
，3
人

19
82

1
未
満
），

B
（
子
ど
も

1
人

33
04

4
未
満
，2
人

38
04

5
未
満
，3
人

44
04

6
未
満
），

C
（
子
ど
も

1
人

33
04

4
以
上
，2
人

38
04

5
以
上
，3
人

44
04

6
以
上
）

○
上
記
所
得
区
分
に
応
じ
て
負
担
肩
代
わ
り

月
額
の
上
限
が
決
ま
る

保
育
者
の
直
接
的
報
酬
：

3
歳
未
満
の
子
ど
も

– 
A

36
8.

48
，

B
26

3.
22
，

C
15

7.
91
，3
歳
以
上

6
歳
未
満
の
子
ど
も

– 
A

18
4.

27
，

B
13

1.
63
，

C
78

.9
6

保
育
マ
マ
を
雇
用
す
る
民
間
団
体
ま
た
は

企
業
へ
の
報
酬
：

3
歳
未
満
の
子
ど
も

– 
A

63
1.

66
，

B
52

6.
39
，

C
42

1.
12
，3
歳
以
上

6
歳
未
満
の
子
ど
も

– 
A

31
5.

84
，

B
26

3.
20
，

C
21

0.
57

自
宅
保
育
者
を
雇
用
す
る
民
間
団
体
ま
た

は
企
業
へ
の
報
酬
：

3
歳
未
満
の
子
ど
も

– 
A

76
3.

29
，

B
65

7.
98
，

C
55

2.
71
，3
歳
以
上

6
歳
未
満
の
子
ど
も

– 
A

38
1.

65
，

B
32

8.
99
，

C
27

6.
36

○
保
育
方
法
に
応
じ
て
，
保
育
マ

マ
の
雇
用
へ
の
税
控
除
ま
た
は
自

宅
保
育
者
の
雇
用
へ
の
減
税
が

あ
る
○
家
族
手
当
金
庫
は
，
利
用
者
の

申
請
受
付
後
，

Pa
je

m
pl

oi
セ
ン

タ
ー
に
，
保
育
者
の
雇
用
を
申
告

す
る
同
セ
ン
タ
ー
は
，
保
育
者
の
報
酬

を
毎
月
申
告
す
る
記
録
簿
を
，
利

用
者
に
送
付
す
る

同
セ
ン
タ
ー
は
，
家
族
手
当
金
庫

が
負
担
す
る
保
険
料
を
計
算
し
，

利
用
者
負
担
部
分
を
利
用
者
に
知

ら
せ
る

同
セ
ン
タ
ー
は
，
保
育
者
に
，
賃

金
明
細
書
に
相
当
す
る
雇
用
証
明

を
送
付
す
る

○
保
育
マ
マ
お
よ
び
自
宅
保
育
者

を
同
時
利
用
す
る
場
合
は
，
各
保

育
者
の
報
酬
の
部
分
的
負
担
を
同

時
に
受
け
る
こ
と
は
，
一
定
の
条

件
で
可
能
で
あ
る

家
族
援
助
手
当

L
’ a

llo
ca

tio
n 

de
 s

ou
tie

n 
fa

m
ili

al
, A

SF

単
身
の
父
ま
た
は
母
，

あ
る
い
は
子
ど
も
を
引

き
取
っ
て
い
る
人
に
対

す
る
，
子
ど
も
の
養
育

費
用
の
補
償

○
少
な
く
と
も

1
人
の
子
ど
も
を
扶
養
し
て

い
る
こ
と（
父
ま
た
は
母
で
あ
る
場
合
お
よ

び
単
身
の
場
合
，
カ
ッ
プ
ル
で
あ
っ
て
も

そ
の
よ
う
な
子
ど
も
を
受
け
入
れ
て
い
る
場

合
）
○
両
親
ま
た
は
片
親
の
い
な
い
孤
児
ま
た
は
，

片
親
が
不
明
で
あ
る
子
ど
も
で
あ
る
こ
と

○
継
続
的
に
少
な
く
と
も

2
カ
月
間
片
親
が
子

ど
も
を
扶
養
し
て
い
な
い
場
合
は
，
一
定
の

条
件
を
満
た
せ
ば
暫
定
的
に
支
給
す
る

所
得
要
件
な
し

○
1
人
で
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
場
合
は
，

子
ど
も

1
人
に
つ
き

82
.3

6
○
両
親
の
援
助
が
な
い
子
ど
も
を
受
け
入
れ

て
扶
養
し
て
い
る
場
合
は
，
子
ど
も

1
人
に

つ
き

10
9.

81

○
家
族
援
助
手
当
は
，
受
給
者
の

婚
姻
，
事
実
婚
，
民
事
連
帯
契
約

（
PA

C
S）
の
場
合
は
，
停
止
さ
れ
る
．

た
だ
し
，
受
給
者
が
，
子
ど
も
を

引
き
取
り
，
そ
の
子
ど
も
の
父
ま

た
は
母
で
は
な
い
と
き
を
除
く
．
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手
当
の
名
称

目
　
的

受
給
要
件

所
得
要
件

支
　
給

そ
の
他

障
碍
児
教
育
手
当

L’
al

lo
ca

tio
n 

d’
éd

uc
at

io
n 

d’
en

fa
nt

 h
an

di
ca

pé
, 

A
E

E
H

障
碍
児
の
扶
養
に
か
か

る
費
用
の
補
償

○
20
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

○
永
久
的
な
障
碍
が
少
な
く
と
も

80
％
（
等

級
）で
あ
る
こ
と

た
だ
し
，
特
別
の
施
設
に
通
っ
て
い
る
場
合
，

ま
た
は
障
碍
の
状
態
が
特
別
教
育
サ
ー
ビ
ス

や
自
宅
で
の
世
話
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る

場
合
は
，5

0％
か
ら

80
％
で
も
支
給
対
象
と

な
る
こ
と
が
で
き
る

○
疾
病
保
険
，
国
，
社
会
扶
助
に
よ
っ
て
宿

泊
費
を
全
額
負
担
さ
れ
る
寄
宿
生
で
な
い
こ
と

所
得
要
件
な
し

○
基
礎
額
は
，
月

11
7.

72
○
基
礎
額
に
は
，
い
く
つ
か
の
要
因（
職
業

活
動
の
停
止
，
有
償
に
よ
る
第
三
者
の
雇
用
，

子
ど
も
の
健
康
状
態
に
よ
っ
て
か
か
っ
た
経

費
）に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る

補
足
手
当
が
加
算
さ
れ
る
補
足
手
当
は
，6

つ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
。
①

88
.2

9，
②

23
9.

12
，
③

33
8.

44
，
④

52
4.

47
，
⑤

67
0.

30
，
⑥

98
2.

15
○
支
給
期
間
は
，
県
の
障
碍
者
の
権
利
・
自

律
委
員
会
が
，
子
ど
も
ま
た
は
青
少
年
の
健

康
状
態
を
判
断
し
て
決
め
る

最
低

1
年
間（
最
高

5
年
間
）
の
支
給
期
間

で
，
更
新
が
可
能

○
障
碍
児
教
育
手
当
の
申
請
お

よ
び
証
明
書
類
は
，
県
の
障
碍
者

セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

同
セ
ン
タ
ー
は
，
障
碍
者
の
権
利・

自
律
委
員
会
に
伝
え
る

○
子
ど
も
が
寄
宿
舎
に
い
る
場
合

は
，
子
ど
も
が
帰
宅
し
て
い
る
期

間
，
障
碍
児
教
育
手
当
を
受
給
で

き
る（
例
　
休
暇
ま
た
は
週
末
）

親
つ
き
そ
い
日
々
手
当

L
’ a

llo
ca

tio
n 

jo
ur

na
liè

re
 d

e 
pr

és
en

ce
 p

ar
en

ta
le

, 
A

JP
P

重
大
な
病
気
，
事
故
，

障
碍
の
子
ど
も
の
世
話

を
す
る
た
め
に
，
職
業

活
動
の
全
面
的
ま
た
は

部
分
的
停
止
に
よ
っ
て

発
生
す
る
所
得
の
喪
失

の
補
償

○
子
ど
も
が

20
歳
未
満
で
あ
り
，
重
大
な
病

気
ま
た
は
障
碍
が
あ
り
，
あ
る
い
は
重
大
な

事
故
の
犠
牲
者
で
あ
り
，
つ
き
そ
い
を
必
要

と
す
る
こ
と

○
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
た
め
に
職
業
活
動

を
停
止
し
て
い
る
こ
と

労
働
者
の
場
合
は
，
親
つ
き
そ
い
休
暇
を
取

得
し
て
い
る
こ
と

○
つ
き
き
り
の
世
話
や
継
続
的
な
つ
き
そ
い

を
必
要
と
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
診
断
書
を

提
出
す
る
こ
と

所
得
要
件
な
し

た
だ
し
，
補
足
手
当
に
は
所
得
要

件
が
あ
る

○
親
つ
き
そ
い
休
暇
と
し
て
，
毎
月
欠
勤
日

（
上
限
は

22
日
）
の
日
数
に
応
じ
て
月
ご
と

に
支
給
さ
れ
る
　

・
カ
ッ
プ
ル
で
生
活

– 
1
日

39
.5

8，
単
身
で

生
活

– 
47

.0
2

○
子
ど
も
の
健
康
状
態
に
よ
る
経
費
を
負
担

し
た
場
合
，
総
額

10
1.

72
を
超
え
る
額
の
場

合
，
補
足
手
当
が
月
額

10
1.

22
支
給
さ
れ
る

が
，
以
下
の
所
得
要
件
が
あ
る

A
 :1
つ
の
所
得
の
カ
ッ
プ
ル
，

B
 :
単
親
ま
た

は
2
つ
の
所
得
の
カ
ッ
プ
ル（
年
収
）
子
ど
も

1
人
：

A
18

56
3，

B
24

53
2，

2
人
：

A
22

27
6，

B
28

24
5，

3
人
：

A
26

73
1，

B
32

70
0，
そ
れ

以
上
の
場
合

1
人
に
つ
き

A
・

B
44

55
各
加
算

○
6
カ
月
間
権
利
は
有
効
で
あ
り
，3
年
間
は

更
新
で
き
る

○
3
年
間
に
，
最
大

31
0
日
分
の
日
々
手
当

を
支
給

○
親
つ
き
そ
い
日
々
手
当
の
支
給

は
，
そ
の
期
間
，
疾
病
保
険
の
現

物
給
付
や
老
齢
保
険
の
権
利
を
も

た
ら
す

新
学
期
手
当

L’
al

lo
ca

tio
n 

de
 re

nt
ré

e 
sc

ol
ai

re
, A

R
S

扶
養
す
る
子
ど
も
の
新

学
期
に
発
生
す
る
費
用

の
補
償

○
6
歳
か
ら

18
歳
ま
で
の
扶
養
す
る
子
ど
も

が
い
る
こ
と

所
得
要
件
あ
り

扶
養
す
る
子
ど
も
の
数
に
よ
る
所

得
制
限
（
年
収
）

1
人
：

17
01

1，
2
人
：

20
93

7，
3

人
：

24
86

3，
そ
れ
以
上
の
子
ど

も
1
人
に
つ
き

39
26
加
算

○
20

06
年
の
新
学
期
に
つ
い
て
，
子
ど
も

1
人
に
つ
い
て

26
8

○
新
学
期
手
当
は
，1

6
歳
か
ら

18
歳
を
除

き
，
新
学
期
少
し
前
に
支
給
さ
れ
る

○
所
得
要
件
を
若
干
超
え
て
い
る
場
合
は
，

逓
減
的
な
手
当
が
支
給
さ
れ
る

○
子
ど
も
が

16
歳
未
満
の
と
き

は
，
所
得
申
告
を
済
ま
せ
て
お
り
，

権
利
が
あ
る
場
合
は
，
家
族
手
当

金
庫
は
，
自
動
的
に
給
付
す
る

し
か
し
，
家
族
手
当
金
庫
の
受

給
者
に
な
っ
て
い
な
い
と
き
は
，

20
06
年

5
月
か

6
月
に
金
庫
に
た

ず
ね
る
こ
と

○
16
歳
か
ら

18
歳
の
青
少
年
の

場
合
は
，
就
学
ま
た
は
見
習
い
証

明
書
が
必
要
で
あ
る
。
新
学
期
の

と
き
に
家
族
手
当
金
庫
か
ら
送
ら

れ
て
く
る

20
歳
未
満
の
子
ど
も
の

就
学
証
明
書
を
，
金
庫
に
返
送
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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手
当
の
名
称

目
的

受
給
要
件

所
得
要
件

支
給

そ
の
他

第
2
子
か
ら
支
給
す
る
手
当

家
族
手
当

L
es

 a
llo

ca
tio

ns
fa

m
ili

al
es

, A
F

第
2
子
以
上
の
子
ど
も

の
養
育
か
ら
発
生
す
る

費
用
の
補
償

○
20
歳
未
満
の
子
ど
も
が

2
人
以
上
い
る
こ

と
所
得
要
件
な
し

○
同
居
す
る
扶
養
す
る
子
ど
も
の
数
に
よ
っ

て
家
族
手
当
の
月
額
が
異
な
る

子
ど
も

2
人
：

11
7.

14
子
ど
も

3
人
：

26
7.

21
子
ど
も

4
人
：

41
7.

28
そ
れ
以
上
子
ど
も
が
増
え
る
ご
と
に

15
0.

08
加
算
○
子
ど
も
が
大
き
く
な
る
と
加
算
さ
れ
る

11
歳
以
上

16
歳
未
満
：
月
額

32
.9

51
6
歳
以
上
：

58
.5

7
○
上
記
加
算
は
，
以
下
の
子
ど
も
に
は
支
給

さ
れ
な
い
，2
人
の
子
ど
も
の
い
る
家
族
の

最
年
長
子
ま
た
は
扶
養
す
る

2
人
の
子
ど
も

が
い
な
く
な
っ
た
家
族
の
年
長
子

○
家
族
手
当
は
，
第

2
子
以
降
の
誕
生
や
養

子
の
翌
月
か
ら
支
給
さ
れ
る

○
養
育
す
る
子
ど
も
が

1
人
に
な
っ
た
場
合

ま
た
は
い
な
く
な
っ
た
場
合
は
，
そ
の
前
月

末
で
手
当
は
停
止
す
る

○
最
年
長
子
が

20
歳
に
達
す
る
，3
人
以
上

の
子
ど
も
の
い
る
家
族
に
対
し
て
は
，
月

74
.0

6
の
一
括
手
当
を
，1
年
間
支
給
す
る

第
3
子
か
ら
支
給
す
る
手
当

家
族
補
足
手
当

Le
 c

om
pl

ém
en

t 
fa

m
ili

al
, C

F

3
人
以
上
の
子
ど
も
の

養
育
か
ら
発
生
す
る
費

用
の
補
償

○
す
べ
て
が

3
歳
以
上
で

21
歳
未
満
の

3
人

以
上
の
子
ど
も
が
い
る
こ
と

所
得
要
件
あ
り

○
A

 :
1
つ
の
所
得
の
カ
ッ
プ
ル
，

B
 :
単
親
ま
た
は

2
つ
の
就
業
所
得

が
あ
る
カ
ッ
プ
ル
の
所
得
の
上
限

（
年
収
）

同
居
の
子
ど
も
の
数
が

3
人
：

A
26

28
5，

B
32

15
4，

4
人
：

A
30

66
6，

B
36

53
5，
そ
れ
以
上

の
子
ど
も
に
つ
い
て
：

A
・

B
43

81
各
加
算

○
月

15
2.

46
支
給
，
支
給
上
限
の
所
得
を

若
干
超
え
る
と
き
は
，
減
額
さ
れ
た
家
族
補

足
手
当
を
支
給

○
最
年
少
子
の

3
歳
の
誕
生
日
か
ら
支
給

○
3
歳
以
上
の
子
ど
も
が

3
人
未
満
に
な
っ

た
と
き
か
ら
，
ま
た
は
新
た
な
子
ど
も
が
乳

幼
児
受
入
れ
給
付
の
基
礎
手
当
を
受
給
す
る

と
き
か
ら
，
家
族
補
足
手
当
の
支
給
は
終
了

す
る

○
家
族
補
足
手
当
は
，
申
請
を
要

し
な
い

家
族
手
当
金
庫
は
，
条
件
を
満
た

し
，
か
つ
年
収
を
申
告
し
て
い
る

と
き
は
，
自
動
的
に
支
給
す
る

【
住
宅
関
連
の
給
付
】

手
当
の
名
称

目
的

受
給
要
件

所
得
要
件

支
給

そ
の
他

住
宅
援
助
手
当

Le
s 

ai
de

s 
au

 
lo

ge
m

en
t

優
先
順
位
に
よ
り
支
給

併
給
不
可

共
通
の
受
給
要
件

①
住
宅
の
負
担
を
し
て
い
る
こ
と（
家
賃
ま

た
は
ロ
ー
ン
返
済
）

②
当
該
住
宅
が
，1
年
に
少
な
く
と
も

8
カ

月
，
本
人
，
配
偶
者
（
事
実
婚
配
偶
者
），
扶

養
す
る
者
に
よ
っ
て
主
た
る
住
所
と
な
っ
て

い
る
こ
と

③
住
宅
は
，
最
低
の
設
備
の
あ
る
良
好
な
住

宅
で
あ
り
，
健
康
と
安
全
の
規
格
に
合
致
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

住
宅
に
は
，
一
定
の
広
さ
が
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と

3
つ
の
住
宅
援
助
手
当
に
共
通
の

所
得
要
件
あ
り

○
世
帯
の
所
得
が
一
定
以
下
で
あ

る
こ
と

○
以
下
の
要
因
に
よ
っ
て
支
給
額
が
異
な
っ

て
く
る

・
子
ど
も
と
被
扶
養
者
の
人
数

・
住
宅
の
場
所

・
家
賃
の
額
，
ロ
ー
ン
の
月
額
返
済
額

・
世
帯
の
所
得
な
ど

○
住
宅
援
助
手
当
は
，
総
額
が

24
以
下
の

場
合
は
，
支
給
さ
れ
な
い
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手
当
の
名
称

目
的

受
給
要
件

所
得
要
件

支
給

そ
の
他

第
1
順
位
　
個
別
住
宅

助
成
金

L’
ai

de
 p

er
so

nn
al

is
ée

 
au

 lo
ge

m
en

t, 
A

P
L

家
賃
，
ま
た
は
主
た
る

住
所（
ま
た
は
賃
貸
を

目
的
と
す
る
住
宅
）
の

建
設
，
取
得
，
改
修

の
た
め
の
，
所
有
権
取

得
ロ
ー
ン
，
社
会
福
祉

的
取
得
ロ
ー
ン
，
協
定

ロ
ー
ン
の
返
済
に
関
連

す
る
費
用
の
部
分
的
補

償

○
家
賃
の
上
昇
，
賃
貸
借
契
約
の
期
間
，
維

持
条
件
，
設
備
規
格
を
定
め
る
家
主
と
国
と

の
間
の
協
定
の
対
象
で
あ
る
中
古
ま
た
は
新

築
の
住
宅
の
借
家
人

○
住
宅
の
改
修
，
拡
張
，
改
造
を
伴
う
か
否

か
を
問
わ
ず
，
社
会
的
取
得
ロ
ー
ン
，
住
宅

取
得
援
助
ロ
ー
ン
，
中
古
ま
た
は
新
築
の
住

宅
取
得
の
た
め
の
協
定
さ
れ
た
ロ
ー
ン
の
い

ず
れ
か
の
契
約
を
し
て
い
る
住
宅
所
有
者
と

な
る
者
，
ま
た
は
所
有
者

第
2
順
位
　
家
族
住
宅

手
当

L’
al

lo
ca

tio
n 

de
 

lo
ge

m
en

tà
 c

ar
ac

tè
re

 
fa

m
ili

al
, A

LF

家
賃
，
ま
た
は
主
た
る

住
所
の
所
有
権
の
取
得

の
た
め
の
ロ
ー
ン
返
済

に
関
連
す
る
費
用
の
部

分
的
補
償

○
個
別
住
宅
助
成
金
の
対
象
者
で
な
い
こ
と

○
子
ど
も
が
い
る
こ
と
ま
た
は
子
ど
も
が
産

ま
れ
る
こ
と
，
あ
る
い
は
扶
養
す
べ
き
人
が
い

る
こ
と

○
ま
た
は
，
各
配
偶
者
が

40
歳
前
に
婚
姻
し
，

5
年
以
内
に
婚
姻
世
帯
を
形
成
し
た
こ
と

第
3
順
位
　
社
会
福
祉

住
宅
手
当

L’
al

lo
ca

tio
n 

de
 

lo
ge

m
en

t à
 c

ar
ac

tè
re

 
so

ci
al

, A
LS

家
賃
，
ま
た
は
主
た
る

住
所
の
所
有
権
の
取
得

の
た
め
の
ロ
ー
ン
返
済

に
関
連
す
る
費
用
の
部

分
的
補
償

○
個
別
住
宅
助
成
金
お
よ
び
家
族
住
宅
手
当

を
受
給
し
て
い
な
い
者

引
越
し
手
当

La
 p

rim
e 

de
 

dé
m

én
ag

em
en

t

3
人
目
以
上
の
子
ど
も

の
出
産
に
よ
る
引
越
し

に
関
連
す
る
費
用
の
部

分
的
補
償

引
越
し
後

6
カ
月
以
内
に
受
給
す
る
た
め
に
，

以
下
の

3
つ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と

○
扶
養
す
る

3
人
以
上
の
子
ど
も

(既
に
産

ま
れ
て
い
る
か
，
こ
れ
か
ら
産
ま
れ
る
子
ど

も
)が
い
る
こ
と

○
妊
娠

3
カ
月
目
の

1
日
か
ら
最
年
少
子
の

2
歳
の
誕
生
日
の
前
月
末
ま
で
に
，
引
越
し
を

す
る
こ
と

○
新
し
い
住
宅
に
つ
い
て
，
個
別
住
宅
助
成

金
ま
た
は
家
族
住
宅
手
当
の
権
利
を
有
し
て

い
る
こ
と

所
得
要
件
あ
り

○
扶
養
す
る

3
人
の
子
ど
も
に
対
し
て
，

88
2.

89
を
上
限
に
，
引
越
し
に
か
か
っ
た
費
用

子
ど
も
が

1
人
増
え
る
ご
と
に
，7

3.
57
加
算

す
る
○
引
越
し
か
ら

6
カ
月
以
内
に
家
族
手
当
金

庫
に
申
請
す
る

【
最
低
所
得
保
障
関
連
の
給
付
】

手
当
の
名
称

目
的

受
給
要
件

所
得
要
件

支
給

そ
の
他

単
親
手
当

L’
al

lo
ca

tio
n 

de
 

pa
re

nt
 is

ol
é,

 A
P

I

１
人
以
上
の
子
ど
も
の

扶
養
を
引
き
受
け
た
単

親
へ
の
最
低
家
族
所
得

の
保
障

○
妊
娠
し
て
い
る
か
，
ま
た
は
少
な
く
と
も

1
人
子
ど
も
が
い
る
こ
と

○
配
偶
者
，
事
実
婚
配
偶
者
，

PA
C

S
パ
ー

ト
ナ
ー
の
所
得
が
な
く
，
死
亡
，
別
居
，
離

婚
，
拘
禁
，
入
院
の
後
，1
人
で
暮
ら
し
て
い

る
こ
と

所
得
要
件
あ
り

○
最
近

3
カ
月
の
平
均
月
額
が
，

単
親
手
当
の
最
高
額
よ
り
も
低
い

こ
と

・
 所
得
に
は
，
す
べ
て
の
収
入
お

よ
び
家
族
給
付
も
入
る

・
 職
業
活
動
を
停
止
し
，
失
業
補

償
ま
た
は
疾
病
補
償
の
権
利
が

な
い
場
合
は
，
就
業
の
所
得
は
，

こ
の
所
得
制
限
に
は
含
ま
れ
な
い

○
単
親
手
当
の
上
限

子
ど
も
の
い
な
い
妊
娠
女
性
：

55
1.

81
，1

人
の
子
ど
も
の
い
る
親
：

73
7.

75
，
子
ど
も

1
人
に
つ
き

18
3.

94
加
算

○
単
親
手
当
は
，
申
請
の
月
か
ら
支
給

3
カ
月
間
に
，
家
族
手
当
金
庫
は
，
次
の

3
カ
月
間
に
単
親
手
当
の
権
利
が
あ
る
か
ど
う

か
を
再
審
査
す
る
た
め
に
，
所
得
申
告
を
受

給
前
に
送
付
す
る

○
単
親
手
当
の
権
利
が
な
く
な
っ

た
場
合
は
，参
入
最
低
所
得（

R
M

I）
を
申
請
で
き
る

作
成
　
神
尾
真
知
子

出
所
：

 C
N

A
F,

 V
os

 p
re

st
at

io
ns

 2
00

6．
各
手
当
の
支
給
目
的
は
，D

om
in

iq
ue

 G
ra

nd
gu

ill
ot

, L
’ e

ss
en

tie
l d

u 
D

ro
it 

de
 la

 S
éc

ur
ité

 s
oc

ia
le

, 4
e 
éd

iti
on

, G
ua

lin
o 

éd
ite

ur
, 2

00
4,

 p
p.

10
0-

10
9
に
拠
っ
た
．
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図
14
　
家
族
給
付
の
全
体
像

作
成
　
神
尾
真
知
子

注
：

 1
） 
多
胎
出
産
の
場
合
は
，
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の
数
に
応
じ
て
支
給
す
る
．

 
2）

 養
子
の
場
合
は
，

3
年
間

20
歳
ま
で
支
給
．

　
　
は
，
第

1
子
か
ら
支
給
さ
れ
る
手
当
で
あ
る
．

★
は
，「
乳
幼
児
受
け
入
れ
給
付
」
で
あ
る
．

単
親
手
当

新
学
期
手
当

家
族
補
足
手
当

片
方
ま
た
は

両
方
の
親
か
ら

の
援
助
が
な
い

場
合

障
碍
児
の
養
育

病
気・
事
故・

障
碍
の
子
ど
も
の

つ
き
そ
い

2人
以
上
の

子
ど
も
の
養
育

第
1子
は

6カ
月
間

第
2子
以
降
は

3歳
未
満
ま
で

　
住
宅
援
助
手
当

第
1順
位

 
個
別
住
宅

 
助
成
金

第
2順
位

 
家
族
住
宅

 
手
当

第
3順
位

 
社
会
福
祉

 
住
宅
手
当

18
歳
未
満
ま
で

6歳
未
満
ま
で

20
歳
未
満
ま
で

20
歳
未
満
ま
で

原
則
とし
て

20
歳
未
満
ま
で

12
カ
月
間
ま
た
は

3歳
未
満
ま
で

以
下
の
手
当
の
うち
一
定
の

条
件
の
下
で
い
ず
れ
か
を
支
給
．

優
先
順
位
は
以
下
の
通
り
．

〈
所
得
制
限
あ
り
〉

〈
所
得
制
限
な
し
〉

子
　
育
　
て
　
関
　
連
　
給
　
付

住
宅
関
連
給
付

最
 低

 生
 活

保
障
関
連
給
付

出
産
手
当

★

基
礎
手
当

★

養
子
手
当

★

家
族
手
当

家
族
援
助

手
当

障
害
児
教
育

手
当

親
つ
き
そ
い

日々
手
当

就
業
自
由
選
択

補
足
手
当

★
保
育
方
法
自
由

選
択
補
足
手
当

★

21
歳
未
満
ま
で

21
歳
未
満
ま
で

3歳
未
満
ま
で1） 2）

（
3人
以
上
の
子
ど
も
の
養
育
）

障
碍
等
級
の

認
定
に
より
更
新

3年
間
に

最
大

31
0日
分
の

親
つ
き
そ
い

日々
手
当
を
支
給

妊
娠

7カ
月
目

養
子・

引
き
取
り

誕
生
・
養
子

3　
　
歳

6　
　
歳

18
　
　
歳

20
　
　
歳

21
　
　
歳
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表14　本国および海外県の法定給付受給者（2006年）

注：*　国境地帯の労働者に関する手当である
出所：CNAF - fi chier FILEAS.

本国 海外県
実数（人） 前年比（％） 実数（人） 前年比（％）

受給権者総数 10 263 465 -0.6 452 095 1.2

子ども総数 12 754 037 0.3 591 875 0.8

適用対象者数 28 244 776 -0.1 1 212 143 0.9

子どもの扶養
・家族手当 4 353 763 0.4 265 453 1.2

・うち　一括支給された家族手当 112 397 -2.3 6 026 -3.5

・うち　11歳からの加算 1607 774 -0.5 91 909 -0.1

・うち　16歳からの加算 651 366 -1.0 60 395 3.9

・家族補足手当 796 457 -2.0 33 845 -4.1

・新学期手当 2 667 995 -1.7 168 136 -1.1

うち　他の給付を受けていない1人の子どものいる家族 204 396 -1.2 182 25.5

乳幼児の誕生
・乳幼児受け入れ給付 1 948 142 41.3 78 757 39.4

・うち　出産・養子手当 52 388 0.2 2 223 5.0

・うち　基礎手当 1 749 620 42.0 75 231 40.4

・うち　就業自由選択補足手当 578 241 47.4 9 017 49.9

・うち　「保育ママ」補足手当 459 896 62.3 2 223 59.4

・うち　「自宅保育」補足手当 33 381 63.2 465 57.6

・うち　「組織」保育補足手当 1 326 2

・自宅保育手当（旧） 23 009 -33.6 95 -3.1

・保育ママ雇用家族援助手当（旧） 220 070 -41.8 353 -62.4

単親
・単親手当 189 876 4.9 26 402 10.9

・家族援助手当 592 370 0.2 91 615 1.7

住宅
・家族住宅手当 1 088 707 -0.9 110 763 -0.6

・社会福祉住宅手当 2 014 880 -2.4 61 124 0.9

・個別住宅助成金 2 385 445 -3.3

障碍
・障碍児教育手当 142 115 12.4 5 220 1.3

・親つきそい日々手当（親つきそい手当を含む） 4 393 12.6 28 -26.3

・障碍者手当 745 136 0.5 27 160 1.5

・障碍者手当の補足手当 166 674 2.9 3 350 14.4

・うち　障碍者補足手当 7 911 -43.4 72 -30.8

・うち　自立生活加算 111 039 -9.4 2 584 -3.5

・うち　障碍者所得補償 47 724 87.3 694 378.6

不安定
・参入最低所得 1 101 372 -0.9 154 177 -0.6

・連帯所得 10 991 10.3

その他
・逓減手当* 9 934 -3.6
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4. 税制

（1）家族係数（税一般法典193条～ 199条）

3で説明した家族給付に対しては、税金や一般社

会拠出金（contribution sociale généralisée, CSG）43）は

課されないが、社会債務償還拠出金（contribution au 

remboursement de la dette sociale, CRDS）44）は、単親

手当および障碍児教育手当を除き、課される。

子育て家庭に配慮した、フランスの特色的な税

制は、家族係数（quotient familial）といわれる制

度である。フランスの税制は、日本のように個人

単位ではなく、各種所得控除後の課税所得を家族

単位で合算するという家族を単位に課税するシス

テムになっている。その合算所得（r）を家族の人

数と構成を考慮した家族係数（n）で除し、それに税

率（a）を掛けて、家族係数1単位が納付するべき税

額を算出する。それに、家族係数（n）を乗じた金額

が、家族全体の納付税額となる（n分のn乗方式と

いう）45）。したがって、家族係数が多ければ、それ

だけ納付すべき税金は少なくなる。

子どもの数や家族の状況が配慮され、次のよう

な家族係数になっている。

扶養する子どものいない独身・離婚者・死別者1

子どものいない既婚者2

扶養する子どもが1人いる独身者・離婚者1.5

扶養する子どもが1人いる既婚者・死別者2.5

扶養する子どもが2人いる独身者・離婚者2

扶養する子どもが2人いる既婚者・死別者3

扶養する子どもが3人いる独身者・離婚者3

扶養する子どもが3人いる既婚者・死別者4

扶養する子どもが4人いる独身者・離婚者4

扶養する子どもが4人いる既婚者・死別者5

扶養する子どもが5人いる独身者・離婚者5

扶養する子どもが5人いる既婚者・死別者6

扶養する子どもが6人いる独身者・離婚者6

以下扶養する子どもが1人増えるに応じて家族

係数は1増える。

このように、家族係数において、扶養する子ど

もの数が2人目までは0.5を加算し、3人目以降は

1を加算する。また、死別者は既婚者と同じ扱い

になっている。

（2）税控除 46）（税一般法典199条quater F、244

条quater F）

扶養する子どもの税控除として、中等・高等学

校に通う子どもがいる場合に、次のような額が控

除される。

• 中学校に通う子どもにつき、61ユーロ（1万383円）

• 一般・技術教育高校または職業高校に通う子ど

もにつき、153ユーロ（2万6042円）

• 高等教育訓練を受けている子どもにつき183

ユーロ（3万1148円）

6歳未満の子どもがいて、家の外に子どもを預

けた場合（保育所、一時託児所、託児所、宿泊の

ない余暇センター、学童保育、公認保育ママ）に

かかった費用のうち、最大50％で、2300ユーロ

（39万1483円）までの税控除が受けられる。

また、企業に対して、企業内保育所の設置等を

奨励するために、最高50万ユーロ（8510万5000

円）を上限とする、費用の25％を税控除する（une 

crédit d’impot）。控除できるのは、次のような費用

である。

• 従業員の3歳未満の子どもの受入れをする施設

の設置および運営費用

• 育児親休業を取った労働者のためにかかった職

業訓練費用

• 育児親休業期間の辞職または解雇によって採用さ

れた新しい労働者のために実施した職業訓練費用

• 父親休暇、出産休業、育児親休業、病児看護休

暇を取った労働者に企業が支払った報酬

• 通常の労働時間を超えて発生した職業上の義務

によって必要となった追加的な保育費用を企業

が補填した費用

• 労働法典L.129-13条に定める企業の行う財政的

援助の費用
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III　子育て支援と家族政策

フランスの子育て支援は、「はじめに」で述べ

たように、「家族政策」の中に位置づけられてい

る。家族政策の中に位置づけられていることに

よって、次に述べるような特色を有している。

第1に、毎年開催される家族会議（conference de 

la famille）47）において、家族政策の当事者が一堂

に会し、必要とされる家族政策を議論する。そし

て、議論され、合意されたことを実行する仕組み

が出来ている。そのために必要な法改正や財源確

保などは、早いスピードで実施される。

そのような仕組みの中に子育て支援が位置づけ

られていることによって、常時子育て支援の政策

課題が民主的に取り上げられ、改革が、親のニー

ズに合わせて、きめ細かに行われている。2004年

から実施された家族給付の改正（乳幼児受入れ手

当の導入）は、2003年の家族会議で、子育てしな

がら就労継続を可能にするような家族給付のあ

り方に向けた議論の中で合意形成された。また、

2006年7月から施行された3人以上の子どもを持

つ親に対する就業自由選択オプショナル補足手当

の新設も、2005年の家族会議で提案されたことで

ある。

家族会議に見るような政策策定における民主主

義の確保は、親たちの子育て支援のニーズを的確

に把握することを可能にする。そして、子育て支

援を縦割りではなく、横断的に政策としてとらえ

ることも可能にする。

第2に、家族政策は、もともと多子家族を支援

することから出発したことに見られるように、出

生率向上というnataliste、すなわち「多産奨励的

な」色彩の濃い政策であった。人口置換水準を維

持するためには、3人目の子どもの誕生が必要で

ある。当初の家族給付は、旧育児親手当が第3子

からの支給であったことに見るように、第3子に

重点を置く給付を行ってきた。現在は、第3子か

ら支給されるのは、家族補足手当のみとなった。

多くが第1子からの支給となっている。しかし、

このことは、フランスが出生率を意識しなくなっ

たことを意味しない。

例えば、2005年の家族会議に提出された報告

書のタイトルは、「人口という争点及び家族の子

どもを持ちたいという希望に沿うこと」（ENJEUX 

DEMOGRAPHIQUES ET ACCOMPAGNEMENT 

DU DESIR D’ENFANTS DES FAMILLES）となっ

ている。また、男女間の賃金平等に関する2006

年3月23日法の立法趣旨には、フランスはこのま

までは世代を再生産できないという出生率に対す

る強い危機意識が述べられている。

3人子どもを持っていることを優遇する措置は、

これまで述べてきたように、出産休業、家族給付

の受給要件などさまざまな制度に、今なお見られ

る。フランスの家族政策は、出産奨励的な要素を

完全には払拭していないといってよいだろう 48）。

毎年エリゼ宮で行われる「フランス家族賞」（la 

médaille de la famille）は、子沢山の母親または父

親を表彰しているが、多産奨励の姿勢を政府は捨

て去っていないことを示している 49）。

第3に、かつての家族政策は、片働きの家族に

支給される単一賃金手当のように、家にいる女性

を前提としていた。しかし、1970年代に、働いて

いる女性に対する保育費用手当や育児親手当が規

定され、徐々に働く女性に対する給付が行われる

ようになった。フランスの国家政策の基本にある

のは、働く女性であり、主婦ではないことは確か

である。家族政策のなかでは、「子どものいる女

性労働者」をモデルとしている 50）。

したがって、仕事と家庭の両立が、家族政策に

おいて、重要な政策課題となっている。日本では、

仕事と家庭の両立は、少子化対策に位置づけられ

ているのに対して、フランスでは、家族政策と深

くかかわりながら、男女職業平等のなかにも位置

づけられている。働く女性が子どもを持つことを
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あきらめないように、働く女性が子どもを持つ上

での障害となることを徹底的に取り去ることを心

がける同時に（「家族政策からの要請」）、子ども

のいる女性が働くことが社会の中で当たり前のこ

ととなり、「男女職業平等という要請」からも、仕

事と家庭の両立問題はとらえられている。

労働力が減少するという危機意識の下、フランス

では珍しく和気あいあいと労使間で締結された「男

女間の混在及び職業平等に関する2004年3月1日

全国職業間協定」（Accord national interprofessionnel 

du 1 mars 2004 relatif  à la mixité et l’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes）51）に

は、出産や育児への配慮の言及がある。この全国

職業間協定に基づいて企業レベルで締結された男

女職業平等協定は、一定の要件に合致すると政府

から平等マーク（Label Egalité）が付与されるが、平

等マーク取得の要件の1つに、企業の仕事と家庭の

両立への取り組みがある52）。

ただし、このような仕事と家庭の両立の政策の

対象は、両親に対するものではなく、母親に対す

るものとなっている 53）。フランスでは、スウェー

デンに比べると、育児に男性が参加することへの

政策的な働きかけが弱かった。2002年に導入され

た父親休暇は、男性にも育児の参加を促す画期的

な一歩とフランスでは受け止められている。

第4に、家族政策の基本的な考え方は、「選択

の自由」を保障することにある。子どもが産まれ

たあとに、働き続けるか退職するのか。働きつづ

けるとしたら、どのような保育方法を選択するの

か、集団的保育か、家庭的保育か 54）。

2004年に改革された家族給付が、「就業自由選

択補足手当」、あるいは「保育方法自由選択補足

手当」と名づけられたことは、まさに、「選択の自

由」というフランスの家族政策の真髄を表象する

ものである。

第5に、フランスは日本よりも著しい階層格差

があるので、子育て支援の政策の影響力が、階層

によって異なることである。例えば、1994年にそ

れまで第3子から支給だった育児親手当（現就業

自由選択補足手当）を第2子から支給するように

改正を行ったが、これは低所得の女性たちを家庭

に追いやる結果になってしまった。また、保育所

の数が十分ではないことは、低所得の女性たちの

就労継続を選択する自由を阻害している 55）。

IV　日本の子育て支援への提言

フランスの子育て支援の取り組みとの比較から

見えてくる日本の子育て支援の課題について、い

くつか提言してみたいと思う。

第1に、子育て支援の政策形成おいて、子育て

の現場や親たちのニーズを的確に把握できる仕組

みを作ることである。現在、子育て支援は少子化

対策の中に位置づけられ、出生率の向上という国

家のニーズが先行し、子育ての現場や親たちがど

のような問題に困り、現在の子育て支援制度にど

のような問題があるのか、きめ細かく把握できて

いない。

第2に、子育て支援の政策の実行性を確保する

ことである。フランスは、家族のニーズを的確に

把握し、そして家族会議の提言を迅速に実行して

いる。縦割り行政を乗り越え、省庁間の調整と連

携を行っている。また、家族会議には国会議員も

参加し、必要な法改正をどんどん行っている。行

政機関相互および行政機関と国会がよく連携して

いる。日本では、縦割り行政の壁は厚く、行政機

関と国会との連携は十分ではない。

第3に、子育て支援を充実するためには、財源

の確保が必要となることである。フランスでは、

企業が多くを負担している。より充実した子育て

支援を行っていくための財源を、どのような方法

で確保していくのかを真剣に議論する時期にきて

いる。

第4に、子育て支援において、選択の自由を確
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保する政策を取ることである。図15-1は、「フラン

スの子育てと選択の自由」を図示したものであり、

図15-2は、「日本の子育てと選択の自由」を図示

したものである。対比してみると、フランスと比

べて、日本では、子育てに関して選択の自由がは

るかに少ないことがわかる。選択肢が少ないとい

うことは、それだけ、子育てに関して、壁にぶつ

かることが多くなるということである。選択の自

由が増せば、子育てのしやすさや満足度も増して

いく。

選択の自由を保障するためには、どのような

ニーズを子育てしている人々は持っているのかを

的確に把握する必要がある。

そして、フランスでは、選択に伴う経済的支出
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図15-1　フランスの子育てと選択の自由



フランスの子育て支援

– 69 –

図15-2　日本の子育てと選択の自由

注： 1） 日本では「保育ママによる保育」という選択は，絶対的数が少ないので点線で示した．選択可能性がほとん
どないといってよいだろう．

 2） 事業主の講ずる措置は，以下のうち1つが義務づけられている（育児・介護休業法23条）
  ①短時間勤務の制度
  ②フレックスタイム制
  ③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
  ④所定外労働をさせない制度
  ⑤託児所施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
  1歳（場合によっては1歳6カ月）から3歳に達するまでの子を養育する労働者については，上記措置の代わ

りに育児休業の制度に準じる措置でも可．
 3） 幼稚園は開園時間が短いので，就労継続の方法としては掲載しなかった．幼稚園に預り保育がついている

場合は，可能である．
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を補填する家族給付や税制の優遇措置が設けられ

ている。選択の自由の確保には、このような経済

的保障の裏打ちが必要である。

おわりに

子育て支援の問題を考える際に、いつも疑問に

思うことがある。それは、子育て支援のニーズは、

どのように形成されるのかということである。

社会学の立場で、フランス、スウェーデン、日

本を比較研究された舩橋惠子教授は、政策展開

に、その国の福祉レジームと家族文化が影響を

与えているとしている。福祉レジームは、育児の

コストを国家・市場・家族がどのように分担する

かを規定する。家族文化（家族にかかわる行動パ

ターンのうち比較的わかりにくい深層部分）は、

カップル関係、親子関係、親族のあり方を規定し、

その違いが育児の社会化のあり方に影響する。



海外社会保障研究　Autumn 2007　No. 160

– 70 –

そして、フランスは、親子関係に一定の距離が

あり、歴史的にも子どもを他人に預ける習慣があ

るため、まず保育・教育制度の拡大政策が進めら

れ、公教育と公・私の多様な保育が広がり、フラン

スの保育･教育制度のパッチワーク戦略が，カッ

プルの戦略の中心軸となっていった。そのような

家族戦略の集合は、ますます保育・教育の充実を

求めるニーズになると分析されている 56）。

以上のことを前提とすると、子育て支援の政策

は、その国の家族文化を反映した政策を取って行

くことが妥当であるし、そうなっていくというこ

とになる。したがって、他の国の子育て支援の政

策を学ぶことは大切だが、あくまでも自国のニー

ズをとらえていくことが政策の策定において重要

になってくる。

しかし、問題は、このようなニーズの形成にお

いて、主導しているのはどちらなのだろうかとい

うことである。福祉レジームなのか、家族文化な

のか。私の理解では、舩橋教授は、家族文化を福

祉レジームと対等なものとしてとらえているよう

に思われる。しかし、家族文化およびそれに基づ

くニーズは、福祉レジームの下で、国家により政

策的に主導され、形成されている面があることも

否定できない。
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策研究・研修機構メールマガジン2007年1月17日
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I　出産・子育てをめぐる政策と社会環境

先進的な社会保障制度で知られるスウェー

デンは、40年近くに渡り男女平等の視点から

家庭と仕事の両立可能な社会経済システムの構

築に努めてきた。子どもの権利の視点からは公

的保育を公教育の一環と位置づけ、社会全体で

子どもを育む支援体制を整えている。また所得

分配の公平性の原則により、子育てにかかる経

済的負担を軽減し、親の経済力に左右されない

機会の均等化を図っている。セイブ・ザ・チル

ドレンが発表している「Mother’s Index（母親指

標）」でスウェーデンは2003年以来5年連続首位

の座に就いており 1）、仕事を持ちながら安心して

子どもを産み育てたい女性にとって、最も暮ら

しやすい国であると考えられる。実際多くのス

ウェーデン人が自国は子どもを育てやすい国で

あると考え、将来に対して明るい展望を抱いて

いる 2）。

2006年の出生率（合計特殊出生率）は1.85で、

今後も同水準で推移するものと予測されている

が（SCBa 2007）、1990年代には不況のあおりを

受け、スウェーデンも少子化問題に直面した。

1990年には2.14に達していた出生率が、その後

下降線を辿り、1999年には1.5と過去最低レベル

まで落ち込んだのである（図1参照）。

出生率の低迷が深刻化していた2001年1月、

人々の出産行動を抑制する要因の究明を急務と

みなしたスウェーデン政府は、同国の内閣府と

社会省合同のワーキング・グループを設置し、

同年10月には報告書が発表された。同書では、

「男女が希望する数の子どもをつくる上で特に

重要なのは、社会全体における子どもへのやさ

しさと、子どもを育てやすい労働市場環境であ

■ 要 約
スウェーデンは、早くから男女平等の視点より家庭と仕事の両立を可能とする社会経済システムの構築に努め、子
どもの権利の視点からも子育てをめぐる社会的支援制度の整備を推進してきた。公的保育を公教育の一環と位置づ
け、社会全体で子どもを育む支援体制を整え、子育てにおける両親の協同性を唱えている。また所得分配の公平性の
原則により、子育てにかかる経済的負担を軽減し、親の経済力に左右されない機会の均等化を図っている。さらに人
権平等の見地から、ライフスタイルの多様性を認める法・社会制度を構築している。今日では、1990年代の少子化
問題を通して得た経験から、子どもにやさしい社会と子どもを育てやすい労働環境の実現を目指して更なる取組を
続けている。誰もが人として尊厳をもち、安心して暮らせる希望のある社会のあり方を考える上で、スウェーデンか
ら学べる点は多い。

■ キーワード
子育て支援、家族政策、ワークライフ・バランス、子どもの権利、男女平等

スウェーデンの子育て支援
― ワークライフ・バランスと子どもの権利の実現 ―
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る」との指摘がなされている（Socialdepartementet 

2001:24）。

以上をふまえ、本稿では子どもにやさしい社

会と子どもを育てやすい労働環境づくりを基本

としてワークライフ・バランスの実現に努め、さ

らに子どもの権利と最善の利益に配慮し子ども

を取り巻く環境整備を推進しているスウェーデン

の取組に迫っていきたい。同国の家族政策の変

遷と動向についての考察も試みることとする。

1. 家族政策の理念と変遷

Elmérら（2000）はスウェーデンの家族政策の

目的を、①人口問題、②公平性、③効率性、④

男女平等、と4区分している（表1参照）。1930

年代は社民党（社会民主労働党）が単独政権を

樹立し、同国の社会保障制度の礎が築かれた

時代である。当時、世界恐慌の波を受け、出

生率が世界最低水準（1.7）にまで落ち込んでい

たが、その情勢に警告を鳴らしたのがミュー

ルダール夫妻の著作『人口問題の危機（Kris i 

befolkningsfrågan）』（1934）であった。出生率の低

下は人口の高齢化と労働人口の低下を引き起こ

すため、女性も働いて子どもを生み育てること

ができるよう労働環境を整備する必要性がある、

と指摘したのである。スウェーデン政府はその

翌年、人口問題審議会（のちの人口問題委員会）

を設置し問題に着手した 3）。

40年代には「公平性」の観点より、多子家庭の

生活水準が国民全体の平均水準より低くならな

いよう、子育てにかかる経済的負担の軽減を図

るようになる 4）。

60年代になると「効率性」の視点に立ち、産業

構造の変化で複雑化した社会経済システムには、

高等教育を受けた人材が必要であるとされた。

図1　合計特殊出生率の推移　1976-2006年　

資料： SCB. Befolkningsstatistik
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表1　スウェーデンの家族政策の目的と主な施策

資料： Elmér et al.（2000:89-91）をもとに作成

家族政策の目的 導入開始 主な施策
人口問題 1930年代 人口問題審議会設置（1935年）

公平性 1940年代
児童手当（1947年）。児童福祉法制定（1960年）。妊娠・出産費無料化。出産手
当・住宅手当の導入

効率性 1960年代 義務教育制度改善・中高等教育の整備と拡充・教育費の無料化

男女平等 1970年代
男女平等政策を推進；①所得税の個人別課税制度（1971年），②労働環境の整
備・両親保険導入（1974年）③公的保育の整備と拡充
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国の発展を担う子どもの成長に必要なコストや

教育費を親に全面負担させないよう、諸政策が

打ち出された。子どもへの福祉を強化する目的

から児童福祉法が制定され、妊娠・出産に伴う

医療費の無料化、出産手当の導入、教育費の無

料化、子どものいる家族を対象とした住宅手当

の導入が実施された。

60年代は超党派の知識層を中心に男女平等

論が高まり、女性解放運動が隆盛した時代でも

あった。高度経済成長による労働力需要の増加

も女性の社会進出を促す原動力となった。1969

年に首相となった社民党党首のオルフ・パルメ

（Olof Palme）は、時代の潮流を見据え、「平等・

参加・協調」をスローガンとして男女平等を政治

目標の一つに位置づけた。70年代に入り「男女

とも仕事、家庭、社会における活動に関して平

等な権利・義務・可能性を有すること」を男女平

等理念として掲げ、性別に中立であることを基

礎とした社会政策を展開していった。

2. 出産・子育てをめぐる社会的・経済的環境

（1） 仕事と子育てを両立できる社会の仕組み

スウェーデンでは男女平等理念のもと、従

来の性別役割分業に基づくいわゆる男性を稼得

者とする社会のジェンダー論理を弱め、男女そ

れぞれが経済的に自立し協同して家庭生活を営

むことを目指す社会政策を展開してきた（高橋

2004）。同国の福祉国家研究の第一人者である

ヴァルター・コーピ（Walter Korpi）は、家族政策

を軸としてみたスウェーデン・モデルを、「Dual 

Earner Family Policy Model（共働き型家族政策モ

デル）」（Korpi 2000）と定義付けている 5）。そのよ

うな社会経済環境においては、女性のみが仕事

か子育てかという二者択一を迫られることはな

いため、女性の就労率にはライフサイクルによ

る差はほとんどみられない。図2に示した通り、

7歳未満の子どものいる女性の労働力率は女性の

社会進出が進んだ1970年代後半から増加し、そ

の後若干の増減はあるが2006年では81.3％に達

している（SCB 2007b）。

子育てと仕事の両立を可能とする基盤は、家

庭生活を重視した労働環境にも見ることができ

る。配偶者の有無や子どもの有無にかかわらず、

誰もが人として尊厳ある生活を営めるよう労働

環境の整備が図られている。スウェーデンでは

職業別に労働組合が組織され、加入率は近年微

減傾向にあるものの2006年では被雇用者全体の

74.7％（SCB 2007c）を占めており、就労者の権

利意識・保障水準とも高い。

労働時間法（Arbetstidslagen）により、法定労働

時間は週40時間以内、所定外労働（残業）時間は

4週間で48時間以内、年間200時間以内と規定さ

図2　7歳未満の子どものいる女性 (16-64歳）の労働力率の推移

資料： SCB. AKU
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れている。さらに、労働待機時間（職場あるいは

自宅で職務に就ける状態で待機する）は4週間で

48時間以内と定められている（Arbetsmiljöverket 

2005）。スウェーデンの職場では、法定労働時間

を超えて働くことをよしとせず、むしろ通常の

勤務時間内で仕事を終えることを美徳とする風

潮がみられる。7歳未満の子どもがいる就労者の

2006年の平均実労働時間は、男性で週32.7時間、

女性では週20.8時間であった。同対象者の週当

たりの平均残業時間は、男性で1.6時間、女性

で0.7時間となっている（SCB 2007c）。残業時間

が生じた場合は有給休暇に換算されるなどして、

通常はサービス残業とはならない。所定就業時

間外（深夜や祝日等）の労働に対しては、割増手

当が支給される。年次有給休暇は最低5週間と定

められており、その消化率は高い。

2004年に実施された「スウェーデン企業にお

けるワーク・ライフ・バランス調査」によると、

対象となった民間企業および公的機関の78.8％

でフレックスタイム制度を導入しており、全体

の56.0％においてテレワーク制度（情報通信技

術の利用で、時間や場所に制約されない働き

方）も導入していた（内閣府経済社会総合研究所 

2005）。同調査にも携わった島田と渥美は、テレ

ワークの普及率と出生率に相関性があるとの知

見を導き出し、働く時間と場所のフレキシビリ

ティの重要性を唱えている（島田・渥美 2007）。

上述の調査において、従業員の育児休業中

の代替要員を確保すると回答した事業主は、全

体の74.4％を占めていた。育児休業を取得する

ことで何らかの不利益が生じないことも重要な

点として挙げられる。同調査でも、事業主の

72.0％が育児休業中の従業員への人事評価を行

なわないとしており、また育児休業取得に対す

る評価も肯定的であることが明らかとなってい

る（内閣府経済社会総合研究所 2005）。

出産・子育てをする者は、同僚に迷惑や負担

をかけてしまう、という負い目をもたずに休む

ことができ、代替要員となる者にとっては、一

定期間一つの職場で労働経験が積める、という

メリットがある。後述する就労者への子育て支

援制度のあり方も考慮すると、子どもを産み育

てたいと思う者にとっては、安心して働ける環

境が名実ともに提供されているといえる。その

ような環境ゆえ人々はゆとりある家族・私的生

活を過ごすことができるのではないだろうか。

2003年に実施された「スウェーデン家庭生活調

査」によると、4歳未満の子どもをもつ就業者の

平均帰宅時間は、女性が16時27分、男性が17時

16分といずれも早い。子どもが小さい間は、フ

レックスタイム制度を利用して朝の就業開始時

間を早めている者が多いと思われるが、残業労

働を日常化しない職場環境があるからこそ定時

終業が可能となるのであろう。同じ対象者の帰

宅時間をみると、男性で17時頃までに帰宅する

者は全体の44.1％（女性57.0％）を占め、18時頃

が24.6％（同11.2％）、19時頃が4.2％（同2.8％）

と続き、20時以降の者は僅か0.8％（同0.9％）で

ある。同じく4歳未満の子どもがいる就労者の日

本での平均帰宅時間（1999年）は、女性で18時

36分、男性で20時52分（内閣府経済社会総合研

究所・財団法人家計経済研究所 2005）と、男女

差が顕著なだけでなく、スウェーデンとの差は

歴然としている。

労働市場では、同一価値労働・同一賃金の原

則に基づき賃金体系が構築されているため、事

業主の規模や実績によって、あるいは正規雇用

か非正規雇用によって賃金水準が大きく異なる

という構造は生まれていない。たとえ非正規雇

用でも、法定労働時間分働いているのにその給

料では生活ができないなどという、いわゆる

ワーキング・プア問題はスウェーデンでは起こっ

ていない。
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（2） ライフスタイルの多様性

日本で問題視されているような晩婚化が、ス

ウェーデンでは直接少子化につながるとは言い

難い。個人のライフスタイルの多様性を認める

家族法・制度を構築しており、従来の結婚制度

に制約されずに子どもを産み育てることができ

るからである。同棲（sambo：サムボ）もライフ

スタイルの一つとして社会で承認されている。

登録している住所を同じくし、性関係をもち、

継続して共同生活を営むカップルには、自動的

にサムボ法が適用される。サムボとして登録す

る行政上の手続きは必要ではない。子どもの権

利の視点から、婚外子に対する法的差別は撤廃

され、婚内子と全く同等の権利を有している。

子育てをめぐる社会保障制度において、婚内子

と婚外子の区別は一切存在しない。

スウェーデンで2005年に生まれた子どものう

ち、婚外子の割合は過半数の55.5％を占めてい

るが（SCB 2007b）、その大半はサムボ・カップ

ルのもとに生まれてくるのである。子どもがで

きてもそのままサムボにとどまる者もいるが、

出産を機に相手との関係を確認し結婚に踏み切

るカップルもいる。18歳未満の子どもと両親か

ら成る核家族のうち（2005年）、サムボ・カップ

ルの割合は31.8％で、法律婚カップルは68.2％

であった（SCB 2006a）。2005年の女性の平均初

婚年齢は32.0歳（SCB 2007a）で、同年の第1子

平均出産年齢の29.0歳（SCB 2006b）より高い。

カップルは生活をともにすることで周囲に家族

として認知されるため、法律婚であるか否かは

問題とはされない。

II　子育てを支援する制度の概要

1. ワークライフ・バランスを支える制度

「両親休業法」に基づき、就労する親には子ど

もが1歳半に達するまで休職する権利と、子ど

もが8歳に達するまで（あるいは小学校1年生を

終えるまで）、労働時間を所定労働時間（フルタ

イム）の75％まで短縮する権利が保障されてい

る。この労働時間短縮制度を利用した就労形態

のことも、スウェーデンでは「パートタイム労

働（deltidsarbete）」と称している。パートタイム

は就労上のステータスを規定するものではなく、

あくまで所定のフルタイムより短い時間勤務す

るという意味をもつ。よって「正社員のパートタ

イム労働者」が多く存在する。

育児にともなう休業をめぐる給付制度の多く

は、「両親保険制度」に統括されている。その主

な財源は、雇用者が負担する社会保障拠出金（両

親保険への拠出は従業員給与の2.2％）である 6）。

各種手当は社会保険事務所を通して対象者に支

給される。

両親保険には、出産予定日の10日前から子ど

もが8歳に達するまでに両親で分割取得可能な

「育児休業手当」と、子どもの出生後、父親のみ

を対象とする「父親手当」、12歳未満の子どもを

もつ親を対象とした「一時看護手当」がある。こ

れらの手当は労働時間短縮制度と併用して取得

することもできる。

・ 育児休業手当：給付期間は子ども一人につき

480日で、うち390日は所得の80％を 7）、残

り90日は日額180クローナ（2006年6月30

日以前に出生の子どもは、日額60クローナ）

を保障している。先の390日のうち、相手に

譲渡できない期間が父母それぞれに60日間

割り当てられており、父親のみが取得でき

る60日間は「父親の月」と称されている。取

得方法には柔軟性があり、出産予定日の10

日前（母親のみ対象）から出産後子どもが8

歳に達する迄（両親が対象）、分割取得が可

能である。労働時間を短縮して部分取得も

でき、4分の3日（所定労働時間の25％勤務

－1日8時間労働の場合は2時間）、半日（同
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50％勤務）、4分の1日（同75％勤務）、8分

の1日（同8分の7勤務）分の取得が可能で

ある。

・ 父親手当：子どもの出生後10日間、所得の

80％が保障される。両親休業法により、産

前・産後の7週間ずつ合計14週間は母親の

みに休業の権利が与えられているため、子

どもの誕生直後に親子全員で過ごすことが

できるよう父親手当が導入されている。

・ 一時看護手当：12歳未満の子どもが病気になっ

た際の看護休業に対し、子ども一人につき

年間60日間（特別な場合は最高120日間）、

所得の80％が保障される。1回の取得期間が

8日以上の場合のみ医師の診断書が必要とな

る。子どもの通院の付き添いのための取得

も可能で、育児休業手当と同様、4分の3日、

半日、4分の1日、8分の1日という具合に分

割取得もできる（Försäkringskassan HP）。

上記以外にも、女性のみを対象とした妊娠

手当がある。これは妊婦にとって危険あるい

は不適切とみなされる職務に就いており、職

場での配置転換が可能でない場合、出産予定

日の60日前から11日前までの休業に対し所得

の8割を受給する権利が保障されるものである

（Försäkringskassan HP）。

また第1子出産後30カ月以内に第2子を出産

すると、第2子の育児休業中の両親保険額を第1

子の際と同額分受給できるスピード・プレミア

ム（speed-premiun）制度がある。1980年の導入当

初は、第1子出産後2年以内という期限であった

が、1986年に30カ月へと延長された（Löfström 

2001）。第1子の育児休業後、労働時間を短縮し

て職場復帰する女性が多い。短縮分は無給のた

め、必然的に所得水準が下がることとなり、そ

の時期の所得が第2子出産の際の両親保険の対

象額となれば、2回目の育児休業中の受給額は一

層低くなってしまう。第2子を産むことへの経済

的マイナスを補填し、第1子以降の出産行動への

インセンティブを与える制度となっている。

表2は17歳未満の子どもの母親の就業状況を

あらわしたものだが、上述した柔軟性のある労

働環境が実態に反映されているのがわかる。こ

のように子育て期は労働時間を短縮する女性が

多いが、その期間の就労所得の減少が将来支給

される年金額に不利とならないような配慮がな

されている。子どもが4歳に達するまでの育児期

間は、育児休業取得の如何にかかわらず、年金

計算の対象として点数化される仕組みとなって

いる（Föräkringskassan HP）。

さらに特筆すべき取組として、事業主による

表2　子ども（0-17歳）の母親の就業状況，2005年

注： *調査対象週に育児休業，病気欠勤，その他の理由による休業で就労していなかったケース
資料： SCB 2006. Barn och deras familjer 2005. Tabell 8.1a.

（％）

子どもの
年齢

労働力 非労働力

合計
（％）

総数
就労者（労働時間別） 休業者*

失業者 非就業者 就学者1-19

時間
20-34

時間
35時間
以上

育児休業
一時看護
等の休業

病欠，有
給休暇等

その他の
休業

0歳 1.8 2.7 5.1 52.8 3.6 1.5 0.5 2.1 27.6 2.2 100 99 300

1歳 3.0 19.1 23.1 18.4 1.8 5.7 1.5 7.4 14.7 4.9 100 104 600

2-5歳 2.8 25.1 27.5 8.2 1.1 9.0 2.0 6.7 10.1 7.5 100 393 100

6-12歳 2.3 25.0 38.4 2.6 0.5 11.1 2.0 4.4 8.2 5.5 100 751 600

13-17歳 1.8 22.2 44.8 0.9 0.2 12.2 2.1 3.3 8.9 3.5 100 612 100

0-17歳 2.3 22.7 35.7 6.6 0.8 10.3 1.9 4.5 10.1 5.1 100 1960 900
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両親保険への上乗せ制度がある。育児休業中の

所得保障をより充実させるため、両親保険額に

上乗せして手当てを支給するものである。前述

の「スウェーデン企業におけるワーク・ライフ・

バランス調査」によると、事業主全体の24.4％が

上乗せ手当を導入していた（内閣府経済社会総

合研究所 2005）。ワークライフ・バランスの実現

を目指して明確なビジョンを掲げてきた土壌が

あるからこそ、ファミリー・フレンドリーな企

業風土が培われてきたのであろう。

2. 公教育の一環としての公的保育

公的保育の目的は、1975年に保育法が施行さ

れて以来、「学校教育への準備、特別なニーズの

ある子どもの統合、男女平等と社会的平等の実

現」であると唱えられている（Duvander 2006）。

当時、保育所数はまだ一部の需要にしか対応で

きない状態であったが、1970年から2000年の間

に、保育収容人数は7万人から70万人へと10倍

の増加を遂げた（Socialdepartementet 2001）。

1995年の新保育法により、コミューン（地方

自治体）の責任が強化され、就労あるいは就学中

の親をもつ子どもに対して保育の場を提供する

べきものと明記された。1996年7月にそれまで

社会省の管轄であった保育政策は教育省に移管

され、就学前保育は就学前教育として位置づけ

られ、従来の保育所はすべて「就学前学校」と総

称されるようになった。この改革の目的は、学

校教育への準備段階である就学前保育を公教育

の一環とし、人々の知識と能力の向上を図るこ

ととされている（Socialdepartementet 2001）。就学

前学校においても基礎学校と同様に学習プラン

を定め、民主主義の理念に基づき、責任をもっ

て社会生活を営むことができる能力を子どもに

培うことを目標としている（善積・森　2005）。

このように社会性や協調性を育むための教育

的活動の場であることから、就学前学校は生

涯学習の出発点と位置づけられている（阿久根 

2005）。

今日では学校法に基づき、すべてのコ

ミューンは1歳から12歳の子どもに対して、就

学前保育と学童保育を提供する義務を負ってい

る。親の就労・就学の如何にかかわらず、すべ

ての子どもに公的保育を受ける権利を保障すべ

きという考えから、失業中あるいは育児休業中

の親をもつ子どもに対して、2001年7月より就

学前学校に（2002年1月からは家庭保育所にも）、

1日3時間以上あるいは週15時間以上通う権利が

与えられた。2002年1月には保育料自己負担額

の上限設定制度が導入された。その目的は子ど

もへの教育的配慮と、家庭への経済的配慮の双

方であった。経済的負担が大きいことが理由で、

子どもが就学前学校に通えないという事態が生

じてはならないとの考えが、とりわけ強く打ち

出されている。2003年には国内に290あるすべ

てのコミューンが保育料の上限設定制度を採用

している（Skolverket 2007）。

2003年1月には、4歳児以上の未就学児童を対

象とした就学前学級が導入された 8）。これにより

4歳～ 5歳児の就学前保育（任意）が年間最低525

時間分、無料化されることとなった。スウェー

デンでは、通常の公教育は基礎学校から大学ま

ですべて無料だが保育は有料である。就学前保

育の一部を、理念のみならず実践において教育

と位置づけることで、その部分の無料化を図っ

たのである。

現在整備されている保育施設には、就学前児

童を対象とした就学前学校、家庭保育所（複数

家族システム）、オープン就学前学校の3種類と、

就学児童を対象とした余暇活動センターがある。

運営形態はコミューン（公立）、親運営のコーポ

ラティブ（協同組合）、民間の3種類がある。い

ずれの施設も国・コミューンの運営交付金によ

り運営されるため、保育料は運営形態にかかわ
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らず一定である。よって本稿では、民間やコー

ポラティブ運営の保育施設も「公的保育」として

位置づけている。

・ 就学前学校：就労（失業者も含む）あるいは就

学中の親をもつ1歳～ 5歳児を対象とする最

も一般的な保育施設である。保育料は世帯

所得と子どもの人数に応じて決められるが、

自己負担額の上限月額は、子ども一人あた

り1260クローナと設定されている 9）。

・ 家庭保育所：入所の条件と保育料は、基本的

には就学前学校と同様である。コミューン

の委託を受けた家庭保育者（保育士ではな

く）が自宅で開設しているが、運営母体はコ

ミューンである。中には学童期の児童を預

かる施設も存在する。近年は、家庭保育所

への登録者数が減少してきたため、同制度

を改定した、「複数家族システム」を導入し

ているコミューンもある。これは利用者家

族が協同して（子ども5～ 6人）いずれかの

自宅でコミューンより派遣される家庭保育

者（保育士ではなく）に保育を委託するもの

である。

・ オープン就学前学校：就学前学校あるいは家庭

保育所に登録していない子どもであれば、開

館時は無料で自由に利用できる施設である。

・ 余暇活動センター：就労中あるいは就学中の

親をもつ子ども、あるいは特別なニーズを

もつ6～ 9歳児が、放課後や夏休みなどを過

ごす保育施設である。教育的な立場から活

動を行なっており、基礎学校に併設されて

いる場合が多い。保育料の自己負担額の上

限月額は、子ども1人あたり840クローナと

なっている（Skolverket HP）。

その他、就労中あるいは就学中の親をもつ

10～ 12歳児を対象にした余暇活動クラブや、定

期的に行事や活動を行なっているオープン余暇

活動センターも整備されている。表3に示した

通り、就学前の子ども（1歳～ 5歳）で公的保育

施設に登録する者は84％を占め、就学前学級に

通う6歳児と基礎学校1年生から3年生（7歳～ 9

歳）の間では77％が余暇活動センターに登録し

ており、公的保育率の高さがうかがえる。

3. 子どものいる家族への経済的支援－経済

的負担の軽減措置

国民の負担率が高いといわれるスウェーデン

だが、その一方で国民に還元される社会保障水

準も極めて高い。2001年の社会保障支出の対

GDP比は30.6％で、子どもと家族を対象とした

現金給付・サービス費は同2.9％を占めている

（SCB 2004）。子どものいる家族への支援政策は、

①現金給付制度、②経済的負担の軽減措置、③

その他の支援制度、の3つの軸から成り、その概

要を整理すると表4のようになる。

これらさまざまな施策の中でも特筆すべきは、

親の所得水準にかかわらずすべての子ども（16

歳未満）が対象となる児童手当である。現在では

子ども一人当たり月額1050クローナで、第2子

以降には多子加算制度が適用される。子どもが

16歳に達していても高校に通っている間は、就

学手当として同じ額が支給される 10）。同国の家

族支援は税控除方式ではなく、現金給付制度を

採っており、その大半が社会保険事務所を通し

表3　就学前保育と学童保育への登録者，2005年

資料： På tal om kvinnor och män. SCB. 2006.

（％）
保育形態 1-5歳 6-9歳 10-12歳
公立就学前学校 65 0 ..

民間就学前学校 13 0 ..

公立余暇センター（学童） 0 70 10

民間余暇センター（学童） .. 7 1

家庭保育所 6 1 0

その他 16 22 89

合計（％） 100 100 100

総数 410 180 195 300 32 840
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て支給されている。

子育てにかかる経済的負担の軽減措置におい

て重要な施策の一つには、小学校から大学まで

の学費の無料化がある。大学などの高等教育を

受ける際は、子ども自身が就学ローンを借り、

生活費に充てて自活するのが当然とみなされて

いるため、教育費にかかる親の経済的負担は少

ない。基礎学校に通う子どもたちの間ではス

ポーツや音楽などの習い事は盛んだが、それら

の活動の多くはコミューンの助成金で運営され

ており、自己負担額はそれほど高くはない。社

会において個人の能力や経験は重視されるが、

学歴主義ではないため進学目的で学習塾に通う

子どもはいない。子ども達は自分の適性や関心に

合わせて学び、また活動的に遊ぶ学齢期を過ごし

ている。

III　近年の論点と動向

1. 90年代の出生率低下の要因をめぐる論点

子育てと仕事の両立支援政策を展開してきた

スウェーデンだが、1990年代には景気低迷のあ

おりを受け、社会保障給付の引き下げを余儀な

くされた（Socialdepartementet 2003）。両親保険の

所得保障水準は、1996年に80％から75％へと引

き下げられ（1998年に80％へと回復）、児童手当

制度も一時改悪された。総じて97年迄は削減が

続いたが、98年～ 99年には改善に転じている。

これら社会保障給付の変動と出産行動との間に、

何らかの相関関係があろうことは否定できない。

しかし、人々を取り巻く社会経済的環境が、出

産行動により強く影響を与えていることは、先

述の政府のワーキング・グループの報告書から

も明らかである。同書が指摘した出産行動を抑

制していたと思われる要因と主たる論点を整理

すると、以下のようになる。

＜労働市場環境＞

・ 多くの者にとって、安定した収入を得られる

仕事に就いていることが子どもをつくる前提

条件となっている。スウェーデンの労働市場

における有期雇用の増大は、人々の出産行動

にネガティブな結果をもたらした 11）。

・ 出産行動の抑制あるいは先延ばしが特に顕著

なのは、低学歴・低所得で労働市場との結び

つきが弱い若年女性である。経済状況が不安

定であると（リカレント教育制度を利用して）

表4　子どものいる家族への支援政策

資料： Elmér m.fl . (2000) Tabell 4.2 をもとに筆者が加筆・修正して作成

現金給付制度 経済的負担の軽減措置 その他の支援制度
1.普遍的施策 

　a. すべての子ども 両親保険，児童手当
妊産婦医療センターと乳幼
児医療センター：無料

　b. 対象となる子ども

就学手当，養育扶助，子ど
も年金，障害児童扶養手当，
一時看護時の両親保険，養
子手当

小児歯科，教科書，教材：
無料。小児医療，医薬品：
小児割引。給食費：一部
を除き無料

学校教育，就学前学級，オー
プン就学前学校，学校保健・
医療：無料。家族・子育て
相談：一部を除き無料

2.上限額設定
就学前学校，家庭保育所，
余暇活動センター

オープン余暇活動セン
ター，夏季子どもセンター

3.経済的支援
　a. 所得制限有り 住宅手当，就学手当加算金
　b. 必要性がある場合 社会手当（生活保護）
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就学する傾向が強くなる。子育てと学業と

の両立は経済的にも困難であるため、就学中

は出産行動が抑制される。高学歴の女性の方

が低学歴の女性より出生率が高く、その差は

1990年代に顕著にみられる。

・ 居住するコミューンの就労率が低いほど、女

性が第1子を産まない傾向が強い。

・ スウェーデンの労働市場環境において、子ど

もや子どもを産むことに対する寛容さが低下

している傾向がみられる。社会における不寛

容さは、とりわけ女性に悪影響を及ぼす。

＜政策関連＞

・ 出産・子育てをめぐる男女平等は重要課題で

あるが、スウェーデンでもいまだ達成されて

いない。出産は女性の収入変動に負の影響を

与えていると言わざるを得ない。

・ 男女が希望する数の子どもをつくる上で家族

への支援制度の拡充は必要であるが、それだ

けでは十分ではない。

・ 出生率は子育てと仕事が両立できる国におい

て高くなっている。ヨーロッパ諸国で女性の

多くが子どもか仕事のうちいずれかの選択を

余儀なくされている国では、出生率は圧倒的

に低い（Socialdepartementet 2001）。

以上の知見をふまえ、子どもにやさしい社会

と子どもを育てやすい労働市場環境を目指す取

組を推し進めているスウェーデンだが、現在で

はとりわけ若者の労働市場との結びつきを強固

にすべく、対策を講じている 12）。

近年の出生率に新たな動向がみられる。首都

ストックホルムで、40歳を過ぎて出産する女性

が増加しているという。首都圏で出産した女性

のうち40歳以上の者は、1996年では3.6％だっ

たが、2006年には6.1％と2.5ポイントも上昇し

ている。高学歴・高所得世帯が多く居住する

地区として知られるダンデリイド（Danderyd）・

コミューンでは、同数値が12.5％（2006年）と

極めて高い。また自身が40歳以上で、パート

ナーの出産を経験する男性も同様に増加してお

り、2006年では自分のパートナーが出産した

男性全体の19.0％を占めている（Dagens Nyheter 

2007-05-23）。高齢出産についての議論はさまざ

まであるが、社会的・経済的に安定した状態で

親になることについてはおおむね肯定的にとら

えられている。

2. 子育て支援をめぐる最近の動向

2006年9月の総選挙で、中道右派4政党による

右派ブロックが社民党を柱とする中道左派政権

を破り、12年ぶりに政権の座に就いた。政権交

代はあったが、90年代の経験をふまえた子ども

のいる家族への支援の重要性は左派・右派とい

う政治ブロックの枠を越えた基本理念として存

在している。そのようなスウェーデンで、子育

てをめぐり課題とされているのは、育児休業取

得における男女平等である。

2007年5月の社会保険庁の報告によると、育

児休業全体に占める父親のシェアー率は過去

10年間で倍増したものの、2006年では全体の

20.6％にとどまっている。3歳児の父親で育児休

業を取得したことがある者は全体の約8割だが、

これは一度も育児休業を取得したことがない父

親がいまだ全体の2割を占めることを意味する。

カップルにおいて育児休業の40％以上をシェ

アーしていた男性は、全体のわずか4％であった

（Försäkringskassan 2007a）。「家事とケア・ワーク

の公平な分担」、は新政府にも踏襲された男女平

等目標であるため 13）、父親の取得率をさらに促

進すべきであるとの議論は引き続き行なわれて

いる。社会保険庁は2001年以来毎年、取得済の

育児休業日数がある一定期間を満たしていない

親に取得を促す通知文を送付している。2007年

に通知送付の対象となるのは、2000年から2005

年の間に生まれた子どもの親で、これまでに取
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得した育児休業の合計日数が180日以下であり、

まだ取得すべき日数が25日以上残っている者、

全国で49万5千人（うち90％は男性）とされてい

る（Försäkringskassan 2007b）。

母親のみが長期間の育児休業を取得すること

は、家庭における夫妻間の家事・育児分担の不

平等を生み、それが構造化され、職場復帰した

後の女性の二重労働負担を強めることとなる。

二重労働の負担感が強い女性は、第2子・第3

子の出産行動を抑制する傾向がみられるという

（Oláh 2001）。さらに近年では、国連の子どもの

権利条約第18条「締結国は児童の養育及び発達

について父母が共同の責任を有するという原則

についての認識を確保するための最善の努力を

払う」（日本ユニセフ協会 HP）に則り、子育てに

おける両親の協同性が重要視されていることも

注目すべき点として挙げられる 14）。

しかしながら新政府は、子育てにおける男女

平等の促進とともに、家族の選択肢の拡大も目

標に掲げている。その一環を成す政策として、

養育手当（vårdnasbidrag）の導入の議論が続いて

いる。親が就労せず家庭で子どもを育てる場合、

子ども一人につき月額3000クローナ（税抜）を

支給するもので、現与党であるキリスト教民主

党が中心となり推進してきた制度である。既に

採択を決めたコミューン（右派ブロックが政権

を握る地区が中心）に関しては、2008年1月1日

より導入される予定となっている。中道右派に

よる前回の連立政権時代（1991年～ 94年）、一時

的に同様な養育手当を導入した経緯がある。手

当取得者の大半は女性であろうと想定すると、

女性に家庭へとどまるインセンティブを与える

のは、男女平等理念と相反するのではないかと

の批判の声も多い。野党側は反対の姿勢を貫い

ており、2010年の次の総選挙に向けて今後の動

向が見守られる。

IV　日本への政策的インプリケーション

すべての人が安心して暮らせる社会があって

こそ、将来への見通しが明るく、希望がもつこ

とができ、若い世代が子どもを産み育てたいと

思うのではないだろうか。そのような社会の構

築という点において、スウェーデンは一つのモ

デルを提示しているといえる。90年代後半の出

生率の低下に直面した際も、「いかにすれば、出

生率が上げられるか」というアプローチを採ら

ず、「人々の出産行動を抑制している要因は何

か、どうすれば打開できるか」という観点から、

現実的な解決策を探ってきた。出生率が比較的

安定してきた今日も、現状に甘んじることなく、

次なる目標に向かって挑戦を続けている。

子どものいる家族への支援をめぐっては、本

稿で既に論じたように、明確なビジョンをもち、

大局的な視点から長い年月をかけて政策を展開

してきた。我が国がスウェーデンの経験を生か

すには、やはり大局的な見地より、以下のよう

な抜本的な政策改革に着手する必要があるので

はないだろうか。

① 就労する親の権利と男女平等の視点から男

女双方が仕事と家庭を両立できること、ま

た子どもの権利の視点から両親協同で子育

てに携わるべきこと、を基本理念として、

子育てしやすい労働環境を整備する。

② 子どもの権利と公平性の視点から、子育て

にかかる経済的負担の軽減措置と公的保育

の拡充を行う。

③ ライフスタイルの多様性を認める、人にや

さしく、子どもにもやさしい社会環境を構

築する。

以上の3点を実践する上で重要なのは、「平等」

理念の明確化であろう。まず男女平等の視点か

らみると、男性の働き方が規範とされている現

在の労働市場環境では、ワークライフ・バラン
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スは実現不可能であるばかりか、就労者の健康

を脅かすリスクもある。出産・子育て期の就労

者のみを対象とするのではなく、全就労者を対

象とした労働環境の整備が急務である。人間ら

しい生活ができるよう、残業労働の撤廃、有給

休暇制度の改善と消化の義務化、分割取得が可

能な柔軟性ある育児休業制度・労働時間の短縮

制度・フレックスタイム制度の導入、非正規社

員の権利保障と賃金格差の是正、を実現すべく

抜本的な改革が必須となる。社会全体の意識改

革のために、各種休業制度については、雇用者

へ実施徹底化の義務付けも必要であろう。個人

レベルでできる変革は、地域や職場で子育て中

の人に寛容な意識と態度で接することではない

だろうか。

次に子どもの権利と最善の利益に配慮して、

両親が協同で子育てに携わるべきであるという

徹底した意識改革が必要である。そのためにも、

性別に規定されない社会の枠組み作りを国が率

先して行なうことが重要な課題となる。子ども

の権利の平等性を重視し、子育てをめぐる経済

的支援の強化と公教育としての公的保育の拡充

が求められる。

最後に人権平等の見地に立ち、法律や社会保

障制度における差別を撤廃しなければならない。

子どもの権利の視点からも、規範として設定さ

れた家族やそこに暮らす個人以外を差別・排除

する現行制度を是正し、ライフスタイルの多様

性を認める法・社会制度の構築が望まれる。

注
1） NGO団体「Save the Children」が発表するもので，
「子ども指標」と「女性指標」の総合点から「母親指
標」を割り出している．2007年には140カ国（先進
国41カ国と開発途上国99カ国）が対象で，日本は
29位であった（Save the Children HP）．

2） 内閣府が実施した「少子化社会に関する国際意識
調査」における「自分の国は子ども生み育てやす
い国だと思うか」という質問に対し，スウェーデ

ンで「とてもそう思う」と回答した者は，子どもの
いる女性で74.6％（男性76.3％），子どものいない
女性では71.6％（男性77.1％）であった．また「ど
ちらかといえばそう思う」と回答した者は，子ど
ものいる女性で23.9％（男性22.3％），子どものい
ない女性では26.1％（男性18.1％）となっている．
これらの数値は，近年出生率が高いことで注目さ
れているフランスの男女の回答結果と比べても非
常に高い．フランスとスウェーデンの子育てをめ
ぐる取組に共通の特徴はあるものの，ワークライ
フ・バランスを男女平等と社会的平等の視点から
とらえた実践において，両国には明らかな違いが
みられる（cf. 舩橋 2006）．フランスでは両立支援
策を講じながらも，手厚い家族給付など子育てへ
の支援政策を通して，女性には家庭で育児を担う
インセンティブも与えてきた．社会制度のあり方
が人々の意識や考え方，行動に影響を与えている
とする議論については，拙論（高橋2006）を参照．

3） 当時は母子家庭の子どもの貧困が大きな社会問題
とされていたことから，父親が本来支払うべき養
育費を国が立替えて支給する「養育費立替制度」を
1937年に導入した．同制度は1997年「養育扶助制
度」へと改正され，別居する親（父・母いずれか）
の養育費支払い責任が強化され，現在に至ってい
る．現行制度での子ども一人当たりの養育費標準
月額は，1273クローナである（1クローナ＝約18.5

円，2007年7月）．
4） 1940年代後半から1950年代は，戦後の経済成長期
を迎え，多くの既婚女性が家庭にとどまったこと
から，「専業主婦の時代」と称されている．

5） コーピは，福祉国家を，夫婦共働きを推進する
傾向が「強い・弱い」，家族への普遍的扶助の傾
向が「強い・弱い」という尺度より，①General 

family policy model：普遍型家族政策モデル，②
Contradictory family policy model：矛盾型家族政
策モデル，③Market-oriented family policy model：
市場志向型家族政策モデル，④Dual earner family 

policy model：共働き型家族政策モデル，に類型化
している．①では普遍的扶助率は高いが，夫婦共
働き推進度は低く（ドイツ），②では普遍的扶助
率・共働き推進度とも高く（該当国なし），③では
普遍的扶助率・共働き推進度とも低く（イギリス），
④では普遍的扶助率は低いが，共働き推進度は高
い（スウェーデン）（Korpi 2004, cf. Duvander et al. 

2005）．
6） スウェーデンの社会保障の財源は，税金，雇用者
負担による社会保障拠出金，自営業者および被雇
用者の社会保障自己負担，APファンド資本収入か
ら成る．雇用者は従業員の年間給与の4割強を国
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に社会保障拠出金として支払う．雇用者負担は法
律で規定された負担率（給与の32.4％分：両親保
険，老齢年金，疾病・傷害保険，労災保険，遺族
年金などへ拠出）と，従業員が加入する組合の集
団協定で定められた負担率（ホワイトカラー就労
者の場合，各種保険や確定拠出年金など，給与の
12.9％）の合計からなる（Ekonomifakta 2007）．ス
ウェーデンの就労者自身の負担分（社会保障拠出
金）である所得税率も紹介しておこう．2006年で
は，年収が316700クローナ（月収にして27500ク
ローナ）以下の者はコミューン税（各コミューンが
設定：約30％）のみ徴収され，年収が316700クロー
ナを超え，476700クローナ以下の場合，コミュー
ン税＋国税（20％）が徴収されている．さらに年収
が476700クローナを超える場合は，国税が25％に
引き上がる（Skatteverket HP）．

7） 保障の満額対象となる所得には上限があり，2007

年1月1日より月額40300クローナに設定されてい
る（Försäkringskassan HP）．所得が40300クローナ
まではその8割である32240クローナが支給される
が，それ以上の所得があっても，両親保険額は，
32240クローナにとどまる．スウェーデンの2005

年における平均月額賃金をみると，男性が26500

クローナ，女性は22100クローナ（SCB 2007b）で，
年度差はあるものの，上記の設定額が平均値をか
なり上回ることがわかる．

8） スウェーデンの基礎学校（9年間の義務教育）の通
常の入学年齢は7歳だが，6歳時入学も認められて
いる．基礎学校入学前の6歳児の多くは，就学前
学級（1年生の前という意味から「0年生」と称され
ることもある）に通い，1日の残り時間は，余暇活
動センターでサポートを受ける．新たな制度によ
り，希望すれば4～ 5歳児も同様に就学前学級に
通う権利が与えられた．

9） 一世帯につき2人以上の子どもが登録する場合は，
第2子から保育料の自己負担額は減額される．保
育料の自己負担額はコミューンが設定できるため
若干の差があるが，下記に示した額が最高額と規
定されている；「就学前学校・家庭保育所」̶ 第1子：
世帯所得の3％（ただし上限月額は1260クローナ），
第2子：世帯所得の2％（同840クローナ），第3子：
世帯所得の1％（同420クローナ）．「余暇活動セン
ター」̶第1子：世帯所得の2％（ただし上限月額
は840クローナ），第2子と第3子：世帯所得の1％
（同420クローナ）（Skolverket 2007）．

10） 子どもの人数による多子加算分と児童手当の合計
額は以下の通り；2人：100クローナ（合計額2200

クローナ），3人：454クローナ（合計額3604クロー
ナ），4人：1314クローナ（合計額5514クローナ），

5人：2364クローナ（合計額7614クローナ）．就学
手当のみ，国の行政機関である中央就学支援機構
（CSN: Centrala studiestödsnämnden）から支給される
（Försäkringskassan HP）．

11） 1987年から98年の12年間における第1子出産行動
（20～44歳の男女を対象）を分析した中央統計局の
ロッタ・ペーションは，男女とも正規雇用の職を
得て労働市場での身分を安定させ，将来への安心
感を得るまで出産行動を抑える傾向がある，とい
う知見を導き出した．就労形態別の分析結果をみ
ると，同期間，臨時か有期雇用の者が第１子をも
うける確率は，女性で正規雇用者の24％，男性で
28％も少ない．また失業は男性より女性にとって
深刻な出産抑制要因となっており，正規雇用者に
比べて女性で24％，男性で8％出産行動の確率が
少ない（Persson 2001）．

12） 社会全体の失業率は比較的低位で推移しているが
（2007年5月では3.9％），若年層の失業率が依然と
して高いため（2007年第1四半期の20～ 24歳の失
業率は11.0％），18～ 24歳の従業員に対する雇用
者負担率の引き下げ（通常の32.4％を22.7％へ）を
2007年7月1日より実施することとした（Svenskt 

Närlingsliv HP）．
13） スウェーデン政府は男女平等政策における現在の
目標（2006年5月16日の国会で確立）として，次の
4点を掲げている；①権力と影響力の均衡，②経済
力の平等，③アンペイド・ワークである家事とケ
ア・ワークの公平な分担，④男性による女性への
暴力の根絶（Regeringskansliet HP）．

14） 国連で1989年11月20日に採択された「子どもの権
利に関する条約（子どもの権利条約）」をスウェー
デンはその翌年批准し，子どもの最善の利益（同
第3条）に配慮すべく多角的な取組を続けている．
同国は1979年に世界で初めて子どもへの体罰を禁
止した国としても知られている．
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はじめに

2007年6月末に、トニー・ブレアは10年間務め

た首相のポストから降板した。その在任期間中の

政策の評価は、外交・内政とも現時点では確定し

ておらず、今後時間の経過とともに徐々に形づけ

られていくものと考えられる。しかしながら、ブ

レアの行った社会政策、特に貧困対策において、

「子育て支援」をめぐる施策が重要な位置を占め

てきたことは事実である。本稿ではブレアの行っ

た家族政策を検証する。

I　戦後の家族変動と政策的対応の基盤

1. イギリスにおける家族の多様化

イギリスにおける「子育て支援」の現状を検討

するにあたっては、子どもを取り巻く状況の変化

を確認しておくこと、特に以下の2つが重要であ

る。第一に、女性の社会進出である。ベヴァリッ

ジは、いわゆる｢男性稼ぎ主モデル｣を想定した

福祉国家システムを構想していたが、戦後、女性

の労働市場参加は進んできた。統計庁（ONS）に

よれば、2005年、子どものいない女性の就労率は

73％、子どものいる女性の就労率は68％となって

いる。このうち、末子の年齢が5歳未満の場合の

女性の就労率は56％、5歳－10歳の場合は71％、

11歳－15歳の場合は77％と、子どもの年齢に大

きく左右されることが指摘されている。また、子

どものいる場合の女性の就労形態は、39％がパー

トタイムであり、子どもがいない場合の22％と比

較して高いことが指摘されている。

第二に、離婚の急増である。1969年の離婚法

改正によって「破綻主義」が導入され、一定期間
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をおいて有責配偶者からの離婚請求が認められ

ることとなり、離婚が急速に増加した。離婚法改

正前と比較して、離婚件数は1980年代までに3倍

になり、婚姻カップル1000あたりの離婚率は2.1

（1961）から11.9（1981）へと上昇した（非婚カップ

ルの存在もあり、データは単純に比較できない）。

ただし、2005年のイングランドおよびウェールズ

の離婚率は13.0であるが、2004年の14.1から減

少しており、今後の動向が注目されている（ONS 

2006）。

そして、離婚の増加にともなってひとり親家庭

も増加している。ひとり親という環境で生活する

子どもは増えており、その割合は、1972年には子

どもの約14人に1人であったのが、2004年、子ど

もの約4人に1人（母子22％、父子2％）となって

いる。また、出生数に占める婚外子の割合も増加

しており、出生数の40％が婚外子であり、このう

ち3／ 4は事実婚のカップルである。このように、

現代イギリスにおいて家族関係はますます多様

化・複雑化しており、特定の家族像を描くことは

大変困難になっている。

さて、子育て支援策の背景として、子どもの貧

困の問題がある。現在の貧困児童のプロフィー

ルを見ると、貧困状態にある子どもの半数が「仕

事のない世帯」に暮らしている。また、2／5の子

どもはひとり親家庭で生活しており、その大多数

が無職である。その一方で、就労している家族

もまた貧困状況にあり、低賃金や限られた労働時

間などにより、貧困状態にある子どもの残り半数

は、「少なくとも一人の大人が就労している世帯」

にいる。これらの背景にはさらに民族ごとの差異

（特定のエスニックグループでは就労率が低い）

などの問題がある（DWP 2006a　p.31）。一方、合

計特殊出生率については、2004年に1.77となって

おり、この5年間で約0.1ポイント増加している。

多民族・移民国家であるイギリスにおいては、少

子化の問題は日本ほど懸念されてはいない。

2. 「第三の道」と家族政策

イギリスにおける家族の多様化に対する政策ス

タンスを概観しておきたい。特に、ひとり親家庭

は、女性の就労の現状と主たる生計者の喪失、社

会的な保育システムの欠如によって生活困窮に陥

るリスクが高い。ひとり親家庭、特に母子家庭の

貧困問題は、この30年間イギリスにおける家族

政策の焦点となってきた。

1970年代までは、ひとり親に対して「働きたい

のであればそうすればいいし、それが無理なら働

く必要はない」という姿勢が示され、児童手当の

母子加算（別名母子手当）や補足給付における母

子加算、パート労働による収入の勤労控除など、

経済的な支援を中心に支援が行われた。一方で、

公的な保育サービスの拡大などは行われず、実質

的に男性稼ぎ主モデルの基本的な枠組みを変更す

ることはなかった。これに対して、伝統的な家族

を理想とする保守主義の立場からは、ひとり親家

庭は家族の崩壊の象徴であり、子どもの養育の場

としては望ましくなく、まして未婚の母は社会的

モラルの低下の象徴的な存在といった見方がなさ

れ「福祉国家そのものが母子家庭を増加させる」

という批判が展開されるようになった。この批判

が、社会保障給付が拡大し、イギリス経済の停

滞や国際競争力の低下を招いているという新自由

主義的な批判と結びつき、1979年サッチャーには

じまる保守党政府の政策の基盤を形成することと

なった。自立・自助の奨励と国家福祉の縮小、市

場と競争の促進と再分配システムへの批判をベー

スにいわゆる小さな政府を目指すプロセスの中

で、母子家庭は、給付の削減の最大のターゲット

の一つと見なされてきた。

1990年代後半から政権を担当した労働党のブ

レア政権では、80年代のサッチャリズムに代わる

イデオロギーとして、アンソニー・ギデンスの「第

三の道」がとり上げられてきた。これは、「社会投

資国家」「ポジティブ・ウェルフェア」などの概念



ブレア政権の子育て支援策の展開と到達点

– 89 –

も登場し、現労働党政権の社会政策の基本的立場

と密接に関連しているものである。家族について

は、「民主的家族（the democratic family）」の節の

冒頭で、「家族は市民社会の基本単位である。第

三の道の成否は、家族政策のいかんにかかってい

る」とする。また、伝統的な核家族モデルが急速

に崩壊し、多様な家族が存在していることについ

て、ギデンスは、伝統的回帰を目指す考え方も、

家族の多様化を問題なしとして放置することも間

違いであるとし、目指すべき家族像として「民主

的な家族」という概念を示し、「男女の平等」、「協

働した子育て」、「子どもを守り育てることこそ

が、家族政策における最優先の課題である」とし

た。そして、強い安定した家族が存在することが

社会的な連帯を強化するという考え方に対して、

ギデンスは、強く支えあう力が家族内だけでなく、

家族の外に及ぶことではじめて社会的な連帯が確

保されると指摘する（Giddens 1998 佐和隆光訳　

pp.154-167）。また、福祉施策は経済発展に寄与

するものとされる。「社会的投資」という考え方も

家族政策の背景として存在し、初期教育も含めた

子どもに社会支出を向けることを正当化するレト

リックとして用いられてきた点が指摘されている

（Lewis and Campbell 2007）。家族を支えることの

必要性は、Supporting Families（1998）をはじめと

する政府の文書でも繰り返し強調されてきた。

さらに、ブレア政権の社会政策を理解する上で

のキーワードに「ソーシャル・エクスクルージョン

（社会的排除）」がある。経済的な欠乏だけではな

く、社会的排除を問題解決の対象とする場合、単

に金銭給付を行うだけでは不十分であるだけで

なく福祉依存、差別や排除を助長しかねないとい

う点が政策の基本となる。そこで、排除に対して

「参加」が強調されるようになり、その具体的な形

として「就労」が浮上することとなる。ブレア政

権は、母親の就労について、それまでの中立ない

し反対の姿勢を転換し、政府として女性の社会進

出を全面的に歓迎した戦後初の政権である点が指

摘されている（Cohen 2004　p.61）。イギリスの子

育て支援策を理解するためには、貧困・社会的排

除の問題の背景としての家族多様化があり、問題

解決策の一環として子育て支援策が位置づけられ

ていることに注意する必要がある。

II　個別制度の概要：現行制度の概要

1. 現在のイギリスにおける子育て支援のフ

レームワーク

イギリスにおいても、「子育て支援」には多くの

政府機関が関与しているが、その中でも中心とな

るのが、教育訓練省（Department for Education and 

Skills: DfES）と、雇用年金省（Department of Work 

and Pension: DWP）の2つである。このほか、タック

ス・クレジットに関しては歳入関税庁（HM Revenue 

& Customs: HMRC）、児童向けサービスについては

各地方自治体、就労支援のニューディール・プログ

ラムおよび各種手当についてはJobcentre Plusが管

轄する。

このうち、DfESは、これまでの、子どものソー

シャルサービス、家族政策に関する部局を統合す

る形で設置されており、集権化が進んでいる。教

育訓練担当大臣の下には、児童・青少年・家族担

当副大臣（Minister for Children, Young People and 

Families）と学校担当副大臣（Minister of State for 

Schools and 14-19 learners）が置かれている。

2003年には、グリーンペーパー「Every Child 

Matters」が発表された。児童虐待による事件の原

因、特に早期の介入に失敗した理由として、関係

当局の連携の問題、情報の共有化の問題、責任

の不在、そして前線のワーカーの人員不足、マ

ネジメントの不十分さ、そしてトレーニングの不

十分さなどを挙げ、政府は、すべての子どもが利

用するユニバーサルなサービスと、付加的なニー

ドを持つ子どものための重点化されたサービスの
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両面に焦点を当てるべきであるとしている。この

グリーンペーパーでは、すべての児童・若者を対

象とする政策のアウトカム・フレームワークとし

て①健康（being healthy）、②安全（staying safe）、

③達成（enjoying and achieving）、④参加（making a 

positive contribution）、⑤経済的なウェルビーイン

グ（economic well-being）の5つを掲げている。

2. 個別施策

（1）就労支援策

イギリスにおいて「就労との両立」は、多くの

場合「貧困問題」の文脈で議論される。就任直後、

ブレア首相が子どもの貧困問題を20年以内に解

決することを宣言したことはよく知られている。

子どもの貧困を、2004年までに1／ 4減少、2010

年までに1／ 2減少、そして2020年までに消滅さ

せるというのがその行程表であった。

DWPによれば、その基本戦略は、就労による

問題解決であり、現金給付やサービス給付も、就

労支援に寄与するようにデザインされている。

DWPによれば、子どもの貧困問題解決のための

戦略は、

・ 働ける者は就労できるよう、親が労働市場に参

加できるよう支援する

・ 最も必要な者に対して最も必要なタイミングで

家族に対する経済的支援を行う。

・ 子どもの人生におけるチャンスを拡大し、貧困

の再生産のサイクルを打破するための質の高い

公的サービスを提供する。

・ 親が、子どもたちが節目となる人生の各段階に

おいて、自信をもってガイドできるよう「親の

役割」を果たせるように支援する。

の4つが掲げられている（DWP 2006a　p.5，p.29）。

この中で、就労支援を軸にした貧困問題解決を

進める中で、特に焦点が当てられるのは、ひとり

親家庭である。政府の目標は、2010年までにひ

とり親家庭の就労率を70％にすることで20万人

の子どもが貧困から脱出できるとしている（DWP 

2006a　p.33）。

就労支援策の中核はニューディール・プログラ

ムである。「福祉依存層」に対してスキルアップ

と就労を促進し、社会的な統合を進めるとともに

給付の削減を目指すものであり、それぞれ対象者

別に分かれている。現在は、①18歳から24歳で

6カ月以上失業している者、②25歳以上で2年以

上失業している者、③ひとり親世帯、④障害者、

⑤失業者の配偶者、⑥50歳以上で6カ月以上失

業している者、などのプログラムがある。ニュー

ディール・プログラムの運営はJobcentre Plusに

よって行われる。Jobcentre Plusでは、対象者ご

とに個人アドバイザー（personal adviser）が任命

され、職を見つけるためのアドバイスや指導を行

い、地域で契約した事業主での実習訓練が行わ

れる。現在、所得扶助受給者などには、申請の段

階で、「就労に向けたインタビュー（work-focused 

interview）」に応じること、その後、最初の1年間

は半年ごと、その後は年1回、インタビューを受

けることが義務付けられている。2005年10月か

らは、一番下の子どもの年齢が14歳に達したひ

とり親の場合には、その子どもが16歳に達した

際に就労への移行が可能となるように、年4回の

インタビューを義務付けている。DWPは、ニュー

ディール・プログラムについて、動機付けや自信

の回復など就労への準備に有効であるだけでな

く、実際に2人に1人のひとり親が、実際に就労

につながっているとし、今後、この就労に向けた

インタビューを、低年齢の子どもを持つひとり親

にも拡大するとしている（DWP 2006a　p.33）。

ニューディール・プログラムは、就労を通じた

貧困解決策の看板プログラムであるが、就労で得

られる賃金の水準が生活保障につながるかが大

きなカギとなる。これに関連して、ブレア政権は

1999年に最低賃金の導入を行った。2006年10月

の段階で時給5.35ポンドである。
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（2）保育サービス・チャイルド・ケア政策

ベヴァリッジ以来、福祉サービスの領域で特に

遅れていた分野が公的保育サービスである。事実

上、チャイルド・マインダー（child minder）が主

要なサービス供給形態であったが、質・量ともに

問題とされてきた。

チャイルド・ケアの問題は、親の就労促進の点

から重要である。ブレア政権は、就任当初からこ

の問題に取り組む姿勢を強調してきており、1998

年のNational Childcare Strategyを皮切りに保育サー

ビスの拡大を進めてきた。2004年には、チャイル

ド・ケア整備のための10カ年戦略を示している。

チャイルド・ケアの仕組みとしては、チャイル

ド・マインダー、保育所（day nurseries）、初期教

育（nursery schools and nursery classes）などがある。

このうち、保育所は、自治体、事業所、民間組織

などによって運営されており、開所時間は、7時

から19時（保育所によって異なる）、年間50週と

なっている。初期教育は、小学校において、その

開校時間に合わせて、3歳から5歳（小学校入学ま

で）の児童に初期教育を行うものであり、9時か

ら15時30分ごろまで実施されるものである（状

況に応じて延長される場合もある）。

このほか、地域でのプレイグループや、学校に

おける学童保育̶̶8時から（breakfast club）、15

時30分から18時まで、（after school club）、休日

の8時から18時まで（holiday play scheme）̶̶な

どがあり、それぞれの組み合わせなどが存在する

ため多様なシステムとなっている。現在、すべて

の3歳児、4歳児には、これら上記の多様なサー

ビスを用いた一定期間の初期教育が無料で保障さ

れており、2006年からは、その期間が年間33週

から38週に拡大された。さらに、政府は、3歳か

ら14歳までの児童すべてに対して、平日朝8時か

ら夕方6時までの間のチャイルド・ケアの提供を

2010年までに実施するという目標を立てている。

2006年6月時点でのチャイルド・ケアの定員は

126万人であり、1997年時と比較して倍増し、全

国ほとんどの地域で十分なサービス量を確保した

としている（DWP 2006a　p.42）。

チャイルド・ケアの費用であるが、タイプや地

域などによって大きく異なっている。DfESのガ

イドブックによれば、一般に、チャイルド・マイン

ダーの場合には、一時間あたり平均2ポンド80

ペンス（2ポンド50ペンスから7ポンドの幅があ

る）、保育所は週あたり平均152ポンド（127ポン

ドから205ポンドの幅がある）とされている。

これらのチャイルド・ケアおよび初期教育の間

接的な支援のために、保育サービスを提供する事

業主に対する税制および社会保険上の優遇措置、

親に対するタックス・クレジット上のチャイルド・

ケアコストの控除措置などを行っている。2006年

4月以降、チャイルド・ケアコストの最大80％の

控除が可能となっている。

1999年に育児休業が、2003年に有給の父親休

業が法定化された。出産休業については、2003年

4月以降、法定の休業期間は、52週に延長された

が、この期間のうち46週は無給か低い水準の定

額保障となっている。育児休業については、子ど

もが5歳になるまで13週取得可能であるが、無給

で、フレキシブルでなく、フルタイムベースの被

用者に限定され、1年間4週間のみ認められるな

どの点が問題視されてきた。なお、2003年から、6

歳以下の子どもを持つ親は、よりフレキシブルな雇

用条件を求める権利を有している（Cohen他 2004　

p.31，p.61）。さらに、Work and Families Act（2006）

によって、母親が就労に復帰する場合に、その出産

休業を父親が受け継ぐことができるよう2010年まで

に制度の整備が進められることになった（Lewis and 

Campbell 2007　p.373）。子どもが1歳になるまで

は、1対1の家族ケアを奨励し、その後は保育サー

ビスの整備やフレキシブルな労働時間などを通じ

て、母親の労働インセンティブを高める施策を行

うという点では、他のヨーロッパ諸国と共通して
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いる。しかしながら、有給の育児休業よりも長期

間の出産休業を重視している点、親に対して労

働時間の短縮を保障していない点はイギリスの特

徴と指摘されている（Lewis and Campbell 2007　

p.378）。

（3）所得保障

子育ての経済的支援のシンボル的なものは児童

手当である。イギリスの児童手当は、16歳未満

のすべての子どもに支給される。児童手当（Child 

Benefi t）は、現在週17.45ポンド（1人目）、11.70

ポンド（2人目）が支給される。従来、児童手当は、

16歳未満の児童（就学中の場合は19歳未満）を対

象にしてきたが、2006年4月から、CTCや児童手

当の対象年齢も在学中などのケースに応じて19

歳（20歳未満）まで拡大している。かつては、母

子についての加算があったが、1998年以降の新規

ケースについては認められていない。

次に、イギリスの子育て支援策を「就労」と

リンクさせる中で、タックス・クレジットが拡大

されてきた。まず、はじめに、1999年に低所得

の有子世帯に対する給付であるFamily Creditに

代えてWFTCが導入され、2003年4月からはこれ

を就労タックス・クレジット（Working Tax Credit: 

WTC）と児童タックス・クレジット（Child Tax 

Credit: CTC）という就労とリンクした給付システ

ムに再編された。

CTCは、親の就労の有無にかかわらず支払

われる給付である。CTCは、家族部分（Family 

Element）と子ども部分（Child Element）から成る。

年収50,000ポンドまでの有子世帯には、家族部

分として各家庭に545ポンド（1歳未満の場合は

1090ポンド）が支給される。これに加えて、年収

14155ポンド以下の家庭には、子ども部分から満

額の1765ポンドが子ども一人につき支給され、年

収が14155ポンド以上の家庭には、年収の増加分

に応じて減額された給付が行われる。給付につい

ては、直接養育者に支払われる。

WTCは、子どもの有無にかかわらず就労して

いる家庭に給付される。WTCは基本部分、ひと

り親・夫婦部分（lone parent/couple element）、保

育部分（childcare element）などから構成されてい

る。このうち保育部分については、16時間以上就

労しているひとり親や夫婦に適用され、こども1

人の場合は週175ポンド、2人以上の場合は週300

ポンドを上限に、保育コストの80％分を支給する

ものである。WTCは、給与に上乗せして支給さ

れる。各基準額を組み合わせて所得制限ラインを

算出し、世帯の所得がこれを下回った場合に支給

される。一定以上の所得がある場合には、超過分

につきクレジットの満額（5220ポンド）から37％

が減額される。

このほか、出産手当金（Statutory Maternity Pay: 

SMP, Maternity Allowance: MA）が108.85ポンドを

基準額として26週間支給される。SMPの場合は、

最初の6週間は、平均所得の90％が支給され、そ

の後の20週は、108.85ポンドか平均所得の90％

の少ないほうの額が雇用主によって支給される。

MAは、SMPを受給できない者（自営業者など）を

対象にした手当で、DWPによって支給される。

（4）扶養義務と養育費

離婚の増加に伴い、ひとり親世帯が一般化する

一方で、私的扶養・家族責任と公的扶養・国家責

任との境界をめぐる議論も、1980年代以降展開し

てきた。多くの生別母子世帯が貧困で社会保障給

付に依存して生活していること、また多くの母子

世帯が養育費を得ていないことについて、納税者

からは父親の責任を問う声が強まる。本来、養育

する責任がある父親が何もしないで、国家が給付

を拡大することの批判がある。

家族責任を強調しつつ社会的給付を減らすと

いう観点から、保守党政権が開始した政策とし

てチャイルドサポート法（Child Support Act 1991）
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が重要である。これは、養育費を受け取ったこ

とのないひとり親（母親）の比率が高いことへの

対策として、子と別に暮らしている親（多くが父

親）から強制的に養育費を回収するための手段を

創設したものである。全国一律の養育費計算方法

が導入され、実施機関としてチャイルドサポート

局（Child Support Agency：CSA）という新たな専

門機関が社会保障省内（当時）に設置され、離別・

別居中の親（absent parent）を追跡し、養育費を算

定・請求・回収し、ひとり親家庭に手渡す役割を

担ってきた。これに対して、離別・子と別居中の

親からは、個々の事情に関係なく国の基準額まで

支給するよう求められること、簡単なケースだけ

を狙い撃ちにしているという点、過去の離婚時の

夫婦間の取り決めを考慮しない点、再婚している

場合に新しい家庭の方も相対的に貧困化するなど

の問題が指摘された。一方、母親側からも「生み

の親子関係」を半強制的に維持させることによる

精神的な負担が大きい（相手方の暴力などが原因

で母子家庭となっている場合）には、回収のため

の「協力」を拒んだ場合の罰則、さらに養育費を

受け取った場合、所得補助の支給額はその養育費

の分だけ減額され、社会保障給付だけで生計を維

持しているような低所得家庭の場合、新制度のも

とでも総収入は変わらないなどについての批判が

出された（所 1998；畑本 2004）。

「親の子どもに対する責任」については、「第三

の道」を掲げる労働党も前保守党政府と変わらな

い。ブレア政権下でも、養育費の算定方式を修正

しつつ制度自体は維持されてきた。近年のDWP

の報告書でも、定期的な養育費の支払いがひとり

親世帯にとって重要であることを指摘しており、

約10万人の子どもが養育費によって貧困から脱

出しているとし、政府の方針は、子どもの貧困へ

の取り組み、親の責任の推進、そして、納税者の

ために、効果的な養育費支払いシステムを提供す

ることであるとしている。

その一方、養育費システムの見直しの動きも始

まっている。2006年6月には養育費支払いシステ

ム改革のための報告書が発表された。そこでは、

3人に1人しか養育費を得ていないこと、養育費

を確保することで社会保障費などを節約すること

が目的で設置されたはずのCSAが依然としてシ

ステムの管理維持コストの方が高くなっているこ

と、少額の養育費の徴収のために多額の公費が投

入される結果となっていることなどを指摘してい

る。その原因は、CSAによって回収された養育費

の分について結果として社会保障給付の減額につ

ながることから、親の側にCSAに積極的に協力し

ようとするインセンティブがないこと、社会保障

給付受給者はCSAを利用することが義務付けら

れているために、養育費に関して私的に自分たち

の取り決めを行わなくなっていること、また、失

業や再就職、複雑な家族関係などのために個別の

ケースに対応することが困難であることなどをあ

げている。この報告書では、当事者同士が養育費

の合意に達しない場合にのみCSAのサービスが

用いられるようにして、公的システムはもっと困

難なケースに重点化すべきであること、回収した

養育費をひとり親の側がキープできるようにする

ことで、養育費の回収を拡大することなどが提言

されている。ここで提言されている「親の選択」

という点については、①完全な私的な当事者間の

合意に基づく養育費の取り決め、②裁判所の審

判を通じての養育費の取り決め、③これら2つの

ルートで養育費のアレンジができなかった場合の

バックアップとしての公的システムの関与の3つ

のルートからも自分たちの養育費のアレンジを行

うべきということである（Henshaw 2006）。

これらの提言については、当事者間の合意を重

視するという意味では、基本的に1991年以前の

システムへの回帰の要素が含まれていると言えよ

う。2007年中にホワイトペーパーの提示が予定さ

れており、どの程度これらの提言が取り入れられ
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るかが注目されるが、これまでのCSAによる養育

費回収システム自体は維持されることになる。

（5）地域政策など

ブレア政権の家族多様化への対策は、所得保

障政策以外にも見ることができる。その代表的な

ものは、地域再生のための政策である。社会的

排除問題の解決のために設置されたSEU（Social 

Exclusion Unit）では、その主要な領域の一つとし

てコミュニティをめぐる生活問題の解決に力を入

れてきた。その基本的立場は、「建物ではなく人

に投資」、「地域に押し付けるのではなく、地域を

巻き込む」などの方向性のもと、地域ベースのプ

ログラムを行うようになった（SEU 1998）。2000

年には、「近隣再生のための国家戦略NSNR」が打

ち出され、「10年から20年の間に、どこに住むの

かによって不利益を受ける者がいなくなるように

する」ことを目標として、近隣マネジメントから

教育プログラムまでを含む多機関が関与する包括

的な地域ベースが実施された（SEU 2001）。例え

ば、これらには、「New Deal for Communities」（コ

ミュニティをベースにした様々なプログラムの支

援や、地域住民、ボランタリー団体、公的機関、

企業などをまとめ、地域問題に対処するためのイ

ニチアチブ）、Sure Start、Health、Education, and 

Employment Zonesなど、地域レベルで社会的排除

の問題に取り組む施策が展開されてきた。

このうち、Sure Startプログラムは、貧困地域の

子どもに焦点を当てた初期教育、保育、保健、家

庭支援サービスなどを組みあわせた援助プログラ

ム群の総称であり、地域単位で多様なサービス

が実施されてきた。これらには、育児相談や教育

支援などが含まれ、民間の非営利組織などとの

パートナーシップによって実施されてきた（埋橋 

2007）。

近年の政策動向としては、Sure Startプログラム

の拠点となる児童センターを2008年までに、2500

カ所全国に展開するというものがある。児童セン

ターは、デイケア、初期教育、保健サービス、家

族への相談援助など主要なサービスを1つの拠点

で提供するものであり、地方自治体が実施するも

のとされている。ただし、これまでのSure Startプ

ログラムの看板の変更に過ぎない部分もあると指

摘されている（Skinner 2005）。

埋橋は、チャイルド・ケアの変化について、公

的保育サービスの拡大によって、チャイルド・マ

インダーが減少している傾向にある点、子育てが

家庭、実施的に女性のアンペイドワークによって

実施されるべきという立場が専門性の認識とサー

ビスの質の保障へと転換してきた点、Sure Start

プログラムに見られるように、公的な保育サービ

スは、貧困地域を優先して展開されていることか

ら、依然として普遍的なものではなく、スティグ

マ性を帯びている点を指摘している（埋橋 2007　

pp.159-161）。

III　ブレアによる家族政策の評価

イラク政策など外交面での批判が高まったブレ

ア政権ではあるが、内政に関してはこれまで自ら

の成果を主張してきた。特に、労働党政権下にお

ける子育て支援政策の特徴はその評価のシステム

にみることができる。関係省庁では、目標概念、

基準値（政策開始前の数値）、目標値、現在の達

成度などについて数十項目からなる評価を毎年報

告書の形で公表している。

DWPの最新の年次報告書における評価では、

「子どもの貧困」については、2004／2005年、270

万人の子どもがグレートブリテンにおいて、「相

対的低所得」で暮らしており、1998／1999年と比

較すると、60万人の減少となった。DWPは、「景

気拡大期にあって全体の所得の伸びが著しい状況

下であったことを考えると評価に値する数字では

あるが、当初の行程、すなわち2004年までに子
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どもの貧困を1／4減少させるという目標には届か

なかった」と指摘している（DWP 2006a　p.30）。

これらのほか、報告書で用いられている56項

目からなる政府の指標を見る限り、子どもの貧困

やケアをめぐる状況は全体としては徐々に改善し

ているように見える。例えば、非就労世帯で生活

する子どもの割合は、1997年に18.4％だったもの

が、2006年には15.3％に減少している。先に述べ

たように政策目標には届かなかったものの、低所

得世帯で生活する子どもの数は、60％の中位水準

以下のラインを基準に見た場合には、1996年度の

25％から2004年度の19％（住宅費控除前）、1996

年度の33％から、2004年度の27％（住宅費控除

後）に減少している。ひとり親家庭の就労率は、

年々上昇しており、1997年に45.3％だったものが、

2001年には51.5％、2006年には56.6％になった

（DWP 2006b　p.13, p.15, p.45）。教育の指標にお

いては、11歳の児童についての英語と数学の成績

（key stage 2においてレベル4以上の成績を収めた

児童の割合）は1997年の63％（英語）、62％（数学）

から、79％、76％へと上昇している。一方、乳幼

児死亡率は悪化し、一時的な保護所に入所した子

どもを持つホームレスの家族の数は近年減少傾向に

あるものの5年前と比較して実数で増加している。

同様に、2007年5月のDfESの年次報告書では、

2004年に設定された目標値について、どの程度

達成できているかについて報告を行っている。例

えば、「教育水準を向上させ学校間格差を縮小す

る」という領域では、「数学と英語の水準を高め、

2006年までに、11歳の児童の85％がレベル4以上

の成績をおさめ、これを2008年まで継続する」と

いった目標を示し、レベル4以上の成績に達した

児童の割合は英語で78％、数学で74％でという

2003／04年度の数値を基準値としている。これに

対して、2005／06年度は、79％（英語）、76％（数学）

という結果となっており、目標に到達できなかっ

たという評価が示された。

このほか、｢10代の妊娠を減らす｣「ニート

（NEET）の数を減らす」「高等教育機関への進学率

の上昇」、「薬物依存の若者を減らす」「学校への

出席率の改善」などが掲げられており、毎年の評

価が行われている。2007年度の報告書では、多く

の項目で「改善はしているものの期待されたほど

のペースではない（Slippage）」という評価が行わ

れている（DfES 2007）。なお、これらの評価項目

の多くが、DWPの目標値と重複している。

ブレア政権の社会政策が多くの面で成果を挙

げていると評価する意見は多く見られる。この10

年間取り組んできた子どもの貧困状況の改善につ

いては、一定の成果が上がってきている点は多く

の論者の一致するところである（Bradshaw 2005；

Stewart 2005）。例えば、ウォーカーは、1979年

から現在までの子どもの貧困率（貧困ラインは平

均世帯所得の60％）を比較し、貧困率が約5パー

セント以上も低下した点、また、国際比較の観

点からは、他のヨーロッパ諸国の中で、イギリス

は、この10年間で最も貧困率を低下させた（28％

から21％）国であることを指摘し、ブレア政権の

所得保障政策に対して一定の評価を与えている

（Walker 2006）。

一方、これらの改善をブレア政府の政策イニシ

アチブによる成果と判断することには慎重な姿勢

をとる考え方もある。特にこの10年間、イギリス

が好景気であったことを考えると、ニューディー

ル・プログラムの成果について、政府の報告をそ

のまま受け入れるべきかについては議論の余地が

あろう（Hill 2006）。すなわち、就労につながった

理由が、このプログラムによるものか、単に雇用

が拡大しているかの判断ができない。犯罪の低下

や企業活動の活性化、失業率の改善などは、景気

の拡大と切り離して議論することは難しい。

次に、雇用につながることが、安定した雇用へ

の定着や生活の安定を意味するわけではない点が

指摘されている。女性は依然としてパートタイム
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の仕事に着くケースが多く、生活の安定をもたら

す賃金の面、また、年金加入の面でも問題がある

（Hill 2006）。この点については、安定した就労へ

の移行を援助するAdvancement Support Adviserの

配置、17週のうち13週間最低30時間フルタイム

の就労を継続した者には、ボーナスなどの支給を

行う、などの対策が採られているが、今後、景気

が後退した時期において、どのような変化が見ら

れるかに注目する必要がある。

さらに、ブラッドショーは、イギリスが依然と

してヨーロッパの中では、貧困率が高い点（北欧

諸国の倍）、また、経済的な側面だけなく、健康

や主観的な幸福感などを含めたチャイルド・ウェ

ルビーイングのインデックスの比較でも、25カ国

中21位であることなどを示して、政府による貧

困対策は不十分であると指摘している（Bradshaw 

2006）。

加えて、ワークフェア的色彩が強まる社会保障

政策についてはその権利性をめぐって懸念も存在

することにも注意する必要がある。イギリス最大

の貧困ロビーであるCPAG（Child Poverty Action 

Group）の責任者グリーンは、次のように述べる。

「労働党政府の政策̶̶子どもの貧困の減少、

歴史的にも低い失業率など̶̶がいくつかの大

きな成果を収めたことは事実であろう。しかし、

こういった成果は、市民の権利と引き換えにも

たらされたものである。特に、この現代福祉国

家において、申請者の権利が低く見られている

こと̶̶権利と義務とのバランスを取る̶̶に

懸念がある。（中略）。タックス・クレジットシ

ステムの複雑さ、当局の裁量権の拡大、『就労

関係の活動を行う、さもなければ、手当支給停

止といった制裁の適用』といった条件づけの拡

大、Jobcentre Plusの機能の民間営利・非営利組

織への外部委託化の拡大など、すべてが懸念

材料である。さらに、公的な援助に依存する者

たちに対して、容易に「たかり屋（scrounger）」

とレッテルが貼られるような雰囲気づくりを政

治家がする時、この懸念は強まる。先の総選

挙において、労働党が「ハードワーキング家族

（hard-working families）」という言葉を強調して

いたことをすべての有権者が記憶しているとこ

ろである。これは、就労していない親は、自ら

望んで生活困窮の状態にあるのだという意識と

重なるものである」（CPAG 2006　p.v 前書）

子どもの貧困問題を解決するという目標を掲げ

ていても、実質的には単なる自助強調の施策では

ないかという懸念は根強く存在する。本当に現在

の社会政策がイギリスにおける「子どものウェル

ビーイング」にプラスの影響を与えていることが

示されない限り、この懸念は払拭できないことに

なろう。

IV　おわりに

DfESの報告書には、「われわれの目標は、競争

力のある経済とインクルーシブな社会を構築する

ことにある」と明記されている。イギリスにおけ

るこの10年の「子育て支援策」は、「貧困対策」「社

会的排除問題への対策」という面が強い。同時に、

経済的な側面だけでなく、子どもの発達や教育な

どへの関心も高まりつつある。そして、これらに

関連する施策は、「国の経済」の発展に寄与する

ものとして正当化される。

21世紀初頭のイギリスは、「男性稼ぎ主モデル」

が崩壊し、福祉国家システムの再建が試みられて

いる過渡期と考えることができる。その中核にあ

るのは、「仕事が可能な者には仕事を、できない

者には安全を」という政策理念である。家族に対

して特定の立場はなく「特に形態は問題ではない

が、経済的に自立すること」というのが現在のス

タンスと言える。その先にあるのは、「夫婦がと

もに働くモデル」ではなく、「世帯内で誰かが働い

ているモデル」である。
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よく知られているようにニューディールに代表

されるワークフェアのプログラムは、アメリカの

影響を強く受けたものであるが、「2020年までに

子どもの貧困を撲滅する」「どこに住むのかによっ

て不利益を受ける者をなくす」という宣言に見ら

れるように、格差の縮小、貧困の再生産を阻むこ

とや社会的包含が政策目標として掲げられている

など、イギリス的要素が加えられている点が特徴

的である。少なくとも、自助努力を強調し、残余

主義的な「セーフティネット」だけを用意するシス

テムとは異なるものである。これは、階級社会・

他民族国家という社会状況を意識し、「福祉国家」

を正当化するために社会的統合機能がしばしば強

調されてきた「伝統」と関係があるように思われる。

また、イギリスの家族政策は、ヨーロッパ諸

国との間で「仕事と家庭の両立施策」などについ

て相違点があることに留意する必要がある。ブ

レア政権は、EUの社会憲章を受け入れることを

掲げてきたが、産業界との微妙な関係の中で「仕

事と家庭の両立」施策を進め、保育ケアの整備は

重視されたが、雇用関係に影響を持つ有給の育

児休業は控え目な変化にとどまってきた。これに

は、民間企業における労使関係への国家不介入を

原則とする伝統的な考え方（voluntarism）の影響

があることが指摘されている（Lewis and Campbell 

2007）。家族政策や子育て支援策を比較検討する

場合には、国家と企業との関係に着目する必要が

あろう。「国の経済発展に資する」ことを掲げた中

で、子育て支援策を実施する場合には、政策の内

容に影響がでる可能性がある。

日本との最大の相違点は、「少子化問題」がほ

とんど正面から取り上げられていない点である。

さらに、子育て支援をめぐるそれぞれの領域で

は、数値目標が掲げられ、その到達度が評価さ

れる仕組みが整備されている。その尺度として採

用されている各指標については議論の余地がある

が、自らが行っている政策の現状について国民へ

の説明を果たすことは、子育て支援策について国

民全体のコンセンサスを得るためには必要なこと

であろう。

このほか、日本への政策的インプリケーション

としては、イギリスのように「格差」・「貧困」の

視点から｢子育て支援｣を議論することの重要性

があげられる。「貧困の再生産」を防止するといっ

た視点、親の所得によって子どもの将来が左右さ

れるという危険性などについて、もっと正面から

議論すべきであろう。近年、「少子化問題」を背

景に子育て支援が次々と打ち出される一方で、増

加する母子世帯への支援についてイギリスほど力

が入れられているとは言えない。まずは、「子育

て支援策」の前提としての、日本における子育て

層の多様性や階層分化についての現状について認

識することが必要である。「低賃金」「パートタイ

ム」で「長時間労働」せざるを得ない子育て家庭

にとって「仕事と家庭の両立」の意味とは何かが

問われている。

イギリスにおいては、「就労」を強調する政策

によって、チャイルド・ケアや初期教育の整備が

拡大し、貧困地域において重点的な取り組みも行

われるようになった。子どもの貧困問題の解決と

いう目標に向けて関連分野の改善が進んでいるの

は事実である。しかしながら、福祉国家（welfare 

state）から就労支援国家（workfare state）への転換

の中で、イギリスにおける子育て支援策の本質

（誰のため？何のため？）をどう理解すべきかにつ

いては、今後も検討が必要であろう。
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1. はじめに

2000年以降、アメリカの合計特殊出生率（以降、

出生率）は2.0から2.1の間を動いており、人口置

換水準に近い比較的高い値を示す（国立社会保

障・人口問題研究所　2007）。一方、社会的な子

育て支援という点からみると、アメリカは政府の

介入が限定的であり、税制を中心に子育て支援が

展開されている。北欧やフランスにみられるよう

な普遍的な子育て支援策が展開されていないにも

かかわらず、アメリカの出生率は高い。公的な子

育て支援を提供せずとも、高い出生率は実現でき

る。その例がアメリカだ。一体、そこには何があ

るのか。出生率が高いことが、子育て支援策の効

果として評価できるのであろうか。これが本稿で

の主たる問いである。本稿は、大きく3つのトピッ

クスからなる。第一に、アメリカの出生率、婚姻、

離婚といった人口的側面の変化と幼い子を持つ母

親就労の動向について紹介する。第二に、第一で

みた社会経済学的、人口学的変動を踏まえて、ア

メリカ政府が行っている子どものいる世帯への支

援を概観する。1996年、クリントン政権の下、福

祉改革が実行された。そこでは“welfare to work”

をスローガンに、政府への依存からの脱却を目指

して就労支援を積極的に盛り込んだ福祉政策が展

開された。第三に、子育てをどう位置づけ、子育

への政府役割として人々は何を期待しているのか

について、日本との比較も交えて分析する。

2. アメリカの出生率：誰が子どもを産むのか

図1は、1950年以降の出生率の時系列変化であ

る。アメリカは1960年代始めから1970年代半ば

ごろにかけて大きく出生率が低下したあと、安定

期に入り1980年代後半から出生率がゆるやかに

上昇している。参考までに日本についても出生率

■ 要 約
本稿はアメリカの子育て支援について、出生率と幼い子をもつ母親就労に着目しながら検討する。アメリカの出生率

は高い。公的な子育て支援を提供せずとも、高い出生率は実現できる。しかし、出生率が高いことが、子育て支援策の
効果として評価できるのであろうか。これが本稿での主たる問いである。本稿は3つのトピックスからなる。第1にア
メリカの出生率、婚姻、離婚といった人口学的な変動と幼い子を持つ母親就労の動向、第2にアメリカ政府が行ってい
る子どものいる世帯への支援、そして第3に政府による子育て支援に対する人々の意識、である。
本稿から得た最も重要な知見は、政策と出生率が必ずしも同じレベルでリンクしているわけではないということであ

る。現在の支援策が将来の出生率（これから子どもを生むもの）にどの程度の効果があるかは、必ずしも単純な因果式
で考えることはできない。政策と個人の出生行動の関係はそれほど単純ではない。

■ キーワード
アメリカの出生率、アメリカの母親就労、アメリカの子育て支援策

アメリカの子育て支援
― 高い出生率と限定的な家族政策 ―

白波瀬 佐和子

特集：子育て支援策をめぐる諸外国の現状
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の変化をみると、1980年代半ば以降、上昇傾向を

示すアメリカとは対照的に、日本は恒常的に出生

率が低下する。1980年代半ば、日本はバブル期

に突入し、アメリカはレーガン政権の下、累積す

る貿易赤字を前に新保守主義的政策が展開されて

いく。日本では経済的に好況だからといって出生

率は上昇しなかった。むしろ好調な経済状況はミ

クロな世帯の経済状況を上昇させて、若年層が親

元を離れようとしない未婚化、晩婚化を加速させ

ていった。一方、1980年代のアメリカでは、10代

の妊娠・出産が増えて結婚年齢が押し下げられ、

さらに比較的若年が多い移民が出生率を引き上げ

た。結婚年齢、出産年齢の低年齢化が1980年代の

出生率を押し上げた主たる要因と考えられる。

アメリカと一言でいってもその中味は多様で、

人種による出生率の違いは見逃せない。図2は、

2004年時点で、過去1年間に出産した15歳から

44歳の女性の出生率（人口1,000人あたりの出生

数）である。ここで検討する人種は、ヒスパニッ

ク系以外の白人、黒人、アジア系、ヒスパニック

系、の4つのカテゴリーである。最も高い出生率

を示したのはヒスパニック系の84.9で、白人は最

も低い54.0である。アジア系はヒスパニック系ほ

ど高くないが75.8の比較的高い出生率を示し、黒

図1　日米の合計特殊出生率の変化

出所： 「人口統計資料集　2007」（国立社会保障・人口問題研究所）
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人は出生率だけみると白人の値に近い。アメリカ

は西欧先進国の中で全体人口が増加している数少

ない国である。その中で、マイノリティの高い出

生率は注目に値する。アメリカの人口構成はもは

やマイノリティ（少数人種）がマジョリティ（過半

人種）になるとまでも言われる（Mather 2007）。し

かし、ヒスパニック系が高い出生率を呈するとい

えども、人種の構成割合は少数派である。大谷

（1996）はかつてアメリカの高い出生率をマイノリ

ティによる高い出生行動に帰するのには無理があ

るとした。大関（2006）もこの点に言及し、白人

女性の出生率はヒスパニック系の値（2.72）に比

べて低いものの、白人女性の出生率が1.8と比較

的高いことを指摘する（U.S. Department of Health 

and Human Services 2006）。

人種による出生率の違いは、世帯の経済状況と

も関係する。図3は、世帯収入ごとの出生率（人

口1,000人あたりの出生数）である。世帯収入と

出生率が逆相関していることがわかる。40歳から

44歳の女性を対象にした完結出生力をみてみると

（表1）、やはり世帯収入が低い層での平均完結出

生児数が最も高い。

学歴についても同様の傾向があり、高校を中退

した場合の完結出生児数は約2.5人であるのに対

し、大学院卒の場合には同値が1.6人と低い。こ

の違いの背景には、学歴による就労率の違いがあ

る。母親の就労率に移る前に、配偶関係と出生率

の関係を確認しておこう。

図4は学歴別の未婚率、子どもがいない者の割

合、そして完結出生率である。ここでの最も重要

な発見は、低学歴における高い出生率と未婚率

である。アメリカの貧困を子どもに着目してみる

場合、一人親世帯の存在は見逃すことができな

い。18歳未満の子どもがいる世帯の中で、母子・

図3　世帯収入別　出生率

出所： U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2004
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父子家庭割合は1980年から1990年代半ばにかけ

て上昇しその後安定しているが、子どものいる世

帯の約3分の1が一人親世帯である（U.S. Census 

Bureau, Current Population Survey, 1970-2003）。シン

グルマザーの多くは未婚の母であり、彼女らは高

校を中退している場合も多く、仕事に就いても低

賃金職が多い。同じシングルマザーでも離婚の

場合は高学歴割合も高くなり、貧困に陥る確率も

未婚の母よりも低い。低所得層における一人親世

帯は、離婚によるというよりも未婚の場合が多い

（U.S. Census Burau 2004a）。この点は、日本の母

子家庭の多くが離婚によるのと大きく異なる。

2005年アメリカの婚姻率は1,000人あたり3.60

である。結婚の40％が離婚で終止符を打つと推

定されており、低所得や不安定な就労にある者の

離婚率は高い。失業率が1％上昇すると、約1万

件の離婚が増えるとされる（South, Trent, and Chen 

2001）。多くのアメリカの州では、一定期間の別

居後は両者に責任を追及しない無責主義の離婚の

立場をとる。また、非婚カップルの数は上昇して

おり、920万人の男女が同棲し、460万が非婚カッ

プル世帯である（U.S. Census Bureau 2004）。非婚

図4　学歴別　未婚率　子ども無し割合　完結出生率

出所： U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2004
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出所： Current Population Reports P70-36 (U.S. Census Bureau)
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カップルの41％は18歳以下の子どもと同居して

おり、既婚カップルの間では45％である。しかし

非婚カップルは既婚カップルに比べて若年で、学

歴レベルも高卒以下と低い（U.S. Census Bureau 

2004）。

アメリカの家族政策は貧困層に限定した公的扶

助の色合いが濃い。その結果、子育てコストの大

部分を個々の家庭で賄うことになる。高い子育て

コストは低所得層の家計を圧迫し、母親の就労率

が上昇したにもかかわらず一人親世帯の実質所得

はそれほど上昇していない。図5は月あたり世帯

収入ごとの15歳未満の子育て関連支出額である。

高所得になるほど、子育て費用は高くなる。一方、

世帯収入に占める子育て費用の割合は所得階層に

逆相関し、所得階層が低いほど子育て費用割合は

高い。事実、月1,500ドル以下の世帯における子

育て費用割合は収入の約4分の1である。所得が

低いほど子育て費用の負担は高い。低所得層が社

会的な子育て支援を一層必要としていることがわ

かる。

3. 幼い子の母親就労

1980年代の最も大きな社会変化は、幼い子を

もつ母親が労働市場にとどまるようになったこと

である（Goldin　1990）。アメリカ女性の年齢階層

別就労率は以前、日本と同様に断続的な就労パ

ターンを呈していたが、1980年代以降男性と同じ

台形パターンを呈するようになった。1970年代半

ば、1歳未満の子をもつ母親の就労率は3割程度

であった。その後、1980年代半ばを過ぎるころか

ら半数が就労するようになり、1990年代終わりに

は6割に達する勢いで上昇していった。しかし、

2000年に入って幼い子の母親の就労率は低下し、

その後も55％程度で横ばいである（U.S. Census 

Bureau, 2004）。

1980年代の大きな母親就労の伸びは、男性の

実質賃金が低下し妻もともに働く高いニーズが発

生したことと関連する。さらに重要なことは、女

性の高学歴化が進み、女性にも高収入の仕事に就

くチャンスが開かれるようになった。一方、妻が

高収入の仕事を辞めることによる家計への影響が

大きく、高いポストの職が女性に開かれたことで

機会コストを上昇させることにもなった。1990年

代半ばから2000年にかけて、母親就労率の上昇

は頭打ちとなった。その理由として、すでに母親

就労率がこれ以上上昇するのが難しい段階までに

達したこと、男性同様に働くことに対する一種の

反動（バックラッシュ）があったこと、が考えら

図6　1歳未満子の母親の学歴別　労働参加率の変化

出所： U.S. Census bureau, Current Population Survey (each year)
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れる（Cotter et al. 2004）。特に高学歴で高賃金の

仕事に就いていた女性が出産を機に労働市場を退

出し、子育てに専念する現象が2000年あたりに

認められた（白波瀬　2003）。彼女らは高い地位

を捨てて自らの子は自らの手で育てたいと労働市

場を退出した。しかし、高学歴女性の主婦化はそ

れほど長く続かなかった。

図6は学歴別の幼い子をもつ母親の就労率の変

化を示す。2000年に入り、就労率が上昇している

のは、大学院レベルの高学歴者と高校中退の低学

歴者である。2000年当時、自らの社会的地位を惜

しげも無く捨てた高学歴女性達の後ろには、彼女

ら以上に高収入を稼ぐ夫がいた。彼女らが仕事を

やめることに伴う家計への効果は少なくない。し

かし、たとえ彼女らの収入が無くとも十分これま

での生活水準を維持できるほどの夫の収入がある

から「選択できた」ことである。

既婚女性の労働参加率を夫の収入レベル別にみ

てみると、ボトム25％層とトップ5％層の妻就労

割合が低い（図7）。妻の就労率そのものは上層と

下層で似通っているが、その就労行動の背景は両

者で異なる。上層の妻は、働かないという選択を

積極的にとることができる状況にあり、下層の妻

は高い子育てコストを考慮するとそれに見合う職

が見つからないために「働けない」状況が想像で

きる。2000年代に入り、上層でも下層でもない中

間の夫所得層で妻就労率が低迷しているので、そ

の背景に不十分な公的な子育て支援があるともさ

図7　夫の収入程度別　25～ 54歳既婚女性の労働参加率の変化

出所： Cotter, England, and Hermsen 2007 “Moms and Jobs” Figure 5

ボトム25％
25-50％
50-75％
トップ 25％
トップ 5％

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006200019941988198219761970

（％）

表2　アメリカの人種別，働く母親をもつ未就学児の保育状況（複数回答）（％）

注： *ヘッドスタートとは，小学就学前児4～ 5歳を対象にする米国政府の教育事業．経済的に恵まれない地域の子を中
心に初等教育を始める時期での不利さを解消するために1964年にEconomic Opprtunity Actの一環として始まった．

出所： U.S. Census Bureau, Survey of Income and Program (SIPP), 2001

親族による保育 保育施設 親族以外による保育
母親 父親 祖父母 きょうだい他 保育園 幼稚園 ヘッドスタート* 在宅保育 育児ママ その他

白人（ヒスパニック系以外） 6.4 29.5 26.7 8.3 22.8 8.1 4.4 5.8 12.5 6.5 

黒人 1.8 18.2 29.2 15.9 24.3 7.4 8.5 2.9 9.3 5.2 

アジア系 – 28.7 33.7 13.7 21.2 11.0 –   – 9.9 –

ヒスパニック系 3.6 23.8 37.3 18.7 18.8 5.5 6.9 3.9 6.2 9.0 

貧困線未満 7.2 28.4 28.9 18.3 14.2 5.2 9.8 6.3 7.2 6.0 

貧困線以上 5.2 26.7 29.2 10.2 23.4 8.0 4.6 4.8 11.6 6.6 
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れる（Cotter, England, and Hermsen 2007）。

母親が仕事をしている間、だれが子どもの面倒

をみているのか。表2は、人種別に子どもの世話

を担当する者（場所）を、親族による世話、家庭

外保育、その他の親族以外による保育、その他、

の4カテゴリーに分けて示した。どの人種の間で

も、最も高い割合を示したのが親族による世話で

ある。特に夫と祖父母の割合が高い。黒人の間で

は夫による世話の割合は最も低く、この点は黒人

の間で母子家庭の割合が高いことと関連する。ア

ジア系とヒスパニック系では祖父母による世話の

割合が高い。家庭外保育では、保育園が代表的で

ある。ベビーシッターや保育ママを利用する割合

自体は低いものの、白人の間で最も高い。貧困層

の間では、夫、祖父母に加えて、きょうだいその

他の親族が面倒を見ているとしたものの割合が相

対的に高い。このように、アメリカの未就学児は

母親が働いている間に親族によって世話される場

合が多い。

日本において、子育て支援に占める親族の果

す役割の重要性が指摘されているが（白波瀬　

2005）、アメリカについても親族支援が重要であ

ることが確認された。公的な子育て支援の不備は

貧困、低所得層に深刻で、そこで親族支援が果す

役割が大きい。しかし、親族だから安心というわ

けではなく、不定期的にしか子育て支援を受けて

いないとするものが、貧困層において1割程度い

ることも見逃せない。働きたくとも高い子育て費

用を賄うだけの仕事を見つけることが難しく、安

価で良質な子育て支援が無いために仕事につけ

ず、家計はますます苦しくなる。そのような悪循

環が低所得層を中心に存在する。

4. アメリカの子育て支援

アメリカは基本的に普遍的な家族政策をもたな

い。その一方で、1歳以下の子をもつ母親の約6

割は仕事をもち、過半数が共働き夫婦である。か

れらは親族とともに親族外支援を受けながら仕事

を続けている。アメリカで最初でかつ唯一の育児

休業法は1993年に施行された家族ならびに疾病

にもとづく休業法（Family and Medical Leave Act: 

FMLA）である。そこでは、50名以上の事業所に

従事するものを対象に、妊娠、出産の場合につき、

12週間の無給休業が補償される。FMLAは医療

保険によって賄われ、実子のみならず、養子縁組

をした子、里子なども対象になる。しかし、小規

模の企業で働く場合は本制度の対象外となり、全

就労者の約半数のみが対象となっているにすぎな

い。もっとも、たとえ受給資格があったとしても、

同制度を利用しないものが少なくない。受給資格

があるものの約3分の2弱が、経済的な理由をも

とに育児休業制度を利用しない（Gornic and Meyer 

2003）。

いくつかの州は、独自に積極的な育児休暇制

度を展開している。例えば、カリフォルニア州は

2004年より有給の育児休業制度を実施し、州の障

害保険に加入しているものにつき、出産や障害の

ある子の世話をみるために被雇用者の給与の半分

（週728ドルを上限）が支給される。被雇用者が育

児休業の取得を申し出た場合に、雇用主はそれを

拒否することはできない。カリフォルニアに続い

て、ニュージャージーやニューヨーク州が、一時

的障害保険プログラムを通して、妊娠や出産時の

休職に伴う賃金の減少の一部を補塡する。一般

に、公的セクターで働く者は、有給疾病休暇を活

用する権利を有する。

アメリカに児童手当はなく、税制を通じて子育

て支援策が展開されている。税制上の子育て支援

として大きく3つのカテゴリーが考えられる。一

つは所得控除で二つは税額控除である。その税額

控除の中に児童税額控除と保育費用控除がある。

第1の所得控除は子どもだけに限らず扶養家族一

人あたり3,200ドルの所得控除があり、所得に応

じて控除が減額される。児童税額控除は17歳未
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満の子ども一人あたり700ドルから2005年より子

ども一人あたり1,000ドルへと変更された。夫婦

合算申告の場合は、110,000ドル、夫婦別々に申

告する場合は55,000ドル、一人親の場合は75,000

ドルの境を越えると、控除額が減額される。もう

一つの税額控除は保育費用控除であり、13歳未満

のこどもの保育に関連する費用を最大35％まで税

額控除することができる。保育費税額控除を受け

るにあたって、原則夫婦共働きであることが前提

とされる（内閣府　2006）。

最低2人以上の子のいる低所得家庭は、年間

3,816ドルまで、扶養児童が一人の場合は2,353ド

ルまで所得税額控除（Earned Income Tax Credit: 

EITC）（還付あり）を受給することができる。こ

の所得税額控除はワーキングプアを対象としてお

り、年間8,900ドルから11,610ドルを稼ぐ場合、1

ドルの収入につき40セントの恩恵がある。しか

し、所得が30,580ドルを超えると税額控除はゼロ

となる。それでもEITCは重要であり、1999年460

万人を貧困線から引き上げる役割を担ったとされ

る（Berube and Forman　2001）。

数少ない連邦レベルの福祉制度の一つに、貧困

家庭への一時的扶助（TANF: Temporary Assistance 

to Needy Families）がある。1996年、個人責任・就

労機会調停法（The Personal Responsibility and Work 

Opportunity Reconciliation Act: PRWORA）の制定に

伴い、アメリカに大きな福祉制度改革が展開された。

財源は連邦政府から州の裁量に任せた補助金（ブ

ロック型給付）が支給される。各州に多くの裁量

が委ねられているので、給付は現金給付や賃金補

償、児童保育補助、教育・就労訓練、交通費補助、

等が含まれる。

受給者個人は一度に2年まで、生涯を通して5

年まで援助を受けることができる。2003年、約

200万世帯がTANFの現金給付を受けていた（U.S. 

Department of Health and Human Services　2004）。

現時点で受給者の約半数は週30時間程度の就労に

関連する活動を義務として課されている。移民に

ついては、各州が独自の福祉財政から支援を提供

しているものの、連邦のTANF給付を受けるには5

年以上アメリカに居住することが必要とされる。

1996年の福祉改革に伴う最も重要な変更点の

一つは、就労を第一義とする福祉システムへと

シフトしたことである。TANFの前身である要扶

養児童家庭扶助（Aid to Families with Dependent 

Children: AFDC）では、3歳未満児をもつ母親は就

労を免除されることが多く、公的扶助の対象に一

旦なるとそこから脱することなく扶助を受けつづ

けることができた。その結果膨れ上がった福祉財

政を立て直すために、政府は就労活動への参加を

積極的に位置づけた福祉政策へと方向転換して

いったのである。

しかし、仕事に就くことが貧困からの脱出を即

時的に意味するわけではない。“working poor”と

いう言葉に代表されるように、たとえ仕事に就い

たとしても貧困を克服するまでにはかなりの距離

があることが多い。TANF受給者は雇用率は就労

が義務として課されていることから上昇したもの

の、収入そのものはそれほど上がっていない。な

ぜなら、就労することで福祉受給額が減額される

ことから、経済状況は実質変わらず働きながらも

貧困のままにいるケースが多い（Karoly　2001）。

TANFの導入により、幼い子を抱える母親の就

労率は上昇し、特に乳幼児を抱える黒人の母親

就労率は1994年の47.0％から1998年の63.0％へ

と大きくジャンプした。しかし、就労支援と抱き

合わせた5年の時限付のTANFは、当時アメリカ

の好況期の後押しを受けて実現した側面も否めな

い。経済的に好況期であったから就労機会も豊富

で、就労経験が少なく、特別のスキルを持たない

ものでも仕事に就くことができた。しかし経済に

かげりが見え始めると最初に打撃を受けるのは、

低スキル就労者が多い低所得層である（白波瀬　

2003）。
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TANFがめざすもう2つのゴールは、婚外妊娠

を防ぐことと、二人親世帯の形成・維持を促すこ

とにある（Coven 2002）。一人親世帯の高い貧困

率をもって、2002年、ブッシュ政権は婚姻状態

にないことが貧困の原因だとし結婚を促すための

予算を計上した 1）。この提案は、貧困の原因が結

婚の失敗であるとすることで、失業や低学歴、公

的な子育て支援の不足といった、子どもの貧困

のより本質的な問題から目を背けることにも通じ

る。結婚さえすれば貧困が解消されるわけではな

い。Coontz and Folbre（2002）らは、非婚や離婚は、

経済的不安定さや貧困の結果であって、その逆で

はないと異議を唱える。結婚の質や安定した結婚

は、生活の安定を考えるうえに重要である。しか

し、結婚している二人親だからといって貧困と無

関係ではない。2000年時点で、貧しい子どもの

38％は二人親世帯にあった（U.S. Census Bureau　

2001）。二人親家族の貧困問題は十分に議論され

ていない。言い換えれば、たとえ一人親世帯でも、

教育程度が高く高収入の仕事に就いているシング

ルマザーの貧困リスクは低い。さらに、家族政策

が充実している北欧などでは、一人親になったか

らといって貧困率がそれほど大きく上昇するわけ

ではない（もっとも一人親世帯の貧困率は二人親

世帯よりも高い）。つまり、社会的な生活保障の

不備が、高い貧困率の背景にある。

5. 社会的な子育て支援策に対する意識：日

本との比較を交えて

最後にアメリカの人々が社会的な子育て支援に

対してどのような期待をもっているかについて、

日本との比較を交えて簡単に触れておきたい。こ

こで用いるデータは、2005年、日本、フランス、

スウェーデン、アメリカ、韓国を対象に内閣府が

実施した「少子化社会に関する国際意識調査」（以

下、少子化国際調査とする）である。本調査は、

各国の15歳から49歳の男女を対象に実施された

（詳しい調査の内容については、内閣府政策統括

官（2006）を参照のこと）。本稿では、アメリカと

日本についての結果を議論する。

日本女性の間で高学歴化が進もうとも、出産を

機に就労を中断するのが多数いる。高学歴化が高

収入の職へと女性を押し上げたアメリカとは異な

る。日本においては既婚女性の就労パターンが依

然と断続的であるのを説明するにあたって、三歳

児神話で代表される母親役割への強いこだわりが

指摘される（大日向　2000；柏木　2001）。しかし、

日本だけが幼い子を育てるのは母親が望ましいと

図8　日米の政府による子育て支援に対する意見

出所： 「少子化社会に関する国際比較調査」（内閣府　2005年）
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するわけではない。「子どもが3歳くらいまでは、

母親が家庭で世話をすべきだ」という考え方に対

する意見を日米でみると、「賛成」と答えた割合は

アメリカの方が若干高い。「どちらかというと賛

成」をあわせると、アメリカ約65％、日本が7割

以上と日本の賛成派が多くなるが、両国ともに子

育てにおける母親役割への強いこだわりがある。

ただ、アメリカの2割は「まったくそうではない」

と強い否定的見解を示していた。それでも日米で

同程度の賛成意見があることを考えると、日本の

母親の断続的な就労パターンを根強い三歳神話に

対するこだわりとして説明するのは難しい。日本

の母親就労の低さの背景に、構造的な理由がある

ことが予想される。

社会が子育て支援を提供することに対して、日

米間で考え方の違いがあるのか。図8は、「育児

を支援する施策を国が実施すべきである」という

考え方に対する意見である。日本は賛成としたも

のが6割にのぼり、どちらかというと賛成を加え

ると9割以上が、政府が子育て支援の責任を担う

べきとしていた。一方アメリカは、賛成派が7割

と多数であるが3割は反対としている。この反対

意見はフランス、スウェーデンと比べても高い

（白波瀬　2006）。だれが社会的な子育て支援を支

持しているのか。表3は、社会的な子育て支援に

関するロジット分析の結果である。説明変数とし

て投入したのは、年齢、性別、学歴、仕事の有無、

配偶関係、子どもの有無、所得、である。学歴は

高学歴か否かのダミー変数、所得も低・中・高の

3カテゴリー（低をレファレンスとする）に分けて

分析を行った。

日本は、9割以上が賛成意見をもつこともあっ

て、どの変数も有意な効果を呈していない。言い

換えれば、個人の諸属性によって政府による子

育て支援策に対する意見が大きく変わらない。一

方、アメリカは仕事の有無と所得（中所得ダミー）

が有意な効果を呈した。仕事をもつ場合は持たな

い場合に比べ、中所得である場合は低所得に比

べ、社会的な子育て支援を期待しない。仕事をも

ちそれなりの所得があるものについては、政府に

よる支援を期待しない。一方日本は、たとえ高所

得であろうが低所得であろうが、大多数の人々が

子育て支援は政府が責任をもって提供すべきとし

ている。個人の属性や所得によって意識が階層化

していないのが日本である。

日本で子育てへの政府役割期待が階層化して

いない分、社会階層ごとに異なる子育てニーズが

明確に顕在化していない。実際には異なるニーズ

があるにもかかわらず意識としては一様であるの

で、どのニーズに対する政策期待なのか対応関係

が見えにくく、政策効果が現われにくい土壌があ

る。一方、アメリカについては、所得階層に伴っ

て政府に対する期待や政府責任に対する意見が異

なる。もっともアメリカは高所得層も低所得層も

子育て支援は政府が責任をもって展開すべきとし

ている点で共通しているが、その中身は両者で異

なる。アメリカの高所得層、または高学歴層は自

国の子育て事情について極めて厳しい評価を下し

ていることが、政府への高い期待となって現われ

ている（白波瀬　2006）。一方低所得層について

は、現時点での子育て環境に対する評価というよ

りも、現実的に問題を多く抱える子育て環境に対

する救いの手への期待が、本分析結果として現わ

表3　政府による子育て支援に関するロジット分析

注： *5％水準で有意　**1％水準で有意
出所： 「少子化社会に関する国際比較調査」（内閣府　

2005年）

アメリカ・係数 日本・係数
年齢 -0.017 -0.001 

男性ダミー -0.138 -0.584 

有配偶ダミー  0.237 -0.132 

仕事有ダミー -0.530 * -1.116 

高学歴ダミー  0.187 -0.479 

子ども数 -0.025 -0.378 

中所得ダミー -0.446 *  0.249 

高所得ダミー -0.363  0.795 

定数  2.159 **  6.051 **
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れていると考えられる。

以上、出生率が異なり、家族政策、子育て支援

政策に対する取り組みが異なる日米の間で、子育

てに対する意識はそれほど違わなかった。子ども

を育てること自体については、日米で似通った考

え方が認められた。

6. 考察

アメリカの子育て支援について、出生率と幼い

子の母親就労に着目しながら検討してきた。他の

先進諸国と比べて、アメリカの出生率は高い。し

かし、子どものいる世帯における経済格差は大き

い。近年みられる一人親世帯、未婚の母、そして

非婚カップルの上昇は、高い経済的なリスク（貧

困、低所得）と隣り合わせである。アメリカの家

族政策は低所得層、貧困層をターゲットとした限

定的な政策であり、1996年以来、welfare to work

の掛け声をもとに就労支援と関連づけた福祉政策

が展開されてきた。母親の就労率は1990年代半

ばから2000年にかけて黒人層を中心に上昇して

おり、それは一つの政策効果と言えるかもしれな

い。しかし、福祉改革に対する評価は複雑で明確

な答えはまだない。

アメリカの子どものいる世帯の貧困率は近年低

下傾向にあり、1980年代半ば25.1％、1990年代

半ば24.5％、2000年21.9％と改善された 2）。その

理由として、1990年代の経済的な好景気に伴い、

単純労働を中心とした雇用機会が増えたことが

ある。しかし2001年から2004年の経済的な停滞

とともに、再び子どもの貧困率が上昇した。した

がって、子どもの貧困率の低下や母親就労の上昇

をもって、福祉改革の成果とみることができるか

どうかは、少し慎重でなければならない。福祉改

革そのものの効果より、マクロな経済変動によっ

て説明される部分が大きいと考えられるからだ。

出生率と家族政策の関係を考えてみると、家族

政策の水準如何とは関係ないところで出生率が決

定されていた。少々乱暴な言い方をすると、今の

アメリカの出生率に大きく貢献している層はたと

え今以上に家族政策が貧弱であっても依然多くの

子どもを出産していた可能性が高い。また、一人

親世帯、非婚カップルの貧困率が高いからといっ

て、単純に結婚を促したところで貧困が解決する

とは考えられない。貧困に陥るメカニズムをもう

少し慎重に検討し、政策を講ずるべきである。安

易に結婚促進策をとるよりも、一定の生活水準を

維持できるほどの賃金の保障、無碍に解雇された

り劣悪な条件のもとで働かせられることがないよ

うな雇用保障、あるいは特に10代の親を中心とし

た、子育てしつつも学業を継続できる教育支援、

などが必要とされる。貧困の再生産というミクロ

な悪循環を断ち切るためにも、貧困を生む構造的

な解決に向けた対策が講じられない限り、子ども

の貧困問題は大きく改善されない。

以上、アメリカの子育て支援と出生率を検討し

たことを通して得られた最も重要な知見は、政策

と出生率が必ずしも同じレベルでリンクしている

わけではないということである。現在の子育て支

援はいまの子育てに関する問題をベースにした対

策であるので、将来に向けての出生率（これから

子どもを産もうとするもの）に期待通りの効果が

出るとは限らない。また、アメリカの比較的高い

出生率を支えている層が子育て支援をはじめとす

る家族支援策の充実度に反応して、出産行動を決

定していたとはあまり考えられない。

わが国においても少子化対策と称して、積極的

な子育て支援策が展開されている。そのこと自体

特に異議を唱えるつもりはないし、社会全体で子

育てをともに支えていくこと自体望ましいことで

ある。しかし、現時点の子育て支援策のターゲッ

トは現時点で子育てしている層がベースとなる。

したがって、現在の支援策が将来の出生率（これ

から子どもを生むもの）にどの程度の効果がある

かは、必ずしも単純な因果式で考えることはでき
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ない。子育て支援策として現時点での評価すべき

根拠が、将来の個人の出産行動に即、プラスの効

果を及ぼすかどうかはわからない。政策と個人の

出生行動の関係はそれほど単純ではない。

注
1） 日本でも出生率の低下に対して，結婚を促すような出
会いの場を設けようといった試みがある．しかしなが
ら，単に出会いの場がないことが未婚化・非婚化の原
因ではなく，出生率を低下させているわけではない．
出会いの場を提供してもよいが，だからといって出生
率が上がることを期待するのは無理がある．

2） 貧困率は，全世帯収入の中央値の5割に満たない世
帯の割合．Luxembourg Income Study データより算出．
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I　はじめに

韓国において少子高齢化が速いスピードで進ん

でいる。2006年の韓国の合計特殊出生率（以下

「出生率」）は1.13で1960年頃の6前後から大き

く低下しており、OECD加盟国の平均出生率1.6

（2004年）を下回っている。また、高齢化の進行

速度も速く、2006年に9.2％である高齢化率は

2022年には14％を超えて高齢社会に到達するこ

とが予想されている。つまり、今からほぼ半世紀

以前には世の中で最も高い出生率で悩んでいた韓

国が現在は世の中で最も低い出生率で頭を抱えて

いるという皮肉な状況が実際に起きているのであ

る。このような少子高齢化の進行は、長期的には

労働力供給の減少と経済成長の鈍化、そして公的

社会保障の支え手である被保険者数の減少と将来

世代の負担増加に繋がる恐れがあり、その対策は

喫緊の課題である。

少子高齢化とともに家族形態も多様化してい

る。伝統的な家族形態であった祖父母、父母、子

供が一緒に同居する三世帯家族が大きく減少して

いるのに対し、核家族化の進展とともに独居老人

世帯や高齢者夫婦のみの世帯が増加した。また、

離婚率の上昇は母子世帯や父子世帯というひとり

親世帯の増加をもたらし、育児や保育の社会化が

より要求されることになった。したがって、本稿

では①家族形態の変化、②韓国における人口政策

と出生率の動向、③少子化の原因、④韓国政府が

少子高齢化対策として打ち出した「低出産高齢社

会基本計画」の主な内容などを中心に韓国におけ

る少子化の現状と育児支援策を説明する。

■ 要 約
先進国に比べて韓国の出生率と女性の労働力率は両方とも低い。これは女性が育児をしながら仕事を続けられる環境

が整備されず、「仕事と育児」の間で選択を迫られる状態にあるという社会的現実を反映するものである。出生率の低下
が予想より深刻で、将来人口の減少に伴う労働力人口の減少と国際競争力の低下への影響を懸念し、韓国政府は、長期
的（2006～ 2020年）な人口政策として「低出産高齢社会基本計画」を発表して、2006年から実施している。そこでの
育児支援政策は、出産と育児に関する国と社会の責任を以前より強化していくという意志を表明したものであり、労働
力の確保と社会保障制度の維持、女性の労働市場への参加奨励、児童福祉の向上を主な目標にしている。
保育において、公的サービスに先んじて民間市場が形成された韓国では、政府が動く政策の余地はかなり制限されて

いる。その中で、政府は、育児支援における後発走者として、新しい政策実験を試さざるを得ない。

■ キーワード
合計特殊出生率、少子化、低出産高齢社会基本計画、児童手当、労働力率、養子縁組、ワーク・ライフ・バランス

韓国における少子化の現状とその対策

金　 明中
張　 芝延

特集：子育て支援策をめぐる諸外国の現状
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II　少子化の現状とその原因分析

1. 家族形態の変化

韓国における家族形態の最も大きな変化は、三

世代以上の大家族の急減と高齢者を中心とする夫

婦世帯や単身世帯の増加が挙げられる。また、離

婚の増加によるひとり親世帯の増加と国際結婚の

増加による家族のグローバル化が進むなど家族

形態も多様化している。1980年に4.50人であっ

た平均世帯員数は2005年には2.90人まで低下し

た。また、単身世帯と2人世帯の割合は1980年の

4.8％、10.5％から2005年にはそれぞれ20.0％と

22.2％に増加したことに比べて、5人世帯と6人以

上の世帯は20.0％と29.8％から10.1％と3.3％まで

大きく減少した 1）。家族構成員が変化することに

よって老父母扶養に対する意識も変化している。

老父母扶養に対する意識調査の結果、老父母の扶

養が家族の責任であると答えた割合は2002年の

70.7％から2006年には63.4％まで低下した 2）。そ

の理由として考えられるのが共働き世帯やひとり

親世帯の増加である。あるアンケート調査 3）では

20代夫婦の89.2％、30代と40代の夫婦それぞれ

63.2％と65.7％が共働きで働いていると答えてい

る。このような共働き世帯やひとり親世帯の増加

は高齢者世帯の増加とともに家族の機能を弱体化

させ、育児や介護の社会化を要求する原因になっ

たのである。

2. 出生率の動向と人口政策

図1は日・韓における出生率の動向を示してい

る。韓国の出生率は1955年から1963年の間 4）が

最も高く、この期間に生まれた世代が韓国におけ

るベビーブーム世代であり、日本の団塊世代に当

たる。しかしながら図1でも見られるように韓国

のベビーブームは日本に比べてその期間が長いと

いう特徴を持っている。韓国の出生率は1950年

代後半を頂点として急速に低下し、1983年には人

口の置き換え水準である2.1を下回ることになる。

このように韓国の出生率が急落した最も大きな理

由として、韓国政府によって長年にわたって実施

された産児制限政策が挙げられる。

韓国の人口政策は大きく三つの期間（①1961～

1995年、②1996～ 2003年、③2004年以降）に区

分することができる。人口政策の第1期には経済

注： 韓国における1950～ 1954年度，1955～ 1959年度，1960～ 1964年度，1965～ 1969年度はデータの制約によ
り，UN（2006）の5年平均の数値を利用した．

資料： UN（2006）World Population Prospects，統計庁「人口動態統計」各年度，厚生労働省統計情報部『人口動態統
計』より作成

0

1

2

3

4

5

6

7

200319991995199119871983197919751971196719631959195519511947

合
計
特
殊
出
生
率

韓国
日本

韓国における
ベビーブーム世代
1955～1963年

日本における
ベビーブーム世代
1947～1949年

図1　日・韓の合計特殊出生率の動向
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開発5か年計画の推進とともに産児制限政策や家

族計画事業が国を挙げて実施された。この期間の

人口および家族政策は「少なく産んで元気に育て

よう：60年代」、「息子と娘を区別せずに二人だけ

産んで元気に育てよう：70年代」、「元気に育て

た一人娘は十人の息子よりましである：70年代後

半～ 80年代」のようなスローガンにもよく表れて

いるように産児制限政策がその中心であった。こ

のように35年間も続いた産児制限政策は出生率

の低下につながり、1955～ 1959年に6.33（5年間

の平均）であった出生率は1995年には1.57まで低

下することになる。

90年代前半の出生率が引き続き、人口の置き換

え水準を下回ると、既存の産児制限を中心とした

人口政策は「人口の資質および福祉向上」を基本

内容とする人口政策に若干修正されることになる。

つまり、この人口政策が実施された1996年から

2003年の間が韓国における人口政策の第2期であ

ると言える。しかしながらこの期間に実施された

政策の内容は、「社会経済発展のための低出産水

準の維持、死亡率の改善、出生性比の均衡、人工

妊娠中絶の防止、男女平等および女性の権利伸長、

AIDSおよび性病予防、家族保健および福祉増進」

などが中心で直接的に少子化を改善する対策は含

まれていなかった。その結果、人口政策第2期の

末期である2003年には出生率が1.19まで低下し、

世界でも最も出生率が低い国の一つになった。

出生率の低下が予想より深刻であることに気づ

いた韓国政府は低出産・高齢化問題に本格的に対

応するために、2005年9月に「低出産・高齢社会

基本法」を制定し、大統領直属機関である「低出

産・高齢社会委員会」を設けた。この委員会は、

大統領を委員長として12部処（日本の省庁にあた

る）の長官（日本の大臣にあたる）と12人の民間

委員で構成された。また、2005年10月には政策

推進機構として、12部処の公務員と民間の専門家

から成る「低出産高齢社会政策本部」を設置した。

このように、「低出産・高齢社会基本法」を計画

した2004年以降を韓国における人口政策の第3期

であると言えるだろう。

3. 少子化の原因

政府の産児制限政策などによって大きく低下し

た韓国の出生率が産児制限政策の廃止や人口政策

の修正にも係わらずさらに低下している理由はど

こにあるのか。ここではその主な理由をいくつか

図2　非正規雇用者数とその割合の動向

注：各年度8月基準（2007年度は3月基準）
資料： 統計庁「経済活動人口調査付加調査」より作成
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の観点から分析する。まず、最初の原因として、

若年層の所得および雇用が不安定なことが挙げら

れる。2007年5月における韓国の失業率は3.2％

で、全体的に低い水準を維持しているが、同時

期における15～ 29歳の若年層の失業率は7％で、

平均失業率の2倍を上回っている。さらに、雇用

形態の多様化とともに非正規雇用者の割合も継続

的に増加しており、2001年8月 5）に26.8％であっ

た全賃金雇用者に占める非正規雇用者の割合は

2007年3月 6）には36.7％まで上昇した（図2）。特

に非正規雇用者の増加は20代や40代の年齢階

層で目立っており、2001年にそれぞれ21.2％と

20.3％であった20代や40代の非正規雇用者の割

合は2005年には30.5％と32.6％まで上昇した。こ

のような若年層の失業率や非正規雇用者の割合の

増加は雇用者の所得水準を引き下げ、教育年数の

上昇などほかの要因とともに晩婚化や未婚化を誘

発し、少子化の原因になっている 7）。

実際、韓国における平均初婚年齢は1990年の

男性27.9歳、女性24.9歳から2006年には男性30.9

歳、女性27.8歳まで上昇した（図3）。また、1970

年と2000年における年齢階層別未婚率の動向（表

1）を見るとすべての年齢階層で未婚率が上昇し

ていることが分かる。特に20～ 24歳と25～ 29

歳の未婚率は1970年の57.2％と9.7％から2000年

には99.3％と40.1％まで上昇した。平均初婚年齢

や未婚率の上昇は婚姻件数を低下させる要因とな

り、1996年に434,911件でピークであった婚姻件

数は2003年には304,932件まで減少した。こうし

た婚姻件数の減少は離婚件数の増加 8）と良い対照

を成している。ここでひとつ注目すべきことは、

2004年から婚姻件数が再び増加しており、とも

に離婚件数も減少していることである（図4）。婚

姻件数が増加したのは、主に外国人との婚姻が増

えたためであると考えられる。統計庁の「2006年

婚姻統計結果」によれば、外国人との婚姻件数は

2000年の12,319件から2006年には39,690件まで

図3　性別平均初婚および再婚年齢の動向

資料： 統計庁（2007）「2006年婚姻統計結果」より作成
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資料： 統計庁「人口住宅総調査」

（％）
年齢階層 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

15-19 97.1 97.4 98.2 99.1 99.5 99.2 99.3

20-24 57.2 62.5 66.1 72.1 80.5 83.3 89.1

25-29 9.7 11.8 14.1 18.4 22.1 29.6 40.1

30-34 1.4 2.1 2.7 4.2 5.3 6.7 10.7

35-39 0.4 0.7 1.0 1.6 2.4 3.3 4.3

40-44 0.2 0.3 0.5 0.7 1.1 1.9 2.6

45-49 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 1.0 1.7
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増加しており、全婚姻件数に占める割合も3.7％

から11.9％まで増加した。特に韓国人男性と外国

人女性 9）との結婚が増加しており、全外国人との

婚姻件数の76.1％（2000年：59.3％）を占めている。

2006年だけに限定すると、婚姻件数の増加要

因は韓国の文化的伝統の影響を受けていることを

見てとることができる。つまり、現在まで旧暦を

使っている韓国において2006年は「双春年 10）」に

該当する年であり、この年に結婚する女性は一生

幸せになるという俗説が広がり、婚姻件数が増加

したという主張である。さらに、2007年は「黄金

の亥の年 11）」と言われており、その影響で出生率

が上昇すると見通されている。プロテスタントや

カトリック人口が全宗教人口の半分以上 12）を占め

る韓国において、「双春年」や「黄金の亥の年」が

人口構成に影響を与えることは極めてアイロニー

なことである。とにかく「双春年」や「黄金の亥の

年」によって婚姻件数が増加し、出生率が上昇す

ることが望ましくないとは言えないものの、この

ような不規則で特殊な要因に頼らず中長期的な人

口政策や少子高齢化政策を通じて人口増加や出生

率の回復に対処すべきである。

少子化の第二の原因としては養育費、特に教育

費に対する負担増加が考えられる。韓国の高い教

育熱や大学の受験戦争はすでに全世界的に有名な

話になっている。表2は韓国における中・高校・

大学の進学率を示しており、中学校や高校の進

学率はそれぞれ99.9％と99.7％でほぼ100％に近

く、さらに、高校卒業者の大学進学率 13）が82.1％

図4　婚姻および離婚件数の動向

注： 粗婚姻率：人口1000当たりの年間婚姻件数
 粗離婚率：人口1000当たりの年間離婚件数
資料： 統計庁（2007）「2006年婚姻統計結果」と統計庁（2007）「2006年離婚統計結果」より作成
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表2　上級学校への進学率の動向

資料： 教育人的資本部・韓国職業能力開発院（2006）『国
家人的資本開発白書』

区分
小学校→中学校 中学校→高校 高校→大学
合計 女性 合計 女性 合計 女性

1970 66.1 56.5 70.1 68.8 26.9 28.6

1975 77.2 69.7 74.7 72.3 25.8 24.9

1980 95.8 94.1 84.5 80.8 27.2 22.9

1985 99.2 99.1 90.7 88.2 36.4 34.1

1990 99.8 99.8 95.7 95.0 33.2 32.4

1995 99.9 99.9 98.5 98.4 51.4 49.8

2000 99.9 99.9 99.6 99.6 68.0 65.4

2005 99.9 99.9 99.7 99.8 82.1 80.8
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まで急上昇していることが分かる。このような異

常な教育熱は教育費全体を引き上げ、韓国の学校

教育費の対GDP比はOECD加盟国の平均5.9％を

大きく上回る7.5％（2003年基準）に達している

（OECD，2007）。これは、アイスランド（8.0％）に

次いでOECD加盟国のうち、2番目に高い水準で

ある。さらに私的教育費の支出水準は対GDP比

2.9％（2003年基準）に達しており、OECD加盟国

の平均0.7％を大きく上回るだけではなく、2位の

アメリカ（2.1％）とも差が開いている。教育費に

占める私的教育費の割合が高い理由としては、公

的教育に対する不信と学歴社会を支えるための大

学入試中心の教育が挙げられる。さらに、学歴を

中心とする社会風潮は、海外早期留学までつな

がって1999年に1,839人であった早期留学者（小・

中・高校生）数は2005年に1999年の10倍を上回

る20,400人まで急増した。留学先はアメリカやイ

ギリス、そしてオーストラリアなど英語圏や先進

国に集中しており、私的教育費を増加させる大き

な要因になっている。

第三の原因として挙げられるのが結婚と子供に

対する価値観の変化である。個人の生活とその

生活の質を重視する傾向が以前より強くなってお

り、結婚よりは仕事を、また子供よりは夫婦のみ

の生活を選好する若年層が増加した。統計庁の

2006年『社会統計調査』によると結婚に対する見

解に対して「結婚すべきである」と答えた割合は

67.7％（20代：64.5％、30代：58.6％）で2002年

の調査結果69.2％（20代：64.7％、30代：59.9％）

より低下した。このような価値観の変化は少子化

の第4の原因として挙げられる女性の教育水準向

上と労働力率の上昇に起因する。女性の大学進

学率は表2で見られるように1970年の28.6％から

2006年には80.8％までおおよそ52.2％ポイントも

上昇した。このような女性の高学歴化は女性の労

働力上昇の主な原因になっている。2006年、韓国

における女性の労働力率は全年齢平均で50.3％で

ほかの先進諸国に比べるとまだ低いものの、2000

年以後も上昇している 14）（図5）。また、女性の高

学歴化は男女間の賃金格差を縮小し、出産や育児

に対する機会費用を増加させ、少子化の直接的な

原因として作用している。

しかしながら、女性の労働市場参加率が上昇し

ているにもかかわらず、保育施設など育児に対す

るインフラや仕事と家庭の両立を支援する制度が

十分整備されていないことが出生を妨げる要因と

なり、また出産後の女性を労働力市場から退出さ

表3　国外留学生数の動向

資料： 統計庁ホームページ「教育統計」

（人）
区　分 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

大学院 - - 37,328 - 36,140 38,494 35,192 36,220

大学 - - 71,823 - 62,191 67,399 65,524 77,515

語学研修 - - 40,782 - 61,572 81,790 91,538 76,629

小・中・高校 1,839 4,397 7,944 10,132 10,498 16,446 20,400 -

図5　女性の年齢階級別労働力率の動向
資料：韓国統計庁「経済活動人口調査」
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せることにつながっている。このような社会的な

問題を解決し、少子高齢化を根本的に見直す目的

で計画されたのが、「低出産高齢社会基本計画」

である。

III　低出産高齢社会基本計画 15）

1. 出産・養育に対する社会的責任強化

出生率の低下が予想より深刻で、将来人口減

少に伴う労働力人口の減少と国家競争力の低下

を懸念した韓国政府は、長期的な人口政策であ

る「低出産高齢社会基本計画」いわゆる「セロマ

ジプラン2020」を発表して、2006年から実施して

いる。この新しい人口政策は「すべての世代がと

もに生きる持続可能な社会」というスローガンの

下で、第1段階である2006～ 10年の間には「少

子高齢化社会に対応するための基盤構築」を、第

2段階および第3段階である2011～ 20年の間に

は「出生率回復および高齢社会への成功的な対

応」を目標にしている。「セロマジ」とは、「新し

さ」と「最後」を合成した新造語で、「新しく希望

に満ちる出産から老後生活の最後まで美しく幸せ

に住む社会」という意味と「希望に満ちる未来と

幸せいっぱいの社会を新しく迎える」という意志

を表現している。表4は各段階別推進目標を示し

ており、出産と養育に有利な環境の助成のために

①出産・養育に対する社会的責任の強化、②ファ

ミリー・フレンドリーな男女平等社会文化の助成、

③未来世代の健全な育成の三つを推進すべき中心

の課題として選定した。

「出産・養育に対する社会的責任の強化」政策

としては、①子供の養育に対する経済的・社会的

負担の軽減、②多様で質の高い育児支援インフラ

の拡充、③妊娠・出産に対する支援拡大を実践課

題にしており、その主な内容は次の通りである。

（1） 子供の養育に対する経済的・社会的負担の

軽減

表5は、乳幼児に対する保育・教育費の支援状

況を示しているが、その主な給付対象が一定基準

以下の低所得世帯や障害者世帯、そして農業従

事者などの特定世帯だけに偏っており、育児に負

担を感じるすべての世帯に支援を拡大すべきであ

るという声が高まった。そこで、政府は低出産高

齢社会基本計画を制定して満0～ 4歳児に対する

差等保育を実施するとともに、教育費の支援対象

を都市雇用者世帯の月平均所得の70％から130％

（2009年）まで段階的に引き上げることによって

育児に対する支援を拡大する方針である（表6）。

また、満5歳児に対する無償保育と教育費支援、

そして子女数2人以上の世帯に対する保育・教育

費支援も2009年まで都市雇用者世帯の月平均所

得の130％まで拡大するとともに、満0～ 4歳児

と満5歳児の政府支援対象割合も80％まで拡大す

る計画である 16）。

女性の労働市場への参加と共働き世帯の増加

は、放課後家庭内で児童を保護することを難しく

し、私的教育機関を利用する児童が増加し続けて

いる。私的教育機関の利用増加は、韓国社会の高

い教育熱とあいまって育児における教育費の負担

を増加させ、少子化や教育格差の原因になってお

り、新しい社会問題として認識されるようになっ

た。これに対して政府は「低出産高齢社会基本計

画」の一環として、放課後の学校活性化のための

表4　低出産高齢社会基本計画の段階別推進目標

資料： 大韓民国政府（2006）『低出産高齢社会基本計画』

期　間 推進目標

第1次 2006～ 2010

出産・養育に有利な環境助成
および高齢社会に対する対応
規範の構築

第2次 2011～ 2015
漸進的出生率の回復および高
齢社会に対する対応策の確立

第3次 2016～ 2020
OECD平均の出生率回復と高
齢社会への円滑な適応
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制度改善と低所得層支援を目的に、①低所得層

に対する放課後学校プログラム 17）を無償で利用

できるバウチャーの支給、②放課後の保育・教育

運営システムの連携・統合、③インターネット教

育放送などのサイバー家庭学習サービスの充実、

④小学校保育プログラム 18）の拡大実施を計画し

ている（表7）。政府は小学校保育プログラムを実

施する学校の割合を2006年の20.4％から2010年

表7　小学校保育プログラムの拡大計画

資料： 大韓民国政府（2006）『第1次低出産高齢社会基
本計画』

（校，千人）
区　分 2006 2007 2008 2009 2010

小学校保育プロ
グラムの実施学校

1100 2400 3400 4400 5400

全小学校に占める
割合

20.4％ 44.4％ 63％ 81.5％ 100％

利用児童数 22 30 68 88 108

表5　乳幼児に対する保育・教育費支援の現況

資料： 大韓民国政府（2006）『第1次低出産高齢社会基本計画』

区　分 給付対象 給付水準
対象者数
（千人）

満0～ 4歳児
差等保育・教育費

都市雇用者世帯
月平均所得70％以下

所得階層によって
保育・教育費の100・70・40％

562

満5歳児
無償保育・教育費

都市雇用者世帯
月平均所得90％以下

保育・教育費全額
保育施設・私立幼稚園，月150,800ウォン
（国・公立幼稚園 ,月53,000ウォン）

296

子女2人以上世帯
保育・教育費

都市雇用者世帯
月平均所得100％以下
（第2子から）

保育・教育費の30％ 40

障害者
無償保育・教育費

保育施設利用障害者
（満12歳以下）

保育料全額
（月350,000ウォン）

15

幼稚園利用障害者
（満5歳以下）

教育費全額
私立幼稚園：月311,000ウォン
国・公立幼稚園：月90,000ウォン

2

農業従事者
幼児養育費

農地所有5ha未満
保育・教育費の50％
（満5歳児は100％）

27

女性農業従事者
働き手支援

農地所有5ha未満
保育・教育費の25％
（満5歳児は50％）

48

表6　差等保育・教育費支援計画

注： 保育・教育費対比政府支援額比率 =（政府支援額／保育・教育費）×100

資料： 大韓民国政府（2006）『第1次低出産高齢社会基本計画』

（％）

基　準 児童割合
保育・教育費対比政府支援額比率注

2006 2007 2008 2009 2010

1階 基礎生活保障受給者 3.5 100 100 100 100 100

2階 次上位階層（準低所得層） 11.5 100 100 100 100 100

3階 ～平均所得50％ 10 70 80 80 80 80

4階 ～平均所得70％ 25 40 50 60 60 60

5階 ～平均所得100％ 20 – 20 30 30 30

6階 ～平均所得130％ 10 – – – 30 30
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には100％にまで拡大する方針であり、この計画

によって利用児童者数は2006年の2万2千人から

2010年には10万8千人まで増加することが予想さ

れる。

所得控除と公的社会保険の保険料優遇措置

子女養育に対するもう一つの経済的支援として

挙げられるのが「所得控除と公的社会保険の保険

料優遇措置」である。出産および養育に対しては

所得控除および非課税措置を一定基準（表8）で

実施しているものの、独身世帯と夫婦と子供2人

の4人世帯における所得税負担率の差が1.2％ポ

イントにすぎず、OECD加盟国の平均5.5％ポイン

トと大きな格差が生じている。したがって、今後

租税優遇措置などを拡大・実施することによって、

子供がいる世帯の経済的な負担を一層緩和するた

めに①多子女世帯への税制優遇措置の拡大、②多

子女世帯の健康保険料負担の軽減、③「国民年金

クレジット制度（子女数2人以上の世帯を対象に

一定期間における公的年金の保険料納付を認める

こと）」を導入する方針である。

児童手当制度導入の検討

2005年の『社会統計調査』によると、「子供の

養育において最も大変なことは何か」という質問

に対して57.7％が「子供の保育および教育に対す

る経済的負担」であると回答している。また「保

育関連事項のうち最も早く解決すべき問題点は

何か」という質問に対して43.5％が「保育費の支

援および拡大」であると答えており、子供を養育

している多くの世帯にとって教育費などの養育費

は大きな経済的負担になっていることがうかがえ

る。このような育児世帯の経済的負担を軽減する

趣旨で最近活発に議論されているのが児童手当制

度の導入である。

育児手当の支給対象年齢は①小学校修了まで

の年齢と②義務教育期間である中学校修了まで

の年齢に限られている。また、給付金額は児童

一人当たり月5万ウォンから10万ウォンの間で調

整されている。李ほか（2006）はひとり親世帯の

児童に対する児童養育費が児童一人当たり月5万

ウォンであることと障害児童に対する障害児童扶

養手当が7万ウォンであることを考慮して、導入

段階で児童一人当たり月5万ウォンを支給し、今

後制度の成熟とともに給付水準を段階的に引き上

げることが望ましいと主張している。

児童手当導入に必要な予算は、対象年齢や所得

制限の実施有無、そして所得制限の範囲によって

大きく異なる。このような予算の具体的な範囲を

みるために、本稿では、既存の研究を参考にして

児童手当制度の導入に必要な金額に関する推計を

行なった（表9）。対象年齢は満5歳以下から満18

歳未満まで五つの類型に区分しており、児童一人

当たり給付額は月10万ウォンを基準にしている。

表8　出産・養育関連所得控除および非課税規模

資料： 大韓民国政府（2006）『第1次低出産高齢社会基
本計画』

種　類 所得控除および非課税内容

所
得
控
除

人
的
控
除

基本控除
配偶者および子女一人当たり100

万ウォン控除

追加控除
6歳以下子女一人当たり100万
ウォン追加控除

特
別
控
除

教育費

幼児教育費：一人当たり200万
ウォン限度
小・中・高校生教育費：一人当
たり200万ウォン限度
大学生教育費：一人当たり700

万ウォン限度
障害者特殊教育費：全額

医療費
子女医療費のうち総給与の3％を
超過した金額
所得控除（年500万ウォン限度）

保険料
子女の保障性保険料控除（年100

万ウォン限度）

寄付金
児童福祉施設および母子福祉施
設に寄付した寄付金控除

非課税 出産・保育手当月10万ウォン限度
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また、李ほか（2006）の推計方式に基づいて所得

制限があるケース（「所得第7分位まで」から「所

得第9分位まで」）を類型別に推計した 19）。推計の

結果、所得制限がなく小学校修了年齢（満12歳）

のすべての児童を対象に児童手当を給付する場

合、1年間に必要な財源は約8.8兆ウォン（対象児

童：2007年基準7,333,126人）であると推計された。

一方、児童手当の給付を所得第8分位までに制

限し、平均子女数などを用いて推計を行った結

果、必要な財源は4.1兆ウォンで所得制限を適用

しない場合と比べて必要財源を半分以下に減らす

ことができた。それ以外の各類型推計の結果は表

9の通りである。このような推計結果を参考にす

ると、最初の導入段階では財源の負担と制度の持

続可能性を考慮して対象年齢や給付額、そして所

得を制限することをある程度適用することが望ま

しいと考えられる。

養子縁組の積極的推進

養子縁組が第2の出産であるという社会的意識

を拡大するために、養子縁組世帯に対する支援を

拡大する方針が示されている。今までの養子縁組

実績は国内より国外の割合が高い。例えば2005

年まで国外に養子縁組された子供の数は157,145

人で全体の69.9％を占めていることに比べて、国

内に養子縁組された子供の数は67,607人で全体の

30.1％にすぎない（表10）。国内養子縁組がこのよ

うに低調な理由としては血縁を重視する保守的家

族観、複雑な養子縁組手続き、養子縁組世帯に対

する経済的支援の不十分などが挙げられる。

したがって今後国内への養子縁組を活性化する

ために、養子縁組に対する国民の意識改革、養子

表9　児童手当の必要金額推計

児童数：統計庁「将来推計人口」の2007年データを使用

（人，兆ウォン）

対象年齢 児童数
全人口に
占める割合

給付額：月 100,000ウォン

所得制限なし
所得制限あり

第 9分位まで 第 8分位まで 第 7分位まで
満 5歳以下 2,832,282 5.8％ 3.4 1.8 1.6 1.4

満 8歳以下 4,657,950 9.6％ 5.1 2.9 2.6 2.3

満 12歳以下 7,333,126 15.1％ 8.8 4.6 4.1 3.6

満 15歳以下 9,418,657 19.4％ 9.7 5.9 5.3 4.6

満 18歳以下 11,320,780 23.4％ 13.6 7.1 6.4 5.6

全人口 48,456,369

表10　国内外への養子縁組の現況

資料： 韓国保健福祉部（2006）「国内養子縁組活性化対策」2006年7月18日報道資料

（人）

年度 合計
1997年
以前

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

国内
67,607 54,639 1,426 1,726 1,686 1,770 1,694 1,564 1,641 1,461

30.1％ 28.3％ 36.9％ 41.7％ 41.7％ 42.1％ 41.7％ 40.6％ 42.1％ 41.0％

国外
157,145 138,486 2,443 2,409 2,360 2,436 2,365 2,287 2,258 2,101

69.9％ 71.7％ 63.1％ 58.3％ 58.3％ 57.9％ 58.3％ 59.4％ 57.9％ 59.0％
合計 224,752 193,125 3,869 4,135 4,046 4,206 4,059 3,851 3,899 3,562
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縁組手数料 20）の免除、養子縁組手続きの簡素化、

養子縁組による児童への無償保育および教育費支

援、養子縁組による児童への養育手当の導入、障

害児童養子縁組に対する補助金および医療費補助

金の引き上げなどを推進する計画である。また、

2007年1月からは公務員を対象に「養子縁組休暇

制度」が試験的に実施されている。

（2） 多様で質の高い育児支援インフラの拡充

図6は、保育施設の類型別施設数と保育施設を

利用している児童数の動向を示している。民間や

家庭を中心とする保育施設やそれを利用する児童

数が急速に増加していることに比べて、国・公立

の保育施設や利用児童数は数量的には小幅増加し

ているものの、全保育施設に占める割合は低下し

続けている。その結果、全保育施設に占める国・

公立保育施設の割合は1995年の11.3％から2005

年には5.2％まで低下した。一方、同期間におけ

る民間の保育施設の割合は45.4％から53.7％まで

上昇しており、低所得層を中心に国を中心とする

保育施設の拡充が要求された。それを受けて韓国

政府は、低所得層が集中的に居住している地域を

中心に国公立保育施設を新設し、中長期的に国公

立保育施設の割合を30％水準にまで拡大する予

定であり、その代表的な政策として挙げられるの

が「BTL」事業である。BTL事業とは民間が資金

を投資してインフラを建設（Build）した後、国や

自治体に所有権を移転（Transfer）、賃貸（Lease）

して賃貸料収入を通じて投資費用を回収する事業

方式である。また、小学校内の保育施設および幼

稚園の統合設置と事業所内保育施設の設置および

支援を拡大する。事業所内保育施設は2005年現

在常用女性雇用者300人以上の事業所にその設置

が義務づけられているものの、保育施設設置およ

び保育手当支援などの実施率は33％に止まってい

る状態である。そのため、2006年から事業所内保

育施設の設置義務基準を常用雇用者500人以上の

企業まで拡大すると同時に事業所内保育施設を設

置・運営する事業所に対して施設転換費と保育教

師への人件費、そして教材や教具の購入費用を支

援する方針である。また、満0～ 2歳までの児童

の保育料の上限額が標準保育費用より顕著に低く

設定されていることに起因する民間保育所の保育

忌避やサービスの質低下などの問題点を改善する

目的で、必要な標準教育費用 21）と保育料上限額

の差額の一部を政府が支援する「基本補助金」制

度を2006年から導入した。さらに需要者中心の

多様な育児サービスの提供を拡大するために時間

図6　保育施設類型別施設・児童数の動向

資料：女性家族部「保育詳細統計」より作成
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延長型保育サービスおよび時間制保育サービスの

支援拡大、終日制幼稚園の拡大（2005年の62.5％

から2010年にはすべての幼稚園に）、文化施設内

育児施設の設置および運営支援を拡大する方針で

ある。

（3） 妊娠・出産に対する支援拡大

妊娠・出産以降の母性および乳幼児に対する総

合的な健康管理を体系化するために次のような政

策を実施する。

・ 新生児に対する健康管理基盤構築と出産・育児

関連情報および相談サービスの提供

・ 妊娠した女性の健康増進と自然死産 22）などを

最小化するための生殖健康（reproductive health）

プログラムの開発・支援

・ 必須予防接種の拡大推進

・ 母性・乳幼児健康管理および栄養管理の支援拡大

晩婚化や高齢妊娠などが原因で増加する不妊夫

婦を支援する目的で、不妊治療を希望する夫婦に

試験管ベビーの施術費用の一部および男性の不妊

治療費の本人負担金、そして人工授精の費用を支

援する。

2. ファミリー・フレンドリーな男女平等社

会文化の助成

（1） 仕事と家庭の両立に対する環境助成

1953年労働基準法によって実施された産前産

後休暇制度（労働基準法第72条）は2001年の60

日から90日に拡大された。産前産後休暇期間中

の給料は60日分が事業主から、拡大された30日

分が一般財政と雇用保険から支給される。さらに、

2006年からは中小企業への支援を拡大する目的で

雇用保険法と男女雇用平等法が改正され、産前産

後休暇期間90日分全額が雇用保険から支給される

ことになった（月最高限度額135万ウォン）23）。妊

娠16週以上の女性雇用者が流産および死産した

場合には妊娠期間によって30~90日の保護休暇が

提供される。実施初年である2006年には356人が

この制度を利用した。

2001年8月雇用保険法の改正によって導入され

た育児休業制度は、生後1年未満の乳児を持つ雇

用者がその乳児の養育のために育児休業を申請す

る場合、雇用保険から一定の給付が支給される。

育児休業の申請者および給付金額は毎年増加して

いるものの、育児休業を取得することによる不利

益と事業主の認識不足などが原因で利用者の割合

はまだ低い状態である（表11）。産前産後休暇の

利用者のうち、育児休業制度を利用した人々の割

合が26％（2005年）にすぎないことはその良い例

である。また、全育児休業利用者のうち、男性の

割合は1.8％（2005年）に過ぎずスウェーデン（民

間企業79.2％ 24））などのヨーロッパの国と比べる

とかなり低い水準であることが分かる。

そこで、韓国政府は育児休業をより活性化する

目的で育児休業の取得条件を満1歳未満から満3

歳未満に拡大（2008年1月の出生児から適用）す

るとともに育児休業を申請した雇用者には2007

年から月50万ウォン（既存：月40万ウォン）の育

児給付を支給する。育児休業を取得した雇用者

が在職している事業所の事業主へ対する支援金は

一人当たり月10～ 15万ウォンから月20～ 30万

ウォンに引き上げた。

さらに、公務員に対しては育児休業を活性化

する目的で①育児休業の取得条件を満3歳未満か

ら就学以前まで拡大、②女性公務員の育児休業

期間を既存の1年から最大3年までに拡大、③出

産・育児による代替人材確保などの制度の補完を

行う。育児の期間中、全日制の育児休業より労働

時間の短縮を希望する雇用者のため、2008年から

「育児期労働時間短縮制度」を導入・実施する。

出産や育児のために労働市場を一旦退出した女

性を新規雇用する事業主に対しては「出産女性再

就業奨励金」を支払って、女性の労働市場への早
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期復帰を支援する。また、産前産後休暇中あるい

は妊娠34週以降契約期間が終了する非正規職女

性雇用者を継続して雇用する事業主には、「出産

後継続雇用支援金」が支給される。2006年7月か

ら実施された「出産後継続雇用支援金」は6カ月

間支給され、雇用者一人当たり月40万ウォンが

支給される（正規職として採用する場合には月20

万ウォンが追加支給）。長期間労働市場から離れ

た専業主婦に対しては労働市場復帰プログラムを

運営して、職場への適応のための段階別教育を実

施する。

（2） 学校・社会教育強化および家族文化助成

家族の価値観を確立するため低出産・高齢社会

と関連した学校教育課程の見直しを推進する。つ

まり、学生が社会、道徳などの関連科目を通じて

低出産と高齢化の原因と問題点を正しく認識し、

合理的な解決案が提示できるように能力を養成す

ることを目指している。また、家族の価値観確立

のための社会教育強化策の一環として低出産・高

齢社会関連国民認識改善運動の強化および児童や

青少年を対象にした社会教育を強化する方針であ

る。一方、週5日勤務の定着による家族中心の文

化や余暇活動の急増に対する対策として「家族生

活教育および家族相談サービスの充実化」、「家族

単位の余暇文化支援」、「ファミリー・フレンドリー

地域社会環境助成」を実施する。

（3） ファミリー・フレンドリー企業 25）

女性家族部は企業の参加を誘導し、仕事と家庭

の両立を重視する職場文化を広める目的で2006

年から毎年ファミリー・フレンドリー企業を選定

（大統領表彰：1社、国務総理表彰2社）して表彰

を行っている。表彰の申請や推薦の対象になる企

業の条件としては①仕事と家庭の両立を重視する

経営目標と具体的な方向、そして事業内容を提示

して仕事と家庭の両立に先駆ける企業、②仕事と

家庭の両立を可能にする望ましい勤務環境を整え

るなど雇用者における生活の質向上のために努力

する企業、③仕事と家庭の両立に関連するプログ

表11　産前産後休暇給付および育児休業給付の動向

資料：労働部『2006年版雇用保険白書』

（人，万ウォン）

区分

産前産後休暇 育児休業

人数 給付額 人　数 給付額
平均育児
休業日数

産前産後休暇取得
者のうち育児休業
利用者の割合

2001 2 2
25

5
女185日

（男2，女23） 男293日

2002 22,711 22,602
3,763

3,087
女178日

16.2
（男78，女3,685） 男146日

2003 32,133 33,522
6,816

10,576
女195日

20.9
（男104，女6,712） 男158日

2004 38,541 41,610
9,303

20,803
女209日

23.7
（男181，女9,122） 男186日

2005 41,104 46,041
10,700

28,242
女211日

25.5
（男208，女10,492） 男185日

2006 48,972 90,886
13,670

34,521
女216日

27.4
（男230，女13,440） 男191日
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ラムを5年以上実施している企業などが設定され

ている。

韓国における代表的なファミリー・フレンド

リー企業としては、2006年に最優秀賞である大統

領賞を受賞した柳韓キンバリーが上げられる。柳

韓キンバリーの最も注目すべきところは、従業員

の過労防止のための弾力的な勤務制度の運営であ

る。1993年に実施した生産職の四交代制が代表的

であり、そのほかに管理職のフレックスタイム制 26）

（1994年）、営業職の現場出退社制度（1999年）が挙

げられる。このような弾力的な勤務制度の実施を

通じて得られた時間を活用して2005年には生産職

一人当たり306時間の職務教育を実施した。

特に女性従業員に対して、母性保護のための健

康検診、産前産後休暇、流・死産休暇（2004年か

ら施行）、90日出産休暇の実施、授乳空間の設置、

帝王切開に対する手術費や出産祝い金の支給を

行っている。

また、従業員の育児に対する負担を軽減する

ために、小学校入学前の児童に対して1年間一

人当たり百万ウォンを保育費として2年間支援す

る。このような仕事と家庭の両立支援政策によっ

て本社事務職のうち、女性従業員の割合は47.8％

（2005年12月基準）に達している 27）。

3. 健全な未来世代育成

（1） 児童・青少年の安全な成長環境助成

OECD加盟国の平均（2005年：7.3人）より高い

人口10万人当たり事故死亡児童数（2005年：8.3

人）を減らし、児童の事故予防のための社会基盤

を助成する目的で「事故類型別安全対策推進」、

「児童・青少年利用施設の安全水準改善」、「事故

予防のための協調体系強化および教育と広報強

化」、「児童安全関連統計基盤構築」を実施する予

定である。

1997年のアジア経済危機以降、家族解体など

家族の機能が弱体化されることによって児童に対

する虐待や放任が増加し続けている。表12は児

童虐待の発生件数を年度別に示しており、2001

年度に2,105件であった虐待件数が2005年度には

4,633件まで急増していることが分かる。

政府は児童虐待の対策案として「児童虐待・放

任の早期発見と予防体系構築」、「統合的児童保護

体系の構築と専門性強化」、「児童虐待予防の広報

および教育強化」、「失踪児童の早期発見・保護シ

ステム構築など児童保護インフラの拡大」を実施

する計画である。また、校内暴力の予防や根絶の

ために1995年から国を挙げて「校内暴力の予防や

根絶対策」を実施している。その結果、校内暴力

の発生件数は毎年減少している。しかしながら、

暴力の低年齢化、凶暴化が進んでおり、より根本

的な対策の実施が要求されている。

低出産高齢社会基本計画では被害者保護お

よび加害者の善導を強化する目的で被害者には

ONE-STOP支援センターを拡大し、加害者には善

導プログラムを多様化する方針などを決めてい

る。ここでのONE-STOP支援センターとは校内暴

力の被害者が相談や医療、そして捜査などのサー

ビスを一つの場所で受けられる支援センターを意

味する。

表12　児童虐待の年度別動向

資料： 大韓民国政府（2006）『第1次低出産高齢社会基
本計画』

（件）
年　度 2001 2002 2003 2004 2005

合　計 2105 2478 2921 3891 4633

身体的虐待 476 254 347 364 423

精神的虐待 114 184 207 350 512

性的虐待 86 65 134 177 206

放任 672 814 965 1367 1635

遺棄 134 212 113 125 147

重複虐待 623 949 1155 1508 1710
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（2） 児童や青少年の健全な成長のための社会

的支援システムの確立

地域児童センター、青少年放課後アカデミー、

青少年勉強部屋などを通じた学習空間の提供は各

部署別に多様に施行されているものの、その財政

支援規模や施設数がまだ足りない状況である。今

後、韓国政府は地域児童センターへの運営支援を

拡大し貧困の固定化を防ぐとともに、地域社会の

貧困児童と経済的に困難な家庭の児童に対して保

護・学習支援・給食・相談・地域社会連携など総

合的な児童福祉サービスを提供することによって

地域社会における児童や青少年保護機能を強化す

る方針である。また、放課後アカデミー・青少年

勉強部屋、青少年支援センターを拡充および支援

することによって多様な放課後活動と福祉サービ

スの提供で教育・文化的格差の解消と学習能力の

向上を追求している。

児童の権利保護のための社会システムを構築する

ために民間中心のオンブズパーソン（Ombudspersons）

制度とオンブズキッズ（Ombudskids）制度を導入し

た。2006年10月韓国保健福祉部は、児童権利、

教育、法曹、医療など社会各分野でモニタリング

が可能で児童権利に関心が高い民間の専門家16

人をオンブズパーソンとして委嘱して、2008年12

月まで国内の児童政策に対するモニタリングと児

童権利の広報および侵害状況調査、そして政策提

言などの活動を遂行する予定である。また、児童

権利に対する社会的認識拡大や児童が参加する児

童にふさわしい政策開発を目的に児童団体のホー

ムページなどを通じた公募によってオンブズキッ

ズを9人委嘱した。

さらに、韓国保健社会研究院内に「児童権利モ

ニタリングセンター」を設置して児童関連情報の

収集およびデータベースの構築、UN児童権利協

約の国内移行事項モニタリング、児童権利政策提

言、児童権利侵害事項調査、児童権利広報および

情報を開発・普及する予定である 28）。このような

活動以外に文化芸術教育支援、青少年を取り巻く

有害環境から青少年の保護、学校の健康管理機能

強化のための要件助成を実施して児童や青少年の

健全な成長を支援することを計画している。表13

は各部や委員会の児童および青少年保護事業の主

な内容を示している。

IV　日本への政策的インプリケーション

日本と韓国は、ほかのOECD加盟国に比べると

少子高齢化のスピードが早く、女性の労働力率が

低いという共通点がある。出生率も高く女性の労

働力も高いアイスランド、ノルウェー、デンマー

クなどの国とは対照的である。このように日本と

韓国において出生率や女性の労働力率が両方とも

表13　児童・青少年保護・教育施設現況（2005）

区分 保健福祉部 青少年委員会 教育人的資本部 女性家族部

事業名 地域児童センター
青少年放課後アカ

デミー
青少年勉強部屋 放課後学校 学童保育

対象児童 小・中・高校生
小学生（4～6年生）

中・高校生 小・中・高校生 小学生
中学生（1～ 2年生）

主要機能
学習指導，保護，
給食など総合サー
ビス提供

特技適性教育，補
充学習，給食など
総合サービス提供

学習空間提供
（読書室）

特技適性教育，補
充学習，小学生対
象保育

保育サービス提供

政府支援施設数 800 46（試験的運営） 328 48（試験的運営） 100

資料： 大韓民国政府（2006）『第1次低出産高齢社会基本計画』
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低い主な理由としては、ワーク・ライフ・バラン

スがまだ定着していないことが挙げられる。両国

とも男性の育児や家事への参加時間は短く、その

代わりに女性が育児や家事の多くの部分を担当し

ている。そのため、出産や育児が原因で女性が

職場を離れることが多く、M字カーブ現象がまだ

解消されていない。日本が1.57ショックをきっか

けに1989年以降、出生率を引き上げるために出

産や育児支援策を実施しているものの、大きな成

果を上げていない理由はどこにあるのか。それは

ワーク・ライフ・バランス政策の不在や仕事と家

庭に対する国民の考え方が主な原因であると思わ

れる。

一方、韓国政府は「低出産高齢社会基本計画」

を実施する以前まで適切な少子化対策を実施して

いなかった。日本が1.57ショック以降、多様な育

児政策を実施していたこととは対照的に韓国政府

は目立った政策を打ち出さなかった。その原因と

して、経済発展中心の政策が実施されたことと政

府が現実をうまく把握していなかったことが一般

的に挙げられている。しかしながら、筆者はそれ

以外の原因として次の三つの要因を考えている。

第一は出生率がいつかは回復するという楽観論で

ある。1987年に1.55まで低下した韓国の出生率は

その後上昇に転じ、1992年の1.78まで回復する。

そのために、政府は出生率が一定水準まで下がっ

てもいつかは回復すると考えて関連政策を実施し

なかった可能性が高い。第二に、社会保障制度の

成熟度が欠如されたことが挙げられる。例えば、

日本が1961年に国民皆年金を実現したのに対し、

韓国で国民皆年金が達成されたのは1999年であ

り、老齢年金の完全給付はまだ実施されていな

い。したがって、少子高齢化が社会保障制度財政

に大きな影響を与えることが、広く認識されてい

ない可能性が高い。

第三に、朝鮮半島の軍事的な対立関係である。

1953年の休戦以降、韓国と北朝鮮は軍事的な対

立を続けており、韓国は予算の相当部分を防衛費

として使わざるを得ない状況であった。例えば、

一般会計の総歳出予算に占める防衛費の割合は

1996年に22.1％（13兆ウォン、対GDP比3.1％）

から2006年には16.2％ 29）（23.5兆ウォン、対GDP

比2.7％）まで減少しているものの、日本の6％

（2006年4.8兆円、対GDP比0.9％）に比べるとか

なり高い水準である（ただし、金額的には日本が

多い）。

日本は韓国より先に少子高齢化を経験してお

り、社会保障制度や少子化関連対策が先に整備さ

れてきた。韓国政府は日本やほかの先進諸国の制

度を参考としながら、社会保障制度の改善や少子

化政策の基盤を構築してきたと言えるだろう。今

まで類似点が少ない欧米諸国との比較を中心に法

律や政策の改善を行ってきた日本にとって韓国の

登場（?）は、とても嬉しいニュースであるかもし

れない。というのは、社会経済的な面で類似点が

多く、少子高齢化のスピードが速い両国が、互い

に協力してその対策を講ずることは時間的、経済

的ロスを最小化するとともに、今後EUやNAFTA

などに対応できる東アジア経済圏を構築するのに

貢献できると考えられる。

V　結論

先進国に比べて韓国の出生率と女性の労働力率

は両方とも低い。これは女性が育児をしながら仕

事を続けられる環境が整備されず、「仕事と育児」

の間で選択を迫られる状態にあるという社会的現

実を反映するものである。「低出産高齢社会基本

計画」は、韓国政府がこのような状況に対応する

ための青写真を提示したものである。その中でも

育児支援政策は、出産と育児に関する国と社会の

責任を以前より強化していくという意志を表明し

たものであると解釈される。

政府の育児支援政策には大きく三つの目標が
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あると考えられる。その第一が労働力の確保と社

会保障制度の維持である。本文でも記述したと

おり、韓国の出生率は世界でも最も低い水準であ

り、これが労働力の不足や社会保障制度の持続可

能性を脅かす要因として作用する可能性が高い。

したがって、政府の出産および育児奨励政策は労

働力人口の減少を最大限防止し、社会保障の支え

手を確保することによって現在の社会保障制度を

維持しようとする趣旨が強いと言える。第二の目

標は、女性の労働市場への参加を奨励することで

ある。女性人材の低い活用も韓国がまず克服しな

ければならない課題の一つである。女性の労働力

を活用するために出てきたのが「仕事と家庭の両

立」であり、このために国が育児を支援する政策

を前面に打ち出すことになったのである。

第三の目標として児童福祉の向上が挙げられ

る。児童福祉の問題が個別家族の責任領域に残っ

ているということは低所得層児童の健康と安全、

福祉の問題が死角地帯に放置されていることを意

味する。したがって、児童福祉をより向上させ、

低所得世帯でも安心して育児ができる環境を整備

するという目標が含まれている。しかしながら、

育児の社会的責任を強化するという普遍的課題は

前に提示した三つの目的を同時に満たすように見

えるものの、具体的な詳細課題に入ると状況は少

し複雑になる。言い換えると、韓国政府が提案し

た政策の青写真は特定の目標に対しては相互する

効果を及ぼす可能性がある。例えば子女を養育す

る世帯に支給される児童手当は児童福祉の向上に

は役立つものの、出産奨励にはほとんど影響がな

く、女性の経済活動促進にも否定的な影響を及ぼ

すと知られている。また保育施設を拡大してその

費用を世帯の所得水準によって差等支援するとい

うことは望ましい政策方向であるものの、育児と

仕事を並行している働く女性に対して優先的な支

援策が考慮されていないため、女性の労働市場参

加を促進させるための効果が大きく低下するとい

う問題点を抱えている。

また、最近韓国で保育サービスの強化と関連し

て最も議論されているのが保育料上限線の廃止問

題と民間保育施設に対する補助金支給の問題であ

る。この保育料上限線制度は親の所得によって保

育の質に差が発生することを防ぐことを主な趣旨

にしており、公共施設と民間施設を問わず一定額

以上の保育料が受けられないように規制されてい

る。しかしながら、このような規制は保育サービ

ス市場に参入しようとする民間企業の投資意欲を

減退させ、その結果、サービス供給が減少する可

能性があると主張されているが、既存制度を支持

する市民団体および女性団体が反対している。こ

の問題は、根本的に韓国がほかの先進国とは異な

り、保育サービスを提供する公的インフラが不足

したまま、民間保育施設に大きく依存している状

況の下で、財政投入だけで保育の公共性を達成

しようとしたことから発生している。保育におい

て、公的サービスに先んじて民間市場が形成され

た韓国では、政府が動く余地はかなり制限されて

いる。その中で、政府は、育児支援における後発

走者として、新しい政策実験を試さざるを得ないの

である。
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学の裵埈晧先生から貴重なご助言をいただいた。
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注
1） 統計庁（2005）『人口住宅総調査報告書』
2） 世帯構成と老父母の扶養に対する意識調査の結果
は統計庁の「2002年社会統計調査」と「2006年社会
統計調査」に基づいている．

3） 文化日報が2006年に既婚者715人に対して実施した
調査，文化日報2006年3月27日．

4） 韓国におけるベビーブーム世代の出現がほかの国に
比べて遅れた理由として1950年から1953年の間に
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起きた朝鮮戦争が挙げられる．
5） 労働部「2005年経済活動人口調査付加調査結果分
析」2005.10.26報道資料

6） 統計庁「2007年3月経済活動人口調査付加調査結果」
7） 韓国労働部が発表した非正規雇用者の規模は2005

年8月現在548.3万人で，全賃金労働者1,496.8万人
の36.6％を占めている．この数値は2001年8月の非
正規雇用者数363.5万人（26.8％）に比べて184.8万人
（9.8％ポイント）も増加したもので非正規雇用者の規
模が早いスピードで増加していることが分かる．

8） 離婚夫婦の主な離婚事由は性格の不一致（49.7％），
経済問題（14.6％），家族間の不和（8.9％）の順で
あった．韓国統計庁（2007）「2006年離婚統計結果」

9） 中国やベトナム人女性との婚姻件数が韓国人男性の
全婚姻件数の81.9％を占める．

10） 旧暦で1年に2回立春がある年．
11） この年に産まれた子供は，金運に恵まれ，一生お金
には困らないということで，今年子供を出産しよう
とする傾向が強まっている．

12） 全国民のうち宗教を持っている人口の割合は53.1％
であり，宗教人口に占めるプロテスタントやカ
トリック人口の割合は55.1％である．韓国統計庁
（2005）『人口住宅総調査報告書』

13） ここでの大学は短大，4年制大学，放送大学，教育
大学，産業大学が含まれている．

14） 1981年に42.3％であった女性の労働力率は2006年
に50.3％で8％ポイント上昇した．

15） 2006年韓国政府が発表した「第1次低出産高齢社会
基本計画」の内容を中心に展開する．

16） 2006年の満0～ 4歳児と満5歳児に対する政府支援
対象割合はそれぞれ50％と60％であった．

17） 放課後学校プログラム，放課後の保育・教育運営シ
ステム，小学校保育プログラムは日本の学童保育に
当たる．

18） 放課後子供に対する保育負担を緩和するために小学
校の低学年を対象に実施するプログラム．その主な内
容は宿題指導，授業内容の補充，レクリエーション，
体育活動，生活習慣および安全指導などである．

19） 全世帯数×給付対象所得分位×子女がいる世帯の
割合×満25歳以下のうち満15歳以下の人口の割合
×平均子女数×1カ月当たり給付額×12カ月（李ほ
か，2006）

20） 国内の養子縁組手数料は65万ウォンから210万
ウォンの間で，養子縁組世帯に対しては約200万
ウォンを支援する．

21） 児童に良質の保育サービスを提供するのに必要と推
定される人件費，運営費，給食費などで構成．

22） 流・死産率（女性千人当たり）：2003年の0.27から
2010年には0.20に引き下げる計画である．

23） 優先支援対象企業：鉱業300人以下，製造業500人
以下，建設業300人以下，運輸・倉庫および通信業
300人以下，その他100人以下．

24） 内閣府（2005）『スウェーデン企業におけるワーク・
ライフ・バランス調査』

25） 日本の厚生労働省が1999年から実施したファミ
リー・フレンドリー企業表彰と似ているものの，韓
国では地域別ファミリー・フレンドリー企業は選定
していない．

26） 午前7時から午前9時30分の間で出勤時間を自由に
選択して一日8時間を勤務する．

27） ガンヘリョンほか（2006）『ファミリー・フレンドリー
企業モデルおよび事例研究』女性家族部

28） 保健福祉部2006年10月25日報道資料「児童オンブ
ズパーソン児童権利保護の尖兵役割期待」

29） 企画予算処（2006）「2006年国家財政」
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I　はじめに

アメリカの補足的保障所得Supplemental Security 

Income（以下、SSI）は、就労による自活が難しい

とみなされた人々のみに現金給付を支給する公的

扶助である。

アメリカの公的扶助は日本でも研究が進

み、SSIの紹介もなされている（後藤 2000；阿

部 2002）。しかし、困窮家族一時扶助Temporary 

Assistance for Needy Families（以下、TANF）が就

労政策や家族政策との関連でしばしば議論される

ことに比べると、SSIは十分に検討されてはいな

いといえる。就労自活が困難だとみなされた人々

は就労を個人の責務として要求されないために、

その扶助は社会的な争点とはならないようにも思

われる。しかし、実際には、利用資格や利用者数

の変化をめぐってSSIはたびたび問題となり、改

定を重ねてきた経緯がある。アメリカ公的扶助の

一里塚である1996年福祉改革では、先のTANFな

どに耳目が集まるが、SSIも一定の抑制が行われ

ていたのである。

そこで、本稿では、これまで十分に検討されて

こなかったSSIに注目し、まずはこの制度の特徴

を踏まえ、その成立理由や施行後の動向を概説し

たい（II）。次に、1996年福祉改革以降の制度の仕

組みを、その抑制策に注視して示したい（III）。な

お、紙幅の都合上、本稿では連邦のSSIに関する

主な論点に限定することを予めお断りしておく。

II　成立と経緯

1. 「画期的な事件」

SSIは1972年に成立し、1974年に実施された。

この事業は、1935年の社会保障法によって成立し

た老齢扶助Old-Age Assistanceと視覚障害者扶助

Aid to the Blind、1950年に成立した恒久的障害者

扶助Aid to the Permanently and Totally Disabledの3

事業を統合したものである。SSIの対象となる人々

の範囲は「高齢」と「視覚障害」、「障害」の属性を

基本とし、従前の3事業を引き継いでいる。

しかし、運営主体や財源、利用者の権利性など

の側面において、SSIは3事業の単なる寄せ集め

ではない。例えば、従前は連邦政府と州政府の協

調事業であったが、SSIでは連邦法規の規則を全

国統一に適用し、その主な運営は連邦機関である

社会保障局の直轄とした。これは、州権など地方

自治を重んじるアメリカ連邦制において例外的な

ものである。また、財源は所得税などからプール

した一般歳入に拠り、予算は各年度で上限を定め

ないものとした。SSIは、アメリカの公的扶助で

は数少ないエンタイトルメント事業のひとつとな

り、利用資格を満たせば必ず給付が支給されるこ

とになった（SSA 2005a；2005b）。このようなSSI

の誕生は、アメリカ福祉政策史における「画期的

アメリカの補足的保障所得（SSI）の展開
― 就労自活が困難な人々に対する扶助の在り方をめぐって ―

野田 博也

動　向
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な事件」といわれる（Trattner 1999）。

2. 成立理由

SSIに関する法案が議論された同じ時期、ニク

ソン政権は連邦政府による困窮家族への扶助の構

想（家族援助計画Family Assistance Plan）を打ち出

すも、実現には至らなかった。そのなかで連邦政

府によるSSIが成立できた大きな理由は、主に公

的年金保険との関連から説明することができる。

Grimaldiらによれば、公的年金保険の存続は、

拠出量に応じた給付を支給する衡平equity原則と

自活生活に必要な給付を支給する適性adequacy原

則に基づくことが条件となる。しかし、前者の衡

平原則に偏重するアメリカの公的年金は、拠出量

が少ない低所得労働者への給付が極めて微量と

なり、後者の適性原則を侵害することになる。そ

のため、低所得労働者を含む広範囲の業績主義的

な年金保険を存続させるためにも、衡平原則と適

正原則との均衡を保つ策を講じることが求められ

た。そして、その役割を委ねられたのが、SSIで

あった（Grimaldi 1980；Schulz =1998；Erkulwater 

2006）。

それはSSIの名称にも表れている。SSI（補足

的保障所得）に付された「補足的」とは年金保険

給付の「補足」を指す（USHRCWM 2004）。しか

し、この「補足」とは、保障すべき最低生活費を

設定したうえでの補足ではなく、国勢調査局によ

る公式の貧困線に足りない生活費を補うものでも

ない。SSIの給付水準は消費者物価指数に連動し

て毎年調整されるが、単身者の水準は貧困線の

約7.5割、2人世帯では約9割である（USHRCWM 

2004）1）。このように、SSIの「補足」とは業績主

義的な保険を支えるという意味を超えるものでは

ない。しかし、そのような政策的役割が与えられ

たために、「画期的な事件」と評されるSSIの成立

が可能になったといえよう 2）。

3. 利用者数の急増

先に述べたように、成立当時のSSIは大きな争

点とはならなかった。しかし、保守政権が福祉政

策全般を引き締めた1980年代においてさえ、SSI

の利用者数が増加の一途を辿るようになると、

SSIは社会的・政治的な課題として顕在化していっ

た。その利用者総数は1980年の約414万人（障害；

約226万人）から1996年の約661万人（障害；約

512万人）に急増した（SSA 2005b）。その動向は、

不況など社会経済的な要因のみでは十分に説明す

ることができず（Rupp and Stapleton ed 1998）、「障

害児・者」をめぐる訴訟や運動など政治的な活動

の影響が指摘されている（Erkulwater 2006）。

とりわけ、「障害」の利用資格の緩和を求め

た訴訟は重要である。1990年の連邦最高裁判

決（Sullivan v. Zebley）では、「児童」の「障害」の

定義（当時）にあった「（「成人」の「障害」と）類

似の重さ」を測るために、「成人」の審査で実施

していた個別機能評価 Individualized Functional 

Assessmentを「児童」に対しても行うように命じ

た 3）。この判決を受けて社会保障局が規則を修正

した結果、「障害児」の利用者数は1990年（約31

万人）から1996年（約96万人）の短期間で約3倍

に膨れあがった（SSA 2005b）。また、「薬物・ア

ルコール依存Drug Addiction & Alcoholism（以下、

DAA）」も、1980年代末まで2万人に満たなかっ

た利用者数が1996年には約17万人へと激増した。

この背後にも「DAA」を道徳的問題から疾病・障

害として審査するよう求めた訴訟があり、加え

て「DAA」の困窮者に応じる費用負担を軽減する

ために、地方自治体が連邦政府の負担となるSSI

を積極的に利用するよう促していた動きもあった

（Hunt and Baumohl 2003）。

このような数の増加は、濫救問題などと相俟っ

てSSIを抑制する反動を招いた。その沸点が1996

年福祉改革であった。さまざまな抑制策のなか

でも、先の「障害児」に対しては「障害」の定義
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を「顕著な重度の機能的インペアメント」へと変

更し、個別機能評価の廃止など審査方法をより厳

格にすることで利用者数の抑制を図った。「DAA」

については、1994年に治療を給付の条件とし、給

付期間を3年間に限定していたが、1996年には

「DAA」が「障害」の主要な要因である者への給付

を完全に廃止した。そのほかにも、「外国人」や

「犯罪者」の一部に対する給付などを削っていっ

た（Hunt and Baumohl 2003；USHRCWM 2004；

Erkulwater 2006）。この一連の抑制策は、従前よ

りもSSI全体の増加率を低下させ、一定の「効果」

を挙げたともみなせる。しかし、その総数は漸

増しており2004年では約699万人（障害；551万

人）となった。なお、「児童」の利用者数は、過去

最高を記録した1996年（95.5万人）から漸減した

が、2001年から増加に転じ、2003年と2004年で

は1996年の実数を上回った（95.9万人、99.3万人）

（SSA 2005b）。

III　制度の仕組み

SSIは、そのような経緯のなかで改定を重ねて

きた。現行（1996年以降）制度の規則は、利用資

格（以下、資格）と給付において、対象となる人々

に共通する項目（以下、共通項目）と社会的集団

ごとに異なる項目（以下、差異項目）にわけるこ

とができる（表1）4）。そして、SSIの抑制策は、

資格と給付における両項目から指摘することがで

きる。

1. 共通項目

まず、共通項目として、資格では所得要件や資

産要件、帰属要件の一部があり、給付では給付水

準や請求権、不服申立の権利、罰則がある。共通

項目での抑制策は、海外滞在から帰国した後に求

められる一定の居住歴や、報告義務違反に対する

追加給付の禁止、資産要件を満たすために保有財

産を安価で売買することに対する一定期間の資格

剥奪などが挙げられる。このように、対象となる

集団全般に共通して一定の抑制を図っている。

2. 差異項目

次に、差異項目として、資格では属性要件や扶

養要件の範囲、帰属要件の一部があり、給付では

支給方法や遡及給付、就労努力などがある。こ

の項目によって、資格を与える集団（以下、資格

表1　SSIにおける資格と給付の概略1）

注： 1）差異項目については，下線部を付記した．
 2）「範疇要件」とも呼ばれる．
出典：該当する連邦法と連邦法規，SSA（2005a），USHRCWM（2004）を基に筆者作成

I.　資格： ①属性要件 2）…実質的有償活動，期間要件 , 審査方法，継続的な審査（認定の更新）
 ②所得要件…単身579ドル・2人869ドル（月額・2005年），算定方法
 ③資産要件…単身2000ドル相当・2人3000ドル（2005年），算定方法
 ④扶養要件…配偶者，親権者　
 ⑤帰属要件…合衆国市民，居住歴（30日以上の国外滞在者に対する30日の居住歴など）
II.　給付： ①給付水準…単身579ドル・2人869ドル（月額最高額・2005年）
 ②支給方法…直接払い・代理受取人，支給の間隔
 ③遡及給付…分割支給，専用口座，使途の限定
 ④就労努力…勤労控除，就労関連費用の控除（介護費など），職業リハビリテーション
 ⑤権利…請求権，不服申立の権利
 ⑥罰則…罰金（100ドルまでの給付禁止），資格剥奪（最長3年間）
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集団）と資格を認めない集団（以下、無資格集団）

に大別でき、更に複数の下位集団に分けることが

できる。

（1） 資格を与える集団

第一の資格集団では、市民である高齢者や障害

児・者、外国人に分けられる。その一つ目は、「市

民」5）の法的地位にある「成人」（原則18歳以上）

である。この下位集団は、「高齢」と「視覚障害」、

「障害」というSSIの基本的な属性（以下、基本属

性）によって構成される。この集団では、一方で、

扶養要件の範囲や給付を資格者本人に支給する

方法direct paymentは共通している 6）。他方で、そ

の属性の定義や審査方法、給付支給後に促す就

労努力には違いがある。まず、「高齢」とは65歳

以上であり、その審査方法は年齢を証明する書類

の提出による。また、「視覚障害」とは矯正後の

視力が良い方で0.1以下または視野20度以下の棒

視 tunnel visionなどであり、その審査方法は医学

的診断による。そして、「障害」とは身体的・精

神的インペアメントがあり、そのインペアメント

が12カ月以上継続するか、または死亡につなが

ること（期間要件duration requirement）、更に実質

的有償活動Substantial Gainful Activityによって一

定以上の勤労所得を得ること（能力活用）ができ

ないことを指している 7）。その「障害」の審査方法

では医学的診断も含まれるが、社会保障局がまと

めたインペアメント目録と個別機能評価が用いら

れ、技能や職歴なども加味される。このような、

期間要件や能力活用、複数の審査方法は「障害」

のみに求められ、「視覚障害」や「高齢」では適

用されない。また、継続的な障害審査Continuing 

Disability Reviewや、州の審査者が認定した新規

利用者の一定割合を連邦機関が再度調べる認定審

査の適正化、非強制的な就労促進策などは、「障

害」と「視覚障害」に対して行われるが、「高齢」

に対する関連規則は確認できない 8）。

二つ目は、「市民」の法的地位にある「児童」（原

則18歳未満の未婚者）である。この下位集団は、

「視覚障害」と「障害」によって構成される。この

集団では、一方で、実質的有償活動に繋がる就学

者の年齢要件の拡大（22歳まで）や扶養者に対す

る扶養要件の適用、（資格者本人ではない）代理

受取人 representative payeeへの間接的支給、専用

口座が設置され使途が限定される遡及給付などは

共通している。他方で、「視覚障害」と「障害」に

ついては「成人」と同様に審査方法などが異なる

が、「児童」の「障害」を決める審査方法では、「児

童」に限って1996年に修正されたインペアメント

目録のみが用いられている。

三つ目は、「市民」ではない「外国人」である。

この下位集団は、差異項目に着目すると、外国

人の法的地位を指す「認定移民」の一部と「非認

定移民」に分けられる 9）。この集団では、一方で、

合法的かつ長期的な滞在が共通して求められる。

他方で、「認定移民」は「非認定移民」よりも多く

の法的地位が認められるが、「市民」には適用さ

れない特別な規則（居住歴や就労歴、軍事貢献、

給付の有期期間など）が付加される。

このように、資格を与える集団であっても、資

格や給付の規則に違いを設け、対象となる人々の

選別を図っていることがわかる。

（2） 資格を与えない集団

第二の無資格集団は、資格の否認を免れる可能

性の有無によって分けられる。その一つ目は、資

格を得る可能性がある集団である。この下位集

団には、「障害」の範疇から除外された「DAA」や

「児童」の「不適応行動maladaptive behavior」10）が

ある。この属性（症状）のみではSSIの資格を得る

ことはできないが、ほかの基本属性に該当する場

合には可能となる。二つ目は、資格を得る可能性

がない集団である。この下位集団には、資格集団

以外の「認定移民」や留学・観光などの一時的滞
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在者である「非移民」の「外国人」と、重犯罪に対

する令状に従わない者や保護観察で求められる諸

条件に違反した者などの「犯罪者」によって構成

される。この集団では、その属性に該当する限り、

ほかのいかなる条件を満たしてもSSIの資格を得

ることは認められない。

このように、資格付与を認めない集団において

も、その否認を免除する規則の適用によって、対

応に差を設けていることがわかる。

IV　おわりに

「画期的な事件」と評されるSSIは、確かにアメ

リカ公的扶助において例外的な事業ではある。し

かし、本稿で示したように、SSIは業績主義的な

社会保険の「補足」として成立し、利用者数の増

加に対しては多様な抑制策を実行してきた。ま

た、その制度の仕組みは、複雑な規則によって就

労自活が困難な人々をより細かく分類し、選別す

る構造となっている。このような特質は、セイフ

ティ･ネットとしての限界を示しているといえよう。

ところで、国（連邦政府）の責任によって運営

される側面において、SSIは日本の生活保護（特

に生活扶助）と共通している。他方で、SSIは最

低生活費を基準とした保障でなく、日本でいう欠

格条項を設けた制限主義的な色彩も強い。その点

に着目すると、生活保護よりも戦前の救護法など

による対応に近いことがわかる。

就労が困難な貧困者は「救済価値がある者」と

みなされていた。しかし、戦後アメリカの救貧政

策では、そのような人々に限った扶助でさえ、そ

れが業績主義的な公的年金保険に従属し、かつ制

限主義的な特質をもつことでしか成立・存続し得

なかったことは再度強調しておきたい。そして、

この点から、アメリカ連邦制における救貧政策や

それを基底する市場原理などの特質を改めて窺い

知ることができるだろう。アメリカ型の「小さな

政府」を目指す日本では、生活保護の見直しが行

われている。アメリカの公的扶助から何をどのよ

うに学ぶことができるのか、本稿がいくらか参考

になればと思う。

投稿受理（平成18年12月）

採用決定（平成19年  5 月）

注
1） 連邦のSSIに加えてフード･スタンプなどを併給
した場合でも，単身者については貧困閾を下回る
（USHRCWM 2004）．

2） SSIの政策形成はErkulwater（2006）に詳しい．
3） Sullivan v. Zebley, 493 U.S. 521（1990）．
4） 根拠となる連邦法規は，42U.S.C. 1381-1385，8U.S.C. 

1601-1646（以上，連邦法）と20CFR 416.101-416.222

（連邦法規）が該当する．なお，政府刊行物（SSA 

2005aなど）も参照した．
5） 「市民」とは，アメリカまたは属領で出生した者や帰
化した者などを指す（堀 1994）．

6） 金銭管理が困難であると判断された場合には代理受
取人に支給される．

7） 実質的有償活動の審査は月額800ドル（2003年）を
得る活動を目安とする．なお，その所得の算定では，
インペアメントに関連する経費は控除される（SSA 

2005a：USHRCWM 2004）．
8） 認定審査の適正化は，財政赤字削減法Defi cit 

Reduction Act of 2005（P.L. 109-171）によって近年制
度化された．また，実際に就労する利用者は「視覚
障害」と「障害」全体の約5.5%（2004年）に過ぎな
い反面，担当局の報告書には就労する「高齢者」の
項目や記述は皆無である（SSA 2005b）．

9） 「認定移民」とは，「合法永住者」や「亡命者」，「難
民」などを指す（8U.S.C. 1641）．詳細は，堀（1994）
やNational Immigrant Law Center（2002）を参照され
たい．

10） 1996年福祉改革前のインペアメント目録では，「不
適応行動」を「自分や他者，動物に対する破壊的行
為であり，保護を必要とするもの」としていた．こ
の規定は「不適応行動」の症状の重さを測る記述で
あり，明確な定義は記されていなかった．なお，担
当局によれば，修正後の目録では「不適応行動」の
項目は削除されたが，ほかの精神障害などの診断で
考慮されるとしている（SSA 1998）． 
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I

経済学者たちの手になる本書を手にしたとき、

2004年初秋のある対話を思い出した。ポーランド

で1999年から動き出した3階建ての新年金システ

ムの3階部分を埋めるべく「個人年金口座〔IKE〕」

という制度が導入され、キャンペーンが行われて

いた頃のことである。評者は、社会保険庁〔ZUS〕

を訪れ、本書でも引用されているある年金専門家

とポーランドの年金改革についていろいろと論じ

あった。ZUSの欧州統合局長という地位にあった

彼女は、職掌上、年金問題の国際会議に参加する

ことが多い。しかし、そこで飛び交う数理的な年

金専門用語を聞いていると、まるで「別世界」に

来たように感じる――労働社会問題研究所に籍を

置く社会政策畑の研究者でもある彼女は、このよ

うに漏らしていた。年金問題の理解にしばしば困

難を感ずる評者も、これには共感を覚えたもので

ある。それでは、本書の経済学者たちは、年金改

革をどのように論じているであろうか。

『移行経済国の年金改革―中東欧・旧ソ連諸国

の経験と日本への教訓』と題する本書は、2000年

度から5年間、文部科学省科学研究費補助金・特

定領域研究プロジェクト「世代間利害調整」（代

表・高山憲之）の一環として組織された「移行経

済における世代間の利害調整」班（リーダー・西

村可明）の研究成果を集大成したものである。取

り上げられている国は、チェコ、ハンガリー、ポー

ランド、ルーマニア、ロシア、中央アジア諸国に

及んでいる。最初の4カ国については、日本の研

究者と当該国の研究者とが独自に、あるいは共

同で論じているのも注目される。各論者がそれぞ

れの切り口から年金改革にアプローチしているた

め、制度の全体像や改革前後の変化を読み取るの

が時として難しいことがあるが、この点では、編

者による行き届いた概観（序章）が大きな助けに

なる。終章では、プロジェクト全体の代表によっ

て、日本への教訓が簡潔に整理されており、周到

である。

以下、筆者にとって相対的に身近なポーランド

を糸口にすることをお許しいただき、いくつかの

コメントを試みてみたい。

II

ポーランドの改革については、第6章でこの改

革の設計者 1）自身によって、その設計思想が説か

れている。筆者によれば、年金制度は人口構造

の変化からもっとも強く影響を受ける社会制度

であるが、伝統的なデザイン（賦課方式）はこの

変化を受けとめて自動的に調整することのできな

い「非効率」なものであった。政府補助金の投入

によって無理にこれを維持しようとすれば、金融

市場が反応して失業率は高まり、GDP成長率の

西村可明編著『移行経済国の年金改革』
（ミネルヴァ書房、2006年）

小森田 秋夫

書　評
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低下がもたらされる。これに対して新しい年金制

度のポイントは、各人の年金拠出金を個人口座残

高の形で蓄積し、これを金融市場をつうじて運用

することによって「世代間均衡」を再確立するこ

とにほかならない。年金拠出率の引き上げという

限界のある措置を想定するのでないとすれば置換

率（賃金代替率）の削減は不可避であるが、この

システムは「政治的介入や政策介入なしに」この

課題を達成することを可能にする。「世代間均衡」

とは、別の言葉で言えば「個人のライフサイクル

のなかでの所得分配」である。人びとは、言うな

れば勤労世代に属するときに拠出金を払って購入

した年金権を年金世代に入ったときに売却するの

である、という。「個人の選択と個人責任」に立

脚するものとして設計されたこのようなシステム

では、世代内・世代間の所得再分配という意味で

の“連帯”やリスクの分散という意味での“保険”

という要素は極小化されている。

このような設計思想が、何よりも第2の柱に配

置された民間年金基金方式（FDC）によって体現

されているのは言うまでもない。が、ポーランド

の新年金制度の特徴はむしろ、第1の柱（NDC）

自体が、個人口座残高が金融市場で運用されない

というだけで、同様に連帯的要素をほとんど含ま

ない個人主義的システムとして設計されている、

ということにある。第6章の筆者が、いわゆる第

1の柱と第2の柱は同一の役割をはたしているこ

とを強調し、ポーランドの改革が「3つの柱」と呼

ばれる構想とは「無関係」であるとすら述べてい

るのは、その限りで了解できる 2）。

第5章は、年金改革が直面しなければならな

かった各種の社会的コンフリクト、すなわち企業

対従業員、高年齢層従業員対中年層・若年層従業

員、高所得集団対低所得集団、学校卒業以来の

工業部門従業員対農業から転職した工業部門従業

員、女性従業員対男性従業員のコンフリクトを、

ポーランドの改革がいかに「調和妥協的」に解決

しているかを説明し、そのことに「数学的証明」を

与えることを課題としている。具体例を交えた制

度の細部の丁寧な説明は、この章の筆者の持ち味

である。年金制度を具体的に設計する段になると、

第6章で描かれたのとは違って、多様な利害を考

慮に入れなければならないことを教えてくれる 3）。

第5章と第6章に共通しているのは、年金制度

をそれ自体として合理的に設計された、その限り

でいわば完結したシステムとして描こうとする志

向である 4）。序章の分析は、これとはいささか異

なる。ここでは、ポーランドの改革が「多様性を

通じた安全」を標榜しているにもかかわらず、3

つの柱が経済状況の悪化の影響を同方向で受ける

がゆえにリスク分散としては有効ではないこと、

スウェーデンと比べて市場の不安定性の影響を受

けやすい第2の柱の比重が高いこと、再分配と平

準化の要素が大幅に縮小していること、所得代替

率の大幅な低下が予想されており、年金受給者の

貧困問題や社会扶助の必要をもたらす恐れがある

ことを指摘し、「平等で安心できる老後の生活を

連帯の精神で維持していくというコンセプトは、

社会主義に固有ではないし、市場経済において

も、公的年金制度として堅持されてしかるべき」

であり、「老後の生活保障という基本的目的」から

見ると、ポーランドの改革は「無理の多い」もの

と評価されている。ここでは、年金制度の作動と

帰結が、不安定性をともなう市場との連接や高齢

者の生活保障にとっての年金水準という観点から

問題とされており、年金改革の分析は年金制度の

内部に閉じられたものとはなっていない 5）。

III

ところで、ポーランドについて論じた3つの章

においては、年金改革とは何よりも1999年改革

を指すものとされている。それが大改革であるこ

とについては異論がないが、積み立てた保険料を
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有価証券市場で運用する年金基金を強制年金制度

に組み込んだ改革が実現されたか否かを年金改革

の主要な指標とするという見方があるとすれば、

そのような「世銀的視点」には必ずしも賛成でき

ない。ポーランドについて言えば、1991年の年

金再評価法は、確かに旧制度（賦課方式）の枠内

で、終章の言う「パラメトリックな改正」をもた

らしたにとどまるが、拠出と給付とのリンケージ

の強化という点で明らかに新しい思想によって導

かれており、評者はこれを改革の第1段階と考え

ている。99年の改革は、この思想を徹底させつつ

積立方式を組み込んだ改革の第2段階をなす、と

いうことになる 6）。本書では、第1、2章（チェコ）

を除けば、全体としてパラメトリックな改革の影

は薄い。とはいえ、注意深く読めば、「世銀的視

点」が自明視されているわけでもないことがわか

る。興味深いのは共著の第7章で、一方で、ルー

マニアも遅ればせながら世銀構想の水準にようや

く追いついたという気持ちが伝わってくるのに対

して、他方では、金融市場の未成熟な「ルーマニ

アのような後進国」における積立方式の導入その

ものに対する懐疑が表明されている。この点、第

10章（中央アジア、特にカザフタン）の評価はより

慎重であるが、第8章（ロシア）では、3層システ

ムの導入はロシアでは時期尚早であった、と明言

されている。とすれば、なぜそのような時期尚早

な改革が企てられるに至ったかについての政治経

済学的分析が求められる、ということになろう 7）。

これとは対照的に、第1章では、まさにパラメト

リックな改革のさまざまなオプションの財政的帰

結が主題となっている。評者の言う第2段階に進

むか否かは、この国では未解決の政治的選択の問

題なのである（第2章）。このようなチェコの漸進

的な改革について、序章が、現実的課題に一応こ

たえたものであるとしつつ、長期的に見ると問題

が先送りされている、と評価していることにも注

目しておきたい。

IV

各国共通の論点となっている改革要素に、年金

支給開始年齢の引き上げがある。年金支給開始年

齢については、法定の標準的年齢と早期退職制度

を利用した結果としての実際の退職年齢とを区別

する必要がある。ポーランドをはじめ多くの国で

は、早期退職を制度的に奨励することによって労

働市場からの撤退を促し（「隠れた失業」化）、そ

のことが他方では年金財政に負荷を与え、さらな

る改革を促すという連関を生んだ。それでは、年

金財政への負担軽減という観点から多くの国で

実施されつつある（早期退職の制限にとどまらな

い）法定年齢そのものの引き上げは、労働市場と

どのようなかかわりを持つのであろうか。年金支

給開始年齢の引き上げはそのまま退職年齢の延

長を意味すると考えてよいのか、そうだとする

と、とりわけ若年層の失業が深刻な諸国におい

て、いっそう若年層の雇用を奪うという意味をも

つことにならないのかどうか。本書の筆者たちを

含め、経済学者は労働市場の研究にも取り組んだ

実績をもっており 8）、この点の解明を期待したい。

ロシアの人口動態を詳細に分析した第9章によれ

ば、2005年の男性平均寿命は59.8歳であり、法定

年金支給開始年齢の60歳をわずかながら下回る

という深刻な状況にある。このことの年金問題に

とっての含意も大いに気にかかるところである。

もうひとつの問題は、年金支給開始年齢の男女

差である。旧社会主義国では、標準的な年金支給

開始年齢に5歳の男女差を設けることが一般的で

あったが、改革に際してこの差を維持する国（ロ

シア、ルーマニア、ポーランド）と段階的な均等

化を志向する国（ハンガリー、チェコ）との違い

があることが本書から読み取れる。このような違

いが何に由来するのか、興味深い問題であるが、

本書ではこのジェンダー問題にはあまり注意が向

けられていない。ポーランドの場合、99年改革に
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至る過程で、60歳という女性の年金支給開始年

齢を男性と同様に65歳に引き上げる、あるいは

男女とも62歳に揃えるという構想も出されたも

のの、むしろ年金支給開始年齢の引下げをすら望

む世論の動向をも考慮して、現状維持に落着いた

という経緯がある 9）。かつては、女性がより重い

家庭責任を負うという性別役割分業の構造を前提

に、5歳の年金支給開始年齢差は女性にとっての

“特典”であるという理解が一般的であり、今でも

女性自身を含めてそのような理解が少なくない。

一方、さまざまな理由でできるだけ長く就業の機

会を維持したい女性にとって、また、新制度のも

とでは、早い退職は年金口座における払い込み保

険料総額を少なくする一方、平均余命を長くする

がゆえに年金額に不利には働くという理由で、年

金支給開始年齢の差は“差別”だとみる見方も広

がっている。しかも、2006年に出された男女機会

均等についてのEU指令は異なる年金支給開始年

齢の設定を差別と規定しており、ポーランドを含

めEU加盟国は法的対応を迫られることになる。

V

本書を通読して感じるのは、年金制度の信頼性

という問題の多層的性格である。第1に、法律が

約束している年金の支払いを国家は保障すること

ができるかという問題がある。短期的にはロシア

などで年金未払いとして現われているが、長期的

は、賦課方式が人口構造の変化に財政的に耐えら

れるかという、より本質的な問題として立てられ

ていることは言うまでもない。第2に、財政的な

持続可能性が確保され、支払いは保証されるとし

ても、その額が生活保障にとって十分かどうかと

いう問題がある。移行諸国はインフレによる目減

りへの対応（インデクセーション問題）に追われ

たが、長期的には賃金代替率の低下という大きな

問題が控えている。第3に、政治と年金制度の信

頼性との関係という問題がある。確かに、第4章

（ハンガリー）に見られるような政権交替のたび

ごとに制度が修正されるという事態は、年金制度

への信頼を損なう。その意味で「政治的介入」か

ら防御されたシステム（第6章）を設計しようとい

う動機が生まれるのは理解できるが、そのような

システムの選択そのものは、やはり政治の役割で

ある。例えば、前述のように時期尚早な改革が決

定されてしまったとすれば、まさにそれを行なっ

た政治の質が問われるのである。第4は、政治へ

の不信の裏返しとして想定されることの多い金融

市場の信頼性である。本書に見られる時期尚早

論は、金融市場の未成熟を理由としたものである

が、それでは成熟すれば年金制度にとって信頼で

きるものとなるのかという問題は残る。当面、年

金基金の経営パフォーマンスを分析した第4章の

ような地道な研究の進展が期待される。最後に、

年金制度を支える情報技術の信頼性という問題が

ある。ポーランドでは、99年改革の初発の段階で、

ZUSが集めた保険料の所定部分の年金基金への

引渡しがコンピュータ=システムの不備のゆえに

遅れ、そのことが「公的なもの」への不信を増幅

させたと言われるが、本書の第10章からは、中

央アジア諸国では、正確な記帳を保障する情報技

術システムの整備そのものがなお課題であること

が窺われる。しかし、おりしも、評者の住む国で

は「消えた年金問題」が発生している。決して他

人事ではない。

注
1） M.Góraは，世界銀行出身のM.Rutkowskiとともに，
政府のもとに組織された改革チームを率いた人物で
ある．

2） ちなみに，例えば第7章（ルーマニア）では年金制
度の内包する「不平等」について繰り返し語られて
いるが，第6章では平等とか公正という言葉はでて
こない．体制転換は何が平等か，公正かについての
観念そのものをも変えるのであり，これらの言葉を
用いる場合には，それが何を意味するかについて注
意深さが求められる，と評者は考えている．
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3） もっとも，5つの対立項のそれぞれの利害が改革に
あたって考慮に入れられていることは了解できるも
のの，実際にどのような「対立」があり「妥協」が図
られたのかは，必ずしも明らかではない．

4） 第5章では，合理的に設計されたはずの制度が予期
せぬ事態によって財政悪化を招き，2004年の第2次
改革をもたらしたとされている．したがって，年金
制度が雇用情勢の悪化や労働者の早期退職行動と
いった年金制度外的要素と無関係に存立しうるもの
だと考えられているわけではもちろんない．ただし，
注9をも参照．

5） 序章の分析視角と評価は，「生活保障システム」と
いう枠組みを設定し，その一構成要素として年金
制度を位置づける評者のそれに近い．小森田「脱社
会主義と生活保障システムのゆくえ――ポーランド
の場合」東京大学社会科学研究所編『20世紀システ
ム5 国家の多様性と市場』東京大学出版会，1998年，
同「ポーランドの社会保障――大量失業時代におけ

る生活保障システムの再構築」『海外社会保障研究』
第144号，2003年を参照．

6） 小森田「ポーランドの社会福祉」『世界の社会福祉②
ロシア・ポーランド』旬報社，1998年を参照．

7） 経済学者自身がこのような課題に取り組むべきだ，
という趣旨ではない．

8） 大津定美・吉井昌彦編 『経済システム転換と労働市
場の展開―ロシア・中・東欧』日本評論社，1999年．

9） 第5章の筆者は，99年改革によって年金支給開始年
齢が男性65歳，女性60歳に5歳ずつ引き上げられ
たことを繰り返し指摘し，このことを前提に年金財
政の予想外の危機と第2次改革の不可避性を説いて
いるが，思い違いではなかろうか．年金支給開始
年齢は99年改革の前後をつうじて変わっておらず，
そのかぎりでは，55～ 59歳の女性，60～ 64歳の男
性の老齢年金受給者数に大きな変動が見られないの
は「驚くべきこと」でも何でもない．
（こもりだ・あきお　東京大学社会科学研究所所長）
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